
表紙の絵（洋画）「牛窓 瀬戸の春」 製作者 坂手得二

【製作者より】「日本のエーゲ海だ」と，かってギリシアの高官がここ牛窓の瀬戸内海を絶賛した。岡山県東部にあっ

て古代から寄港地として栄えてきた。背後には標高167 mの丘に広がるオリーブ園，囲む雑木林，温暖な気候に恵まれ

た豊かな自然と共生してきた。この丘から望むコバルトブルーに輝く灘の魅力と瀬戸内の深遠な曼陀羅宇宙を表現。

第43回「日展」へ出展された作品を掲載（表紙装丁は鈴木 新氏）

特別企画 我が国の核燃料サイクル

12 核燃料サイクルについての
正しい理解を 田中 知

巻頭言

1 転換期における科学の役割
大西 隆

会長所信

前付 東京電力福島第一発電所事故
から 1年が経過して 田中 知

時論

2 わが国におけるエネルギー政策
について
あらゆるデータや知見を国民に提示した上

で，最適解をめざした議論を望む。 内田 厚

4 原発事故後の科学技術と社会と
の関係
科学は「確率」を示すことはできても，社会的

な「判断」を下すことはできない。 藤垣裕子

13 日本の核燃料サイクル
―その意味と歴史的重み
高速増殖炉サイクルは新たな燃料調達を不要

とし，「技術力を資源とする恒久的巨大電力生
産システム」であり，化石燃料枯渇時代の救世
主となりうる。 河田東海夫

21 今後の核燃料サイクルについて
―コスト等から見た核燃料サイクル
0．4円�kWh程度の負担でMOXリサイクル

方式を続けることにより，天然ウラン価格の高
騰の時代に速やかに高速増殖炉に移行できるよ
うな技術や制度の基盤を固めておくべきだ。

山名 元

解説

28 津波対策評価ガイドラインの
策定―福島第一原子力発電所の事故
後の対策を受けて
保全学会の「津波対策評価ガイドライン検討

会」は，国内の原子力発電所が津波に対してど
の程度の対応力を備えているかを評価するため
のガイドラインを策定し，安全性を評価した。

橋爪秀利

33 福島第一原子力発電所の事故に
係る放射線影響分科会の活動
報告（Ⅱ）―緊急事態宣言下初期に
おける放射線情報の把握と活用
放射線影響分科会は福島事故後，放射性物質

の放出率や拡散状況の評価，環境中の放射性物
質及び放射線情報の収集，分析，評価，緊急時
下の放射線測定の課題や住民および防災関係者
の被ばく管理に関する提言などの活動を行って
きた。
「原子力安全」調査専門委員会 放射線影響分科会

43 福島第一原子力発電所事故後の
天然ガス及び化石燃料の利用
動向―第 1回 化石燃料の利用動向
化石燃料は火力発電以外にも多くの利用先が

あり，これらの動向は発電用燃料としての見通
しに大きく影響する。その将来動向について解
説する。 塙 雅一，小野崎正樹
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●原子力規制庁が 4月発足へ
●電事連，安全性向上で新組織
●原子力委，サイクルを選択肢ごとに評価
●10～20ミリ Sv地域から除染着手
●IAEA，「ストレステストは妥当」
●事故調， 7月下旬に最終報告
●保安院，ERSSを自動監視体制に
●福島第二 1号機で高経年化評価
●東芝と IHI，可搬型の汚染水処理装置
●三菱重工，がん病巣を把握する追尾治療
●ヨルダンとの協力協定が発効
●カザフスタン原子力学会と協定を締結
●海外ニュース

32 From Editors
58 新刊紹介 「災害論―安全工学への疑問」 木村逸郎
60 「春の年会」「秋の大会」参加料改定のお知らせ
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登録のご案内
62 会報 原子力関係会議案内，共催行事，人事公募，

英文誌無料閲覧開始のお知らせ，英文論文誌（Vol.49,
No．4）目次，主要会務，編集後記，編集関係者一覧

解説

37 ヨーロッパにおける食品摂取
経路を通じてのチェルノブイリ
事故の影響―全身計測による放射性
セシウムの人体負荷量とそれによる
内部被ばく
放射性物質による環境汚染に関して，私たち

は大気圏内での核兵器実験とチェルノブイリ原
子力発電所事故という 2度の経験をもってい
る。 稲葉次郎

48 今，教育現場に必要なもの
私たちは放射線への理解を深めるために，壁

新聞や教材開発を通して，啓蒙活動を実施して
きた。その実践のようすを紹介する。塚平恒雄

ジャーナリストの視点

59 「国際化」は死語になるか？ 潮 昭太

日米欧学生交流

63 マインツ大学滞在記 能任琢真

談話室

53 日米欧原子力学生国際交流事業による
米国留学生受け入れ：平成23年度の
報告と今後の展望 宇根闢博信

学会誌ホームページはこちら
http : //www.aesj.or.jp/atomos/
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55 理想と現実の調和
野村茂雄

56 我が国の実情に即した今後の電源の
選択を 岡田英俊

57 原子力に思うこと 溝口 直

ドイツにおける食品からの Cs�137摂取量
（ 1日一人あたりの摂取量 Bq）

福島第一原子力
発電所 2号機
原子炉建屋 5階
（ 2月，東京電力 HP）



会長所信

東京電力福島第一原子力発電所事故から１年が経過しました。依然として多くの方が避難生活を余儀なくさ

れているなど多大なご迷惑をおかけしていることに対して改めてお見舞いを申し上げます。昨年12月に，事故

収束に向けた道筋において完全な冷温停止を目標としたステップ２の達成が報告され，いよいよ中長期的な廃

止措置および環境回復に向けた活動が本格的に始動したところであります。

さて，事故直後から，日本原子力学会（以下，学会）は様々な活動を行って参りました。事故直後に「原子力

安全」調査専門委員会を立ち上げ，それまで個々に行われていた情報収集やフィールドワークなどの活動を集

約し，学会として整理・検討した情報を発信し提言活動等を行って参りました。専門委員会では，さらに分科

会として，事故分析および原子力安全の課題抽出を行う技術分析分科会，放射線影響・環境影響について分析

を行う放射線影響分科会，放射性物質による汚染除去および環境修復に関する課題抽出を行うクリーンアップ

分科会を組織し，多角的な視点から検討を行っております。さらに，複数回のシンポジウムや学会の大会など

において，事故原因・遠因の分析，除染の状況や必要な課題の整理，そして様々な提言を行って参りました。

また，福島県と共催で安全安心フォーラムを開催し，放射線影響や除染について地元の方々と対話を行い，多

くの有意義な御要望を頂きました。

学会から提言させていただいた項目は，事故分析による原子力安全向上における課題，事故収束および環境

修復に関する課題，原子力防災および被ばく管理に関する課題であります。このうち，事故分析による原子力

安全上の工学的な課題については，短期的には対応が進められており，中期的にみても関連する安全審査指針

等の検討が行われております。安全審査指針等の整備に関しては原子力安全の根幹ともいえる重要な項目であ

り，学会としても学会標準作成活動を通して検討を継続し，重ねて提言して参ります。一方，環境修復に関す

る課題については，短期的な対応はなされているものの，中長期を見据えた目標設定や推進体制に改善の余地

があると考えております。今後，廃炉措置に向けた作業を進めるにあたり，新たに判明した原子炉内の状況を

踏まえて，検討作業に反映されなければなりません。学会としても，提言内容を適宜見直しながら，関連機関

の活動をフォローして参ります。

学会は学術的または技術的専門家集団として，先述したような活動の実行にあたって必要となる研究開発の

重要性について強く訴えるところであります。今回の事故に起因する放射性物質の管理および除染，中長期的

には取り出した燃料や除染により発生する放射性廃棄物の管理や原子炉の廃止措置など，技術的に乗り越えな

ければならない課題が数多く存在します。これらの課題を解決しながら環境回復への道筋をつけることは，今

後も原子力エネルギーを平和的に利用する上で必要不可欠なことであります。

環境に大量の放射性物質を放出するという未曽有の事故から１年が経過しますが，地域の除染，復興，廃炉

措置の速度は決して早いとは申せません，今後加速する必要があります。学会は，今後とも，関係者との情報

交換や住民との対話等を通じて，専門家集団であるべき学会がなすべきことを十分に認識，自覚しつつ，事故

収束・環境修復のための諸活動を積極的に展開すると同時に，原子力に関する情報として，技術的な課題と解

決への道筋を随時公開，提言したいと考えています。同時に，原子力エネルギーについての正しい情報を発信

し続ける必要があります。リスク社会における原子力の在り方を正確に判断する情報提示が重要と考えます。

これらにより原子力エネルギーの特性を踏まえたエネルギーミックスの議論に貢献していきたいと考えており

ます。

事故により，科学者，専門家は信頼を失ったという意見があります。１年経過した今，学会は本当の信頼を

得て，社会に貢献するべく，より重要な段階に入ったと考えます。

（2012年２月23日記）

東京電力福島第一発電所事故から 1年が経過して
日本原子力学会 会長 田中 知



１～２年前の話をしても，随分昔のことのように思える。誰かが，「災後」という表現を使っていた。昨年３

月の東日本大震災を境に，それ以前を災前，以後を災後と呼んだのである。災後から見ると，災前は，実時間

的にはわずかな過去であっても，意識の上ではひどく昔になってしまった。もちろんこの表現は，我々の親の

世代が戦前・戦後と表現したことに似せたものである。戦後生まれの私は，戦前というと随分昔のように思っ

たものだが，社会への関心がでた小学校上級の頃を起点にしても，20年も遡れば，まだ日米開戦前だったので

ある。しかし，終戦を境に，日本の統治機構，憲法，教育が変わるとともに，戦争体制下の統制経済から，資

本主義経済が急速に発展していったこともあって，日常生活もすっかり変わってしまった。このため，太平洋

戦争が時代を画する出来事であったことは多くの人にとって疑いなく，当然のことのように，戦前，戦後とい

う表現が常用されてきた。実は，被災地を除けば，災後の生活がそう大きく変わったわけではない。徴兵制や

種々の統制下にあった戦時体制から，平和な日常性の下で戦後復興が進んでいった変化に比べれば，生活の変

化という点で，災前・災後を実感できるのは被災者等，日本国民全体からすれば一部の人々に限られるかもし

れない。しかし，少なくとも以下の二つの意味で，東日本大震災は時代を画する出来事になるように思う。そ

の一つは，上昇・増加から下降・減少への変化が改めて刻印されたことである。戦後復興から高度成長，さら

にその余韻に浸ってきた時代が終了し，人口減少が本格化して“誰もいなくなる日本”に向かって進んでいくが

ゆえに，如何に出生と死亡のバランスがとれた社会を形成していくかが問われている。もちろん，これからの

時代には，GDPのような国全体の指標で規模を競うのではなく，一人当たりGDPや心の豊かさを指向するこ

とによって量から質，外形から内面への転換を図ることが求められよう。換言すれば，戦後60年以上を経ても

なお日本人に残る集団主義，没個性的な体質を払拭して，個人の特性や生き方を重視した価値観へ転換してい

くことがいよいよ問われているともいえよう。もう一つは，この災害を，文明災と表現し，科学技術の発展と

結びついた創造型の文明，つまり，新しい製品を大量に製造したり，人工物の限界を超えることに目標設定さ

れた文明が，必ずしも心の豊かさや，安心につながらず，人を幸福にするとは限らないことへの認識を新たに

する契機となったという意味での転換点である。特に，電力の大量供給という物質文明に大きく寄与してきた

原子力発電所が，事故によって人間社会に恐怖と不安を与える元凶と化したことは，文明災という視点のリア

リティを浮き彫りにしたといえよう。物質文明が万能ではないことを認識して，精神的な豊かさや安定をより

重視しようという議論が強まっていくこともこの転換を特徴づけるといえよう。筆者のように物質と精神が密

接な関係を有すると考える者は，この転換期には，物質文明と精神世界がともに変わり新たな調和を見出すこ

とが必要と考えざるを得ない。そこで日本の科学者は何をなすべきか？多くの科学者にとっての研究環境はそ

う大きな変化に曝されていないのだから，これまでの研究を継続することは悪いことではない。しかし，同時

に，災後や文明災が予見する大きな変化の中で，科学に何が求められているのかに静かに耳を傾け，日本が先

駆け的に体験することになったこの転換期における科学の役割をじっくり考えてみることも小さなことではな

い。

（2012年２月５日 記）

巻
頭
言

転換期における科学の役割

日本学術会議会長・東京大学教授

大西 隆（おおにし・たかし）
東京大学大学院博士課程修了。1995年から東
京大学教授。2011年より日本学術会議会長を
兼ねる。専門分野は国土計画，地域開発，都
市開発。
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はじめに
東北地方太平洋沖地震では強い揺れと津波の影響によ

り，発電設備や送配電設備にも甚大な被害が生じること

となった。とりわけ，福島第一原子力発電所における被

災は放射性物質の放出という事態になったが，政府なら

びに関係府省庁，自治体，メーカー，建設業の皆さま方

などのご支援とご協力を頂き，目標であった年内の冷温

停止状態を行うことができた。引き続き，放射線管理を

はじめとする作業安全や健康管理について十分に点検を

行い作業を進めていきたい。

当面する電力需給問題への対応
今回の震災では火力発電所が崩壊的な被災を受けたこ

ともあり，東北地方では最大で約460万戸が，関東地方

では最大で約405万戸が停電することとなった。

震災発生直後はもとよりその後の電力供給力の不足に

伴い，やむを得ず計画的な停電をお願いすることとなっ

た。また，昨夏の電力需給状況は非常に厳しく，電気事

業法に基づく電力使用制限令が東北および東京電力管内

において発動されるなど，全国的に電力供給力不足に陥

ることとなったが，国民の皆さま，産業界の皆さまなど

さまざまな分野で多大な節電のご協力をいただいたこと

により，大規模停電は回避することができた。しかしな

がら，今冬から夏にかけての電力需給の逼迫状態は解消

されておらず，その要因は定期検査終了後の原子力発電

所が再稼動できないことにある。

福島第一原子力発電所の事故を受けて，全国の原子力

発電所では津波による全電源喪失等の緊急安全対策を

行ったが，ストレステストの実施や再稼動の条件と判断

が示されていないこともあり，電力の安定供給に資する

電源の確保はできていない。

仮に定期検査終了後の原子力発電所が再稼動できない

のであれば，「電源の不足分はどのようにするのか」「節

電でどこまで対応可能なのか電力使用制限令を発動する

のか」「産業や雇用さらには日本経済への影響はどうなの

か」という現実的な検討を行ったうえで，当面する電力

需給問題の判断を行うべきである。

エネルギー政策を議論する上での基本
何事にも安全は優先されなければならない。これは原

子力発電所に限ってのことだけでなく，作業安全や交通

安全などを含め全てに共通するキーワードである。安全

の確保を前提にして，電力をいかに供給するかというこ

とになるが，これもまた不変かつ共通の認識を持つこと

ができると思うが，「エネルギー安全保障・安定供給」「経

済成長」「地球環境保全」という，いわゆる３Eの視点で

ある。

エネルギー安全保障・安定供給
わが国は２度のオイルショックを経験し，過度な化石

資源への依存体質の改善や資源のベストミックスと高効

率化に取り組んできたが，その政策の一つに原子力発電

所の推進や核燃料サイクルがあった。化石資源の産出国

には政情不安を抱える国や社会主義国家もあり，安定的

に資源を確保できるのかどうかという課題を常に抱えな

ければならない。化石資源の調達コストの問題と合わ

せ，戦略的な対応が必要であることを認識しておかなけ

ればならない。

経済成長
次に考えなければならないことが経済的視点でコスト

になる。政府内では原子力発電を含めた各電源のコスト

の検証がなされ報告された。賠償費用をコストに織り込

むのであればその事故の確率を算出する必要があるし，

発電単価比較を行うのであれば数十年とも言われる設備

の稼働率を算定しなければならない。

そこで出た数値に何の意味があるのかということを言

うつもりはないし，その作業自体を否定するつもりもな

い。ただ現実的な話として，今，定期検査終了後の原子

力発電所が再稼動できない状況にあり，仮に全部の原子

力発電所が停止し，その代替電源を火力発電所で賄った

場合の燃料費は全国で年間３兆数千億とも言われ，これ

は電気料金の２割に相当する。新聞記事やテレビでよく

原子力発電所を全部停止した場合のコスト上昇は２割程

度であり，家庭用電気料金が１～２千円�月上昇すると

内田 厚（うちだ・あつし）
全国電力関連産業労働組合総連合
事務局長
中部電力労働組合本部，執行委員，書記長，
副委員長を歴任。2007年より現職
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いう記事を見る。間違った報道ではないと思う。ただ，

この種の報道では産業用の電気料金値上げの話しはほと

んどない。わが国のものづくり産業の生産コストが上昇

し，それを価格転嫁した場合の経済の影響はどうなの

か，グローバル市場で競争できるのか，空洞化問題や雇

用の影響はないのかなどの議論が行われないことに憤り

を感じる。それよりも，この議論は前述したが安定的に

化石資源が輸入できることを前提としている。安価に火

力発電所が建設できたとしても，その燃料である化石資

源が輸入できなければ宝の持ち腐れとなる。これが資源

を持たないわが国の宿命であることを認識する必要があ

る。

地球環境保全
次に，環境に対する視点であるが，折りしもCOP 17

が閉幕した。京都議定書の単純延長をしなかったから評

価に値するというムードが漂っているように見える。し

かし，少なくとも3．11までは温暖化対策一色の感があっ

た。私たちはこの温暖化問題に関しては，対策に莫大な

コストがかかり経済や雇用への影響も図り知れないこと

からも，わが国の技術力を国際的に活用し温室効果ガス

削減に貢献すべきと主張してきた。しかし，国内では再

生可能エネルギーの買取制度や環境税・排出権取引など

の経済的手法のみが議論されていた。そして，3．11の東

日本大震災で福島第一原子力発電所事故が起き，全国の

原子力発電所が次々と停止し，その代替電源を火力発電

所で賄ったことから，温室効果ガスは削減どころか大幅

に増えている状況になっている。わが国の温室効果ガス

排出量はCO２換算で年間12～13億トンであるが，全ての

原子力発電所が停止し，その代替電源を火力発電所で

賄った場合，年間CO２排出量は15～16％増加することと

なり，排出権でカバーすれば年間数千億円もの費用が必

要となる。ここにきてようやく，わが国の技術力を生か

した国際的な温暖化対策の実施という言葉が聞かれるよ

うになったが，その発端となったのが福島第一原子力発

電所の事故であったとはいかにも皮肉なことでないか。

再生可能エネルギー
温暖化対策や原子力に代わるエネルギーの課題には必

ず再生可能エネルギーが議論になる。そのコストとか電

力系統に接続した場合の課題などの論点はあるが，再生

可能エネルギーの課題を列記しすぎると導入に否定的と

いわれることが多々あるので，ここでは「再生可能エネ

ルギーの導入拡大は必要であるが，現時点ではベース電

源の役割を担うことは期待できない。」ということだけ

申し上げたい。

山手線内側の面積は65 km２といわれているが，ここに

太陽光パネルを敷き詰めると最大出力はおおよそ100万

kWとなる。しかし，この100万 kWというのは真夏の

昼間の出力と解釈していただきたいが，24時間・365日

の平均出力は12万 kW程度となり，これは大規模な水

力発電所の１基分程度である。家庭用で使用する程度の

電力を太陽光発電で供給することは可能かも知れない

が，工場やオフィスビルに供給することができるかどう

かお分かりになると思う。

ドイツのエネルギー事情
よくドイツは再生可能エネルギーの先進国である。ド

イツにできたことが日本にどうしてできないのかと言わ

れる方がみえる。確かにドイツは風力発電や太陽光発電

を積極的に導入しているが，その実態の全てを明らかに

しないで日本国内の議論が行われているのでないか。ド

イツの発電電力量の約６割は火力発電であり，その大部

分が石炭火力である。また，原子力発電も２割超あり，

電気料金もここ数年間に４割ほど上昇している。電力系

統が各国で繋がっている欧州と島国である日本の事情な

ど技術的な条件も異なる。

電気事業体制について
電気事業体制，とりわけ，発送配電分離議論が行われ

ている。いついかなる時も，電力の安全・安定供給を支

えるのは，24時間365日，現場第一線で懸命に働く「人」

である。今般の大地震や大型台風など大規模自然災害時

において発揮されてきた電力労働者の高い現場力とこれ

を支える強い使命感と誇りは，現行の発送配電一貫体制

のもとで長年築き上げられてきた世界に誇れるべきわが

国の財産であることを忘れてはならない。

おわりに
今，国レベルでわが国のエネルギー政策の議論が行わ

れている。野田総理は原子力の課題を二項対立で議論す

るべきでないと所信表明で述べた。そのとおりだと思

う。あらゆるデータや知見を正しく国民に提示しながら

議論を進めていくべきだと思う。エネルギー政策は国家

の存亡に関わる極めて重要なテーマである。かかわる全

ての団体や関係者が正しく国民に伝え，正しく議論する

ことが社会的な責務であり，都合のいいことだけを言っ

たり，都合の悪いことは伏せるということがあってはな

らない。今も我々の組合員や仲間が福島第一原子力発電

所での作業や電力の安定供給を行うため必死になって頑

張っている。電力の安全・安定供給を通じ社会に貢献す

べく引き続き労働組合としての役割を果たしていきた

い。

（2012年１月５日 記）
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本稿の目的は，2011年３月11日以降におきた地震，津

波，原子力発電所事故を科学技術社会論の側面から分析

し，事故後の科学技術と社会との関係について考えるこ

とである。

まず，今回の日本での出来事を外国の同業者（科学技術

社会論の専門家）に説明する過程で，日本語の「想定」と

いう言葉が多義性を含んでいることが明らかになった。

たとえば，原子力安全基盤機構は，2010年10月に電源喪

失という事態を想定した（predicted）シミュレーション

を行い公開していた。それにもかかわらず，現実の電源喪

失は想定されておらず（unexpected），対応が現場で訓

練されていなかった。さらに，釜石市では津波の高さが

想定（assumption）以上であったため，避難訓練どおり

に避難した人が50人以上も亡くなった。これで少なくと

も３つの意味が同じ想定という言葉で用いられているこ

とが示唆される。問題は，科学的合理性（自然科学による

確率予測）としては predicted であったのに，社会的合

理性（実際に社会的対策が行われるための設計基準）とし

ては unexpected として扱われていたという点である。

設計基準をどう設定するかについては，日本原子力学

会誌でも，「根本的な問題は，設計外力を含めた設計条

件をどの大きさ（あるいは範囲）に設定するかであり，そ

こには行政や施主の判断も入ってくる。」「……最終的な

設計条件が決められることになる。その線引きを誰がや

るかについては，残念ながら明確な答えはでてこない。」

（Vol．54，No．1，p 2，2012）といった記述が見られる。この

設計基準の線引きについて，「リスク社会論」を著したウ

ルリヒ・ベックは「ある負担がまだ耐えられる状態なのか

否かの境界線をどこにどのように引くべきなのか」とい

うリスクの許容限度の話しをしている。そして，自然科

学が我々に提供できること（科学的合理性）は，ある事象

が生起する確率だけであること，その事象がひきおこす

リスクの許容限度（社会的合理性）については，社会の側

が判断をしなくてはならないことを述べている。後者の

境界線の設定には，前者の確率をもとに「判断」が入り込

む。人の健康や環境保護などの何らかの守るべきものへ

の価値判断があってこそ，後者の社会的合理性が決まる。

これまで日本では，主に原発のリスク許容限度を決め

てきたのは，原子力委員会，原子力安全委員会，保安院，

といった行政および専門家の集団であった。社会機構と

いっても，「行政と専門家」に閉じられた空間で決められ

てきた。しかし，今回の事故を機に，ほんとうにそのよ

うな閉じられた空間でのみ決定してよいのか，というこ

とを議論していく必要があるだろう。リスク許容度を誰

がどうやって決めるのか，具体的な国際比較研究をみて

みよう。2005年８月にハリケーン・カトリーナが米国南

部のニューオーリンズを襲ったとき，死者1，695人，行

方不明者135人がでた。このとき，あるオランダの研究

者は，「なぜオランダでは水を締め出すことに成功して

いるのに，なぜニューオーリンズではこんなに多くの死

者と行方不明者がでたのか」と疑問に思い，両者の比較

研究を始めた。まず，米国の海岸工学は，オランダの海

岸工学と比べて遅れていたのだろうかという疑問をもと

に調査を行った。その結果，米国の海岸工学のレベルが

低かったという証拠は見つからず，これは工学のレベル

の問題ではなく，何か別のことが進行していることが示

唆された。さらなる分析の結果，両国の間で，海岸工学

のスタイルが異なり，リスク概念も異なること，および

異なるリスク概念が異なるマネジメント手法を生み，単

なる技術以上の差を生み出していることが示唆された。

より詳しくみていこう。米国では，海岸工学において

は「洪水災害の軽減」が目標として掲げられていたのに対

し，オランダでは，「水の浸入を締め出しつづけること」

が目標であった。また，リスク許容限度については，米

国では100分の１の確率で大災害が起こることを想定

し，100年に一度の大災害以外は，土地を守れるように

行動した。これに対し，オランダでは，10，000分の１の

確率の大災害を仮定し，「10，000回に１回しか，災害は

起こってはならない」とした。さらに，リスク産出の主

体にも違いが見られた。米国は海岸工学の専門家が上記

のリスク許容限度を決めていたのに対し，オランダで

は，デルタプラン法という法律によってリスク許容限度

を決めていた。堤防の高さも，議会のなかで法的に定め

られた。他の方法でリスクを定めることは違法とされ

た。米国では，リスクの算定は技術的ルールによって決

まり，法律とは関係ないのである。

ここに見られる違いは，米国では，リスク許容限度を，

工学というアカデミックな専門職内部のルールで決めて

きたのに対し，オランダでは，専門家に閉じられた形で

はなく，議会に開いて議論してきたということである。

低地国として何度も水害に襲われた経験から，専門家だ

けに任せない仕組みを作ったのである。日本におけるリ

藤垣 裕子（ふじがき・ゆうこ）
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スク許容限度は，上にも述べたように，多くは専門家に

閉じられた形で決められている。この形式がほんとうに

よいのか，あるいは，将来何万分の１の確率で起きる地

震まで想定して，原発の安全を考えるのか，専門家が閉

じた形で決めるのではなく，国会で議論したり，市民が

加わって議論する道や手段を考えたりすることが必要と

なるだろう。

続いて問題にしたいのは，事故後の科学コミュニケー

ションの問題である。情報流通における課題である。た

とえば，テレビによる保安院・東京電力による記者会見

の情報とウェブ上のツィッターや掲示板による情報との

乖離，専門家間の意見の相違（物理学者，原子力工学者，

放射線医学者間の違い），同じ専門分野の専門家による

意見の相違などである。この違いをどう扱うか。2011年

11月３日，米国クリーブランドで国際科学技術社会論学

会と米国科学史学会と技術史学会の合同のプレナリーが

「フクシマ」をテーマに行われた際，３学会をそれぞれ代

表する原子力技術史あるいは原子力社会論の研究者たち

が発表を行ったが，そのなかの一人が，作業服を着た菅

首相（当時）と枝野さんのスライドを映し，「日本政府は

Dis�organized Knowledge を出しつづけた」と説明する

と，800人の聴衆から失笑が漏れた。それではOrganized

な知識とは何か。日本学術会議は「専門家として統一見解

を出すように」という声明を出したが，これは unique，あ

るいは unified と訳される。Organized であることは，た

だ１つに定まる知識（unique）とは異なる。異なる見解

を統一（unified）することとも異なる。日本政府および

日本の専門家は，時々刻々と状況が変化する原子力発電

所事故の安全性に関する事実を１つに定めること，統一

することに重きをおき，Organized な知識（幅があっても

偏りのない，安全側にのみ偏っているのではない知識）を

発信することができなかった。しかし，これは日本政府と

専門家と市民の科学コミュニケーションの問題である。

政府は，無用なパニックを避けるために「ただちに問

題はない」と言い続けた。しかし，無用なパニックを起

こすほど日本人の知性は低いのだろうか。政府・専門家

は国民のリテラシーを低くみているからこそ，安全側に

偏った情報を流したのではないか。そして逆説的なこと

に，安全側に偏った情報しか流さない政府を市民が信用

しなくなるという現象がおきた。また，福島県の高校に

勤める理科の教諭は，「政府は混乱させたくないという

が，事故が起こったこと自体がもう混乱である。また，１

つの答えを出したいというが，いろいろな情報が出るの

が当然であり，そんなことはわかっている。統一した１

つの情報を出したいと専門家はいうが，統一された１つ

の情報が欲しいわけではない。全部出してほしい。その

上で意思決定は自分でやる。」と述べた。ここで観察され

るのは，専門家や政府が行動指針となるような「統一さ

れた１つの情報」を出すことが責任と考えているのに対

し，市民の側が「混乱してもいいからたくさんの情報」「幅

があってもいいから偏りのない情報」が必要で，意思決

定は自分でやる，次の行動は自分で決める，と述べてい

ることである。そして市民にとって何が不安かについて

は，専門家や政府が「きちんとした情報がないのが不安」

と考えているのに対し，市民の側は「情報が偏っているの

が不安」と答えた。さらに専門家や政府が「混乱させるの

が不安」と答えたのに対し，市民の側は「専門家が信用で

きないのが不安」と答えた。これらは専門家や政府の考え

る必要な情報，与えるべき情報と，市民の側の望む情報

とのギャップといえよう。もちろんここで，「１つに決め

てくれないと行動できない」と言った市民もいたことを

付け加えておこう。これら情報発信に関する問題は，科学

者の責任に関して新たな課題を提示する。心配させない

ように情報を出すのが科学者の責任か。それともすべて

オープンにした上で市民に選択してもらうのが責任か。

今回の事故は，民主主義国家で起こった未曾有のレベ

ルの原子力発電所事故である。チェルノブイリは社会主

義国家下で起こった事故であることを考慮すれば，今回

の事故後の情報流通が民主主義国家として胸を張れるも

のであったのかどうか，反省が必要だろう。日本は民主

主義国家として事故後の対策において模範となれるのだ

ろうか。世界は，日本が民主主義国家としてどうやって

今回の事故を社会の議論として収束させるかに注目して

いる。おそらく，小手先の安全論議ではなく，「決め方」の

プロセスも含めて世界に発信できるものが必要だろう。

今回の事故で行政や科学者への不信が高まったことは

事実であるが，これが日本の科学技術と社会が本来の信

頼関係を結ぶきっかけとなることを期待したい。たとえ

ば，行政や科学者は，ただ１つに定まる知識（unique）

にこだわるあまり，Organized な知識を発信できなかっ

た情報発信のありかたを見直すことが必要だろう。市民

の側の動きも，福島県郡山市や千葉県柏市の市民の側に

でてきた「自ら測る」動きは，日本のパターナリズム（お

上に任せておけば大丈夫）という考えを超えて，自律の

兆しと考えることができる。市民の側が「混乱してもい

いからたくさんの情報」「幅があってもいいから偏りのな

い情報」が必要で，意思決定は自分でやる，次の行動は

自分で決める，となれば，行政や科学者の側も安心して

Organized な知識を流せるようになるだろう。本来，複

数のメディアがあり，そこで紹介される意見に違いがあ

るのは当然であり，また専門家の意見は割れて当然であ

る。その中から信頼できる情報を選び，複数の異なる意

見を言う専門家の意見を聴いて最後は国民が決める，と

いう程度に成熟した社会になることが必要である。（そ

れが民主主義社会の定義であったはずだ。）このように，

今回の経験をもとに日本が変わっていけること，日本の

科学技術と社会の関係が成熟していくことを望む。

（2012年２月13日 記）
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規制改革法案を閣議決定，原子力規制庁 4月発足へ
政府は１月３１日，原子力安全規制改革に向けた一連の

関連法案を閣議決定した。会期中の通常国会で成立さ
せ，一部を除き４月からの施行を目指す。原子力安全・
保安院の原子力安全規制部門を経済産業省から分離し各
省の規制関係業務を一元化，環境省の外局として「原子
力規制庁」を新設することなどがポイント。当初，新組
織の名称は，「原子力安全庁」となっていたが，民主党プ
ロジェクトチームの申し入れを踏まえ，最終法案では「原
子力規制庁」とした。
法案の閣議決定を受け同日，記者会見を行った細野豪

志・環境相兼原発担当相は，事故の教訓を踏まえ，規制
制度・防災体制と，これを運用する行政組織の抜本改革を
図るという今回の法整備の意図を説明。規制組織の新設
に関しては�１利用サイドからの分離，�２緊急時対応以外
の判断を環境相から原子力規制庁長官に委任，�３「原子
力安全調査委員会」による第三者的見地からの監視
による「三重の独立性」を固めることとした。また規制制
度全体の強化に向けてシビアアクシデント対策の義務付
け，最新の知見を既存施設にも反映する「バックフィッ

ト制度」導入，「４０年運転制限制」導入の法制化を改めて
強調した。
発電炉の運転期間については，原子炉等規制法に明文

化。１回に限る延長期間は同改正法案において「２０年を
超えない期間で政令で定める期間」と記述されている。
これについて細野大臣は，「すでに４０年を超えている原
子炉については，再稼働はありえないと思う」と述べ，
新たな規制体系における運転期間制限の厳格性を強調し
た。
また「原子力規制庁」には，民間を始めとする幅広い人

材を積極的に登用することとし，初代長官については「官
僚からの起用はない」と明言。原子力分野に関する専門
性，事故再発防止の技量を備えた人材を検討中であるこ
とを述べた。
藤村修官房長官は２月１日午前の記者会見で，「４０年

を超えているからすぐに稼働（停止）の話が決定されたも
のではない。ひとつひとつ具体的に決めていくことだ」
と述べた。

電事連，安全性向上で新組織を年内に設立
電事連の八木誠会長は１月２０日に開いた総合政策委員

会（社長会）で，シビアアクシデント対策を含む原子力発
電所の安全確保対策を強化するため，新たな組織を年内
に設立することを決めた。２月に原子力安全新組織設立
準備室を設置して検討を開始。新組織は国内産業界を横
断するネットワークを確保するとともに，諸外国の関係
機関とも密接に連携。国内外の情報等の収集や安全性向
上対策の検討を一元的に実施し，事業者に対して提言，

指導，勧告まで行うことを想定している。
新組織のあり方について同会長は，「事業者の意向に

影響されることなく判断できる独立性を持たせると同時
に，高度な技術力を有する人材を確保することなどによ
り，各事業者が最高水準の知見を踏まえた対策を迅速に
取り入れる実効性を確保する」と説明。こうした仕組み
を形骸化させないためには，「経営トップによる強い決
意と覚悟が重要だ」と述べた。

原子力委サイクルの技術検討，選択肢ごとに評価軸整理
原子力委員会の原子力発電・核燃料サイクル技術等検

討小委員会は１月２４日，議論の第１ステップとして，核
燃料サイクルの技術選択肢ごとに評価軸を整理した。
「技術の特性」では①LWR�MOXリサイクル，②LWR
�MOX限定リサイクル，③LWR�FR（アクチノイド燃
焼），④FBR，⑤LWRワンススルーの５つの選択肢が
示された。この５つについての整理案として，安全の確
保，ライフサイクルでの被ばくリストなど「安全性」，発

電コストによる「経済性」，資源の量や利用効率など「資
源有効利用」，テロ対策など「核不拡散・セキュリティ」，
高レベル放射性廃棄物の潜在的有害度や発生量など「廃
棄物」といった評価軸を提示。それぞれの有利な点と不
利な点を明確にしていく。
次回で第１ステップをまとめ，第２ステップである「シ

ナリオの評価」へ進める準備として各委員より意見を求
める。

このコーナーは各機関および会員からの情報をもとに編集してい
ます。お近くの編集委員（目次欄掲載）または編集委員会 hensyu@
aesj.or.jp まで情報をお寄せ下さい。資料提供元の記載のない記事
は，編集委員会がまとめたものです。
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除染ロードマップ，10～20ミリ Sv地域から着手
環境省は１月２６日，除染特別地域における除染ロード

マップを公表した。ロードマップによれば，役場などの
公共施設や常磐自動車道のインフラの除染から始め，３
月末を目途に策定される特別地域内除染実施計画に沿っ
て本格的な除染作業を開始するとしている。本格除染
は，①除染を実施する土地等の関係者の把握，②住民へ
の説明会，③建物等への立入りの了解，④放射線のモニ
タリング・建物等の状況調査，⑤除染の同意，⑥除染作
業 の工程で進める。
積算線量が２０ミリSv�年以下の避難指示解除準備区域

については，２０１２年内に１０～２０ミリSv�年地域（学校等

は５ミリSv�年（１マイクロSv�時）以上），２０１３年３月
末までに５～１０ミリSv�年地域，２０１４年３月末までに１
～５ミリSv�年地域を除染する。
１０ミリSv�年以上の地域は当面，１０ミリSv�年未満を
めざす。また学校については，再開基準である１マイク
ロSv�時以下にするのが目標。積算線量が２０～５０ミリSv
�年の居住制限区域は２０１２～１３年にかけての除染と，当
該線量地域の段階的かつ迅速な縮小をめざすとしてい
る。積算線量が５０ミリSv�年を超える帰還困難区域は，
当面はモデル事業を実施するとしている。

IAEA調査団，「ストレステストは妥当」
IAEA によるストレステスト・レビューミッション

（団長＝ジェームス・E・ライオンズ原子力安全セキュ
リティ局原子力施設安全部長）は１月３１日，原子力安全・
保安院に７つの勧告と４つの助言を盛り込んだ予備的調
査報告を手渡した。
日本では現在，既設の原子力発電所について，自然災

害に対する安全裕度を評価することを目的に，ストレス
テストが進められている。このうち運転再開の判断に資
することとなる１次評価で，既に幾つかの事業者から，
評価結果が国に対し提出されている。
同ミッションは，それら評価手法の妥当性検証のため

に，１月２３日から来日していたもの。保安院から事業者
に示された安全評価に関する指示・審査プロセスについ
て説明を受けたほか，現時点で最も審査が進んだ段階に
ある関西電力大飯３，４号機を視察。IAEAの安全基準を
用い①規制審査・評価プロセス，②外部ハザード・安全
余裕の評価，③全交流電源喪失・最終ヒートシンクに対

する発電所の脆弱性，④シビアアクシデントマネージメ
ント の４分野からレビューを行い，課題を抽出し
た。
予備的調査報告にあげられた勧告では，安全評価の実

施・審査で期待されることの明確化，追加的措置を求め
る場合の適切な文書化のほか，立地地域近隣の利害関係
者との会合開催といった評価の透明性確保にも言及。今
後の２次評価や評価終了後の中長期的取組で，包括的な
シビアアクシデント対策などを求めている。良好事例と
しては，事故発生後の迅速な緊急安全対策，これらに対
する現場踏査の実施などを指摘。国内で進められている
ストレステストについての保安院の指示・審査プロセス
は「基本的に IAEAの安全基準と整合している」と結論付
けている。
今回の IAEAレビュー終了を受け，保安院では，「助

言について具体化を図っていきたい」として，国際的知
見を原子力安全確保に活かしていく考えを示した。

政府福島事故調， 7月下旬に最終報告
福島原子力発電所事故調査・検証委員会の畑村洋太郎

委員長（東京大学名誉教授）は１月２５日の記者会見で，同
委の最終報告取りまとめ時期を７月下旬とする方針を述
べた。また２月２４，２５日に，都内で国際会議を開催する
ことも合わせて発表した。
委員長記者会見は，同日の委員会会合を終えて行われ

たもの。会合では最終報告に向けた進め方や調査事項に
ついて議論し，事実関係の部分は事務局が原案をまと
め，評価・提言は委員，技術顧問で構成するワーキング
グループが執筆するとしている。今後は中間報告で既に

取りまとめた項目についての継続調査も行うが，災害拡
大防止対策の不備など，国や東京電力の対応に問題が生
じた背景要因や，原子力安全委員会による指針類，審査
のあり方に関する深く踏み込んだ調査を行う。また新規
事項として，福島第一・５，６号機，福島第二・１～４
号機の被害状況・現場対応の状況，入院患者や要介護者
の避難，国際法・国際基準関係をあげており，今後の調
査の状況等を踏まえ，追加・変更もありうるとしてい
る。
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保安院，ERSS不作動で自動監視体制に移行へ
原子力安全・保安院は１月１１日，緊急時対応支援シス

テム（ERSS）のプラント情報表示システムが昨年１２月３０
日から同３１日１４時３３分に復旧させるまで作動していな
かった原因について発表した。
原因はプラント情報表示システムのデータ処理ソフト

ウェアを長期間使用していたため，一時的なデータ保存
に必要なメモリー領域が不足し，同ソフトウェアが停止
したため。同ソフトウェアが停止した時刻が昨年１２月３０
日午前９時４８分であることから，プラント情報表示シス

テムが作動しなくなった時間も同時刻と判断した。
同システムは，各原子力発電所の格納容器内の圧力や

温度など，原子力施設のプラント情報をモニタに表示す
るもの。原子力安全基盤機構が運営し，ソフトウェアの
動作状況の確認などを行った結果，復旧した。
今後は ERSSの２４時間監視・通報の人的体制を１月

２０日までに整備し，自動監視・通報システムを３月末を
目途に整備することにしている。

福島第二 1号機，運開40年に向け高経年化評価
東京電力は１月１３日，福島第二原子力発電所１号機に

ついて，運転開始から４０年に向けた長期保守管理方針に
基づいた保安規定の変更認可申請を行った。同機は今年
４月に，１９８２年の営業運転開始から３０年を経過。このた
め法令により高経年化技術評価を行い，施設保全のため
に実施すべき１０年間の長期保守管理方針を策定すること
としていた。しかしながら震災を受け，冷温停止を維持
するための復旧作業が進められている現在のプラント状
況を踏まえることとし，冷温停止維持等に必要な設備を

対象に高経年化に着目した技術評価を行った。
評価では冷温停止の維持等に必要な大部分の設備につ

いて，現在行っている保全活動および日常保全を継続的
に実施することで健全に維持できると判断。一部の機器
には津波による浸水の影響があったことから，経年劣化
の進展傾向に影響が生じる可能性があるとして，現在
行っている保全活動に追加すべき保守管理の項目を長期
管理保守方針としてまとめている。

東芝と IHI，放射能汚染水対策で可搬型の処理装置
東芝と IHI は，可搬型の放射能汚染水処理システム

「SARRY―Aqua」を共同開発した。東芝は中央官庁や
地方自治体などと，本装置を使った活動について協議を
開始する。
同装置は，福島第一原子力発電所で稼働する汚染水処

理装置「サリー」を小型化したもの。低濃度の汚染水をポ
ンプで汲み上げ，吸着材が入った容器の中で汚染水から
放射性セシウムを除去する。汚染水１トンを１時間で処
理することができ，処理後の汚染水の放射性セシウム濃

度を現在厚生労働省で審議中の飲料水の新規制値である
１０ベクレル�kg 以下にできる。
ポンプやモーターなどの動的機器が少ないシンプルな

機器構成で故障が少なく，稼働が安定していることが特
徴。また放射性物質を取り除くための吸着材を格納する
容器内部には遮へい体を設置しており，安全性に配慮し
た構造となっている。同装置はトラックにも積載可能
で，様々な場所で処理ができる。

三菱重工，動くがん病巣を把握する追尾治療を開始
三菱重工業が先端医療センター（兵庫県神戸市）に納入

した放射線治療装置MHI vero ４DRT（線形加速器シス
テムMHI�TM２０００）がこのほど，肺がんに対する本格的
な追尾治療を開始した。
同装置は世界で初めて，X線体内撮影画像装置から得

られた情報により，呼吸などで揺れ動いてしまうがん病
巣の位置をリアルタイムに把握するもの。放射線照射
ヘッドを自在に動かして腫瘍全体をモニタリングしなが
ら世界最高レベルの精度で，がん病巣だけに集中して連
続照射することを可能にした。

追尾照射機能は，三菱重工業が保有する画像処理と放
射線を高精度に照射する技術を融合。これまでの立体的
な（３次元）位置情報に時間要素を加えた４次元治療を可
能とした。追尾治療を行う施設は，昨年９月に開始した
京都大学医学部附属病院に次ぎ２か所目。
同装置開発は，新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）の基盤技術研究促進事業により基盤技術を確立
し，京都大学，先端医療センターおよび京都医療科学大
学が協力している。
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（情報提供：日本原子力産業協会）

ヨルダンとの協力協定が発効
日本とヨルダン政府は１月８日にヨルダンのアンマン

で，原子力協力協定発効のための手続きがすべて完了し
たことを交換公文で確認した。また同協定は，２月７日
に発効した。
昨年１２月の臨時国会で，日本とロシア，韓国，ベトナ

ム，ヨルダンとの各原子力協力協定の承認がなされ，韓
国とベトナムとの原子力協定は１月２１日に発効してお
り，残るは日露協定だけとなった。

（上記の記事はすべて日本原子力産業協会提供）

カザフスタン原子力学会と相互協力協定を締結
日本原子力学会は２０１２年２月２０日，カザフスタン原子

力学会（Kazakhstan Nuclear Society）と相互協力協定
を締結した。
この協定は，両国間の学術的な交流および協力関係を

推進することを目的とし，積極的な人的交流や情報交換
を図ろうとするもので，協定書の署名は，田中会長，
Vladimir S. Shkolnik KNS会長により，カザフスタン共
和国のアスタナ市にて行われた。
なお，日本原子力学会は現在，フランス，カナダ，米

国，ハンガリー，チェコ，中国，韓国，オーストラリア，
英国，ベトナム，カザフスタンの１１学協会（締結順）と協
力協定を結んでいる。

海外情報

［フランス］

規制当局，国内原発再評価で安全を
確認

仏原子力安全規制当局（ASN）の A．ラコスト局長は１
月３日，福島事故を受けて国内の稼働中原子炉などで実
施した補完的安全評価（CSA）の報告書を F．フィヨン首
相に手渡した。「いずれの施設についても十分な安全レ
ベルに達しており，直ちに停止を求めることはない」と
する一方，安全性を実質的に向上させるための設備や対
策を，半年以内にそれぞれの施設について策定するよう
事業者に要求。事故時に現場に急行する対応部隊を２０１４
年までにすべての発電所に配備するよう求めた。電力需
要の７割を原子力で賄うフランスは今後，少なくとも２０
億ユーロを投資し，原子力施設における安全確保に万全
を期す考えだ。同国では４月に大統領選挙が予定されて
おり，サルコジ大統領の原子力積極推進政策に対するフ
ランス国民の福島事故後の認識が初めて明確になると見
られている。
CSAは福島事故後，EU理事会のほかフィヨン首相の

要請により実施されたもの。同事故の原因となった極限
的な状態に対する耐性分析を目的とするストレステスト

に相当する。フランス電力（EDF）が操業する商業用原子
炉５８基と建設中の EPR１基のほかに，燃料関連や研究
用を含め優先度の高い７９の原子力施設を対象に行われた。
その結果，ASNは地震や津波などの自然リスク防止

に関する安全要件を強化し，対策を講じることを事業者
に要求した。具体的には，極限的な状況下で基本的な安
全機能を保持するため，①施設と機器の危機管理，②情
報伝達と警報発令の方法，③技術的な環境モニタリング
機器，④従業員の線量測定機器，⑤原子炉ごとに配備す
る非常用電源と冷却水供給設備 について，事業者は
６月末までに対策の策定が求められる。
また EDFは原子力事故の発生後２４時間以内に現場に

突入する専門チーム「原子力即時対応部隊（FARN）」を今
年から順次，各発電所に設置していくことになる。

廃棄物管理機関が高レベル処分場
概念設計で契約

フランスで放射性廃棄物処分の実施主体となっている
放射性廃棄物管理機関（ANDRA）は１月４日，高レベル
廃棄物（HLW）などの地層処分場建設計画でガイヤ・グ
ループとプロジェクト管理契約を結んだ。同計画初とな
る民間企業との契約締結により，プロジェクトはいよい
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よ産業設計の段階に到達。２０１３年に公開討論会と主契約
者の選定入札を経て，１５年には処分場建設の許可を申請
する見通しとなった。
フランスでは９１年の放射性廃棄物管理研究法に基づく

１５年間の調査の結果，使用済み燃料の再処理に伴い発生
するHLWと長寿命中レベル廃棄物は，可逆性のある地
層処分を基本とすることを０６年に放射性廃棄物等管理計
画法により規定。フランス東部のムーズ�オート＝マル
ヌ両県の県境にある粘土層のビュールでは，すでに２０００
年から地下研究所の建設と並行して，地下５００mの位置
に１００年以上にわたって廃棄物を貯蔵するための研究が
実施されていた。
今回，ANDRAと契約したガイヤ・グループは，エン

ジニアリング会社のテクニップ社とインゲロップ社の合
弁事業体。地層処分場のエンジニアリング，操業，閉鎖
などすべての段階における操業原則を踏まえた概念設計
調査を行い，建設に要する期間や費用を見積もるととも
に，建設許可申請で必要となる技術的なデータを集積す
る予定だ。
ANDRAも廃棄物を発生させるフランス電力（EDF），

アレバ社，原子力・代替エネルギー庁（CEA）などと協
力して処分場に埋設する廃棄物の在庫量を特定。地元自
治体とは地上施設建設の可能性などについて協議を行
い，２５年に処分場の操業開始を目指す。

アレバ社がベントシステムを受注

アレバ社は１月２６日，カナダのSNCラバリン社から
ルーマニアのチェルナボーダ原子力発電所１，２号機（各
７０万 kW級 CANDU炉）用にフィルタ付き格納容器ベン
ト・システム（FCVS）を受注したと発表した。福島事故
後，原子力事業者が過酷事故や自然災害を起因とする事
故への対応で，追加で求められている安全要項を満たす
など原子力産業全体のアップグレード戦略の一環を成す
ものだ。
FCVSは格納容器内に過剰な圧力が蓄積されるのを防

ぐ装置で，事故時に水素を安全に放出するとともに核分
裂生成物を捕捉する。アレバ社によると，同社の FCVS
は静的システムを導入したコンパクトな設計。すでに確
証済みの技術として，軽水炉や重水炉など炉型を問わず
容易に組み込むことが可能であり，すでに米国を始めと
する世界の既存原子炉５０基以上で設置実績がある。

［フィンランド］

新設計画で東芝とアレバが入札

フィンランドで原子力発電所の建設を計画している
フェンノボイマ社は１月３１日，供給業者候補として選定

済みの仏アレバ社と東芝の双方から商業入札書を受領し
たと発表した。原子炉系統とタービン発電機器両設備の
エンジニアリングと調達および建設についてカバーする
内容で，今年から２０１３年にかけて，どちらを選択するか
判断を下すとしている。
電力コンソーシアムのフェンノボイマ社は昨年１０月に

建設サイトをフィンランド中西部，ボスニア湾に面した
ピュハヨキに正式決定。立地点が位置する半島名にちな
んで「ハンヒキビ原子力発電所１号機（HA１）」と命名さ
れた同炉の出力は最大１８０万 kWを予定しており，現段
階ではアレバ社製・１７０万 kWの欧州加圧水型炉（EPR）
と東芝製・１６０万 kWの ABWRが候補炉型となってい
る。
フェンノボイマ社はこれら２設計に関して，２０１０年末

に両社と技術開発（先行エンジニアリング）協定を締結。
両設計がフィンランドの安全要項およびフェンノボイマ
社の技術要項を満たしている点を確認しており，現在は
両社が提出した技術入札書の評価作業を行っているとこ
ろだ。アレバ社の提案では，EPRのタービン系統はア
ルストム社か独シーメンス社が供給することになるが，
ABWRが選択された場合は東芝が原子炉のみならず，
タービン系の供給についても自社で対応することになる。

［米 国］

DOE，小型炉開発で資金提供公募案
公表

米エネルギー省（DOE）は１月２０日，小型モジュール
式原子炉（SMR）の開発に関する資金提供公募（FOA）案
を発表した。２０２２年までに２設計の開発完了を目指し，
民間企業とのコスト分担により米国SMR初号機のエン
ジニアリング，設計認証および認可を支援していく方針
だ。今回の措置は FOAの最終案決定に先立ち，民間か
ら意見聴取するのが主な目的で，オバマ政権にとって
は，米国におけるSMR製造を通じて，低炭素な次世代
エネルギー技術の開発製造で米国がリーダーシップを握
り，国内原子力産業を復活させるという誓約を実証する
位置付けとなる。
SMR開発に関しては，DOEの S．チュー長官が温暖

化防止政策の一環として就任当初から関心を示してお
り，２０１２会計年度予算要求でSMR開発経費として新た
に９，７００万ドルを計上していた。巨額の初期投資がネッ
クとなり，フル・サイズの原子炉新設計画では頓挫する
ものも出るなか，約３分の１サイズの小型炉であれば工
場内で製造・組立てた後，サイトへの輸送が容易であ
り，建設コストと期間の軽減が図れるとDOEは強調。
送電グリッドの容量が小さい地域でも承認取得と同時
に，送電網に接続・発電が可能になるほか，需要に応じ
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て発電規模を調整できるなどの柔軟性があるとしてい
る。
同長官は「新たな雇用や輸出の機会を生み出せる技術

を米国が開発しなければ，他国にその地位を譲りわたす
ことになる」と言明。FOA案の提示がSMRの設計・製
造と輸出に向けた重要な一歩であると強調した。なお同
計画には，独自にSMRを開発中のウェスチングハウス
社などがDOE資金の適用申請に関心を表明している。

ブルーリボン委処分場と中間貯蔵
施設の立地で最終報告

米国の原子力発電所から排出される使用済み燃料や高
レベル放射性廃棄物（HLW）の管理処分対策を２年間に
わたって審議していた政府の有識者特別（ブルーリボン）
委員会（BRC）は１月２６日，最終報告書を取りまとめて
エネルギー省（DOE）の S．チュー長官に提出した。
昨年８月の中間報告と同様，集中中間貯蔵施設と深地

層処分場を早急に建設することや放射性廃棄物管理を専
門とする連邦政府企業の創設など８項目を勧告。米国に
とって使用済み燃料のリサイクルで政策的な判断を下す
のは時期尚早であるとしたほか，廃棄物の長期的な隔離
が唯一の責任ある管理方法であるため，深地層処分能力
の確保は重要だと断言した。また，そのサイト選定は地
元の同意に基づいて進める方式が不可欠と強調し，一か
ら選定し直すよう提言する一方，具体的な候補地点や
ユッカマウンテンの適正については審議要件に入ってい
ないとして言及を避けた。
米国には現在，６万５，０００トンの使用済み燃料が操業

中あるいは閉鎖済みの原子力発電所７５か所に保管されて
おり，既存炉からは年間２，０００トン以上が新たに排出さ
れている。使用済み燃料がすでに存在する以上，リサイ
クルしてもしなくても，いずれ永久処分施設が必要とな
る。そうした基本的で倫理的な義務を後の世代に押しつ
けないためにも，管理戦略の改善は喫緊の課題だとBRC
は指摘。今回の勧告はオバマ政権がユッカマウンテン計
画を停止して以降，行き詰まり状態にある管理政策を前
に進めるとともに，安全かつ長期的な解決策と健全なサ
イト選定アプローチを示すものだと強調している。
BRCが打ち出した８項目の主要勧告は，以下の通り。

�１廃棄物管理施設のサイトは，地元の同意に基づく新た
な手法で選定する，�２放射性廃棄物管理プログラム専任
の公社を新たに創設し，相応の権限と資源を付与する，
�３事業者と需要家が電気料金を通じて払い込む廃棄物基
金は放射性廃棄物管理計画のみの使用とする，�４少なく
とも１つ地層処分場を早急に建設する，�５少なくとも１
つ集中中間貯蔵施設を早急に建設する，�６これらの施設
が利用可能になった時点で使用済み燃料とHLWを大量

輸送するため体制準備を急ぐ，�７米国での原子力技術革
新研究の継続と人材養成を支援する，�８安全確保や放射
性廃棄物管理，核不拡散およびセキュリティ問題への国
際的な取組みで米国のリーダーシップを促す。

バイロン原発で外部電源喪失

米原子力規制委員会（NRC）は１月３０日，イリノイ州
で稼働中だったバイロン原子力発電所２号機（PWR，１２１
万 kW）が外部電源の喪失による異常事象宣言で午前１０
時過ぎに自動停止したと発表した。変電所の一部機器の
故障が原因と見られている。
所内の変圧器から煙が確認されたため，同発電所を所

有するエクセロン社の消防チームが対応に当たったが，
火災の痕跡はなかった。現在，設計通りに起動したディー
ゼル発電機が電力を供給しており，同炉は安全かつ安定
した状態にあるが，冷却補助のため発電所の非原子力側
の安全逃し弁から蒸気を放出している。
この蒸気には予想水準の微量のトリチウムが含まれて

いるが，NRCではこの放出による従業員および近隣住
民への悪影響はないと明言。また，同事象をNRCによ
る４段階の緊急事態評価システム中，最も軽微なレベル
に分類している。

［カナダ］

ウラニウム・ワン社，ウラン生産量
が過去最高レベル

カナダの大手ウラン生産業者であるウラニウム・ワン
（U１）社は１月１６日，２０１１年実績でU３O８の生産量が過去
最高レベルの１，０６６万ポンドに増加したと発表した。民
生用原子炉での需要を見込み，今後も生産地の多様化を
図りつつ複数年契約で生産量の増強戦略を推進していく
考えだ。
U１社はかつて，日本の東芝および東京電力がウラン

精鉱の安定調達と経済性向上の観点から資本関係を結ん
でいた企業。２０１０年にロシアの国営アトムレドメゾロト
（ARMZ）社がU１株の過半数を取得したのを契機に，日
本企業は精鉱の長期的な引取権を確保した上で資本関係
を解消した。その年の実績でU１社は世界全体のウラン
精鉱生産量の１３．２％を生産。カナダのカメコ社，仏アレ
バ社，カザフスタンの国営企業に次いで世界第４位に付
けている。
U１社によると，昨年第４四半期のU３O８生産量が前年

同期比６２％増の３３７万ポンドだったことから，２０１１年全
体の生産量も対前年比４５％増の１，０６６万ポンドに拡大。
売上量も過去最高レベルの９９０万ポンドに達したとして
いる。
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特別企画 我が国の核燃料サイクル

東京電力福島第一原子力発電所事故の後，これからの

エネルギーについての議論が政府のエネルギー・環境会

議で行われている。そこでは，エネルギーベストミック

ス，およびエネルギーシステム，国民合意の形成の３つ

について具体的な方向性を示すことになっている。その

なかで，昨年末にはコスト等検証委員会の報告があり，

今後エネルギーシフトや核燃料サイクルついての戦略が

提示されることになる。その議論に資するために，総合

資源エネルギー調査会基本問題委員会でエネルギーベス

トミックスの検討が行われ，原子力委員会では核燃料サ

イクル選択肢の検討が行われる。原子力委員会原子力発

電・核燃料サイクル技術等検討小委員会では，核燃料サ

イクルの選択肢を構成する要素の特性（技術，安全性等）

及び評価軸の整理が行われた。今後，本小委員会では第

２ステップとして，核燃料サイクルの政策選択肢の評価

軸毎の分析，そして第３ステップで，エネルギーミック

スの選択肢を踏まえた核燃料サイクルの政策選択肢の定

量的評価と問題提示が行われる予定である。

これらの国レベルでの検討と合わせて，原子力に関す

る正しい情報を発信していくことが学会の役割である。

原子力エネルギーの在り方についての議論はややもすれ

ば，推進，反対の二項対立になりやすい。推進側からす

れば，原子力はエネルギーセキュリティーに優れる，地

球温暖化ガスを発生しない，安全は十分な対策をするこ

とで確保できるなどの意見が多い。反対者から見れば，

事故前と何も変わっていなく，表面的すぎるとの意見が

出る場合がある。また，反対者からは，安全といいなが

ら事故を起こした，サイクルは重要といいながら六ヶ所

再処理工場はなかなか本格操業にならない，「もんじゅ」

も長年停止していることなどは我が国の技術力が低いこ

とを示しているのではないかという意見もある。また，

高レベル放射性廃棄物の処分サイトがなかなか決まらな

いのは大きな問題である。将来に渡ってこのような高レ

ベル放射性廃棄物を排出し続けるのは問題であるという

意見も聞く。このような推進，反対にからむ様々な意見

には一理ある部分もあるが，その問題の背景や，それら

に関する正しい情報，解決の可能性なども含めて，丁寧

な議論が必要である。エネルギー政策は国の最重要な政

策の一つであり失敗は許されない。各電源の正しい情報

に基づいた適切な政策決定が求められている。

日本原子力学会の使命の一つにこのような原子力エネ

ルギーについての正しい情報を発信することがある。こ

れには，技術的なものもあれば，人文社会学的なものも

ある。技術的なものには，社会費用以外のコスト，燃料

利用率，使用済燃料発生量・貯蔵量，プルトニウム回収

量・貯蔵量，放射性廃棄物発生量，発熱，毒性の時間変

化，技術的成熟性，安全確保方策，核不拡散，核セキュ

リティー技術などが含まれる。また，人文社会学的な情

報には，社会的コスト，国際関係，エネルギー地政学，

社会的受容性，国民の安心を如何に得るか，そしてリス

クガバナンスの在り方などがある。

また，国の原子力政策を考える場合には，原子力開発

の歴史を知ることも重要である。そこには，エネルギー

政策，原子力を持つことによる国のステータス，国の技

術力，当時の国際政治，世界における核兵器開発等とも

関係している。これらは，そのままを現在に当てはめる

ことはできないが，これからの原子力を考える際の，正

しい情報の発信において参考になることが多い。この特

集では，まず，河田氏からの「日本の核燃料サイクル－

その意味と歴史的重み」という解説が示されている。そ

こでは，我国で原子力開発の当初からウラン利用効率を

上げるために再処理リサイクル路線が選択されたこと。

インド核実験の後のカーター政策による核燃料サイクル

に対する厳しい見方やその中で我国の勝ち得た権利や，

国際核燃料サイクル評価での議論が詳しく示されてい

る。また，高速増殖炉開発の歴史と現状，放射性廃棄物

発生量や直接処分の際のプルトニウム核拡散の問題点，

関係地元との信頼・緊張関係の歴史的重要性，人類史に

おけるエネルギーなどが記述されている。

次に山名氏により，使用済燃料の発生量の展望，技術

小委員会におけるコスト評価やバックエンドのシナリオ

と判断，“フィッサイル”資源の“資源価値”など核燃料資

源について詳しい分析がある。また，核燃料サイクルコ

ストの分析結果を含めて，今後の核燃料サイクル戦略に

ついての考察も参考になる。

この解説は核燃料サイクルを中心として今後の原子力

政策を考える場合の重要な情報源となることを願う。

今後の政策決定においてはこれらに付け加えて，ウラ

ン資源量の評価と資源獲得，中国，インドでの急速な発

展と原子力の拡大，中国，インド，ロシア等での高速炉

開発の進展，北朝鮮における核実験と朝鮮半島の不安定

性，2018年の日米原子力協定見直しに向けての議論など

が重要となる。これらのような人文社会学的観点につい

ても日本原子力学会として解説を今後行いたい。

（2012年３月２日 記）

核燃料サイクルについての正しい理解を
東京大学 田中 知
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わが国の原子力開発・利用の歴史は，「技術力を資
源とする巨大電力生産システム」の構築に向けた壮
大な努力の歴史である
1953年12月の国連総会で米国のアイゼンハワー大統領

が「Atoms for Peace」演説を行った３ヵ月後の1954年（昭

和29年）３月２日，改進党の青年将校といわれた当時30

歳の中曽根康弘議員は，予算委員会最終日の採決直前

に，２億３千５百万円の原子力予算を盛り込む予算修正

案を急遽提出し，これを認めさせることに成功した。敗

戦国であり被爆国であるわが国も原子力の平和利用で遅

れを取ってはならないとの熱い思いからであった。日本

の原子力は，こうして産声をあげ，エネルギー資源小国

における「技術力を資源とする電力生産システム」構築に

向けての努力が開始された１）。

特に，1973年の第１次オイルショックは，技術産業立

国として生きる日本におけるエネルギー安全保障の重要

さを再認識させ，発電部門では，石油依存を低下させ，

「ベストミックス」を目指すべく，原子力利用拡大が加速

された。発電装置である原子炉としては，世界的に低濃

縮ウランを燃料とする軽水炉が普及し，わが国では，2010

年末時点で54基が稼動，総設備容量は約4，900万 kWに

至り，総発電量の約３割を支える基幹電源へと成長し

た。第 1図に，発電容量の歴史的変遷を，関連する主要

な核燃料サイクル事業の展開とともに示す。

原子力発電を安定的に続けるためには，燃料供給の安

定性確保に加えて，いわゆる「バックエンド」に関する確

たる方針と具体的なシステム作りが不可欠である。バッ

クエンド政策に関しては，ウラン資源も輸入に頼らざる

を得ないわが国では，当初からウランの利用効率を上げ

る「再処理リサイクル」路線が選択され，再処理技術や，

それに伴うMOX燃料利用，廃棄物処分の技術などを実

産業として具現化するための努力が営々と続けられてき

た。六ヶ所村における日本原燃の再処理施設や廃棄物関

連施設などは（すべてが完成しているわけではないが），

そうした長年にわたる努力の結実である。

高レベル放射性廃棄物（高レベル廃棄物）の処分問題

は，原子力利用を安定的に続ける上で，ぜひとも解決す

べき事項であり，四半期にわたる研究過程を経て，2000

年に地層処分を事業として進めるための法律と体制が整

備された。実施主体としての原子力発電環境整備機構

（NUMO）の活動は，いまだ処分場候補地選定の第一段

階である文献調査に入れずに今日に至っているが，実現

に向け国民的理解をさらに深める努力が求められている。

資源に恵まれないわが国にとって，ウランの利用効率

を格段に高める高速増殖炉サイクルは当初から魅力的な

オプションであり，その実現に向けての研究開発が，困

難に遭遇しつつも地道に続けられている。

狭い国土に１億人を超える国民を抱えるわが国は，工

業中心の産業で生きることを運命付けられており，良質

な電力の安定供給は，その産業を支える重要な基本要件

の一つである。わが国の原子力開発・利用の歴史は，エ

ネルギー資源に乏しい中で，長期的な電力安定供給を盤

石にすべく，官民が協力して「技術力を資源とする巨大

電力生産システム」の構築に向けて挑んできた壮大な努

力の歴史であり，各地の原子力発電所や六ヶ所村の核燃

料サイクル関連施設は，単に技術面の課題克服だけでな

く，立地地域との信頼関係構築という政治・社会的に最

も困難な過程をも包摂した，巨大な国民的財産である。

特別企画 我が国の核燃料サイクル

Nuclear Fuel Cycle in Japan―It’s Historical Implications :
Tomio KAWATA.
（2012年 ２月２７日 受理）

2011年３月の東京電力福島第一発電所事故の深刻な影響は，国民に大きな衝撃を与え，世論

は脱原発に大きく傾いている。こうした中で，政府は昨年より，原発への依存度低減を主軸に

したエネルギー政策の見直しを進めている。本報告では，わが国が原子力の開発・利用を進め，

特に核燃料サイクル政策では再処理リサイクル方式を選択してきた歴史的経緯を振り返り，そ

の意味をあらためて検証してみる。

日本の核燃料サイクル
その意味と歴史的重み

原子力発電環境整備機構 河田東海夫
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非核兵器国でありながら，核燃料サイクルを進める
わが国の特異な地位は，国際政治上きわめて貴重な
日本国民の無形資産である
わが国の核燃料サイクルは，1970年代，国際政治の荒

波の中で大きな難局に遭遇した。それは，1974年，イン

ドが核実験を行い，世界に大きな衝撃を与えたことに端

を発する。1977年に発足した米国のカーター政権は，核

不拡散対策を最重視する立場から，米国における再処理

と高速増殖炉開発を凍結する劇的な原子力政策変更を発

表した。当時，日本は，動力炉・核燃料開発事業団（動

燃）の東海再処理工場がホット試験開始直前であり，日

米原子力協定で米国籍の燃料の再処理は事前協議対象で

あったことから，試験開始の是非をめぐり，日米政府間

で厳しい対立が起きた。当時の福田首相とカーター大統

領の直接会談の後，日本側は宇野宗佑科学技術庁長官を

筆頭に，外務省，通産省の協力と，動燃実務陣の支援の

もと，挙国一致体制を築いてこれに対応した。再処理工

場の合同調査を含む，半年間，３次にわたる粘り強い交

渉の末，遂に米国に２年間99トンの試験処理を容認さ

せ，東海再処理工場のホット試験が開始された２）。

その後，原子力技術と核不拡散規範との両立に関する

議論は，カーター大統領の提言で発足した国際核燃料サ

イクル評価（INFCE）というさらに大きな舞台に移され

た。INFCEでは，最終的に59ヶ国と６つの国際機関か

ら500人を超える専門家が参加し，核不拡散の観点から，

再処理，濃縮，プルトニウム利用などについて，２年以

上にわたり集中的な評価検討を行った。その結果，1980

年２月に２万ページを超える報告書をまとめ，「保障措

置技術の改良を進めるとともに，国際制度の整備や核不

拡散に有効な技術代替手段の確立を図ることによって，

核不拡散と原子力の平和利用は両立しうる」との結論を

公表した。日本は，この大きな国際検討の場においても，

英国と共に再処理やプルトニウム利用を検討する第４

ワーキンググループの共同議長国を務めるなど，積極的

な貢献を行った。こうした活動に加え，この大事な時期

に再処理工場の運転をすでに開始しており，自主技術に

よる濃縮パイロット施設の稼動を間に合わせたという実

績によって，わが国は，非核兵器国でありながら，再処

理や濃縮など，核燃料サイクルの要となる事業を自ら行

える国としての特異な地位を確保すること成功した。

核拡散防止条約（NPT）加盟国であるわが国の原子力

活動には，国際原子力機関（IAEA）の保障措置制度に基

づく厳格な国際査察が適用されるが，その後，追加議定

書を批准し，2004年９月から統合保障措置が適用された

ことで，現在では査察業務について一定量の低減措置が

講じられている。統合保障措置は，IAEAによる広範か

つ綿密な調査の結果として，核物質の不正転用や，未申

告の原子力活動などの不正がないことが確認された「優

良国」のみに適用される制度である。2004年の IAEA総

会でエルバラダイ事務局長は，「日本が先進的な核燃料

サイクルを進める国として統合保障措置の適用を受ける

最初の国になったことをお知らせでき，大変喜ばしい」

と述べた。わが国への統合保障措置適用は，産業成熟国

においては核燃料サイクルと核不拡散規範が両立しうる

第 1図 日本の原子力利用の歴史
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ことを示す模範例であり，国際的に大いに誇るべきこと

といえる。核不拡散の領域におけるわが国の長年にわた

る模範的態度は，核燃料サイクル推進国であるわが国へ

の国際信用強化に大きく貢献している。

日本はNPT下の非核兵器国として再処理を含む核燃

料サイクル事業全体を推進する唯一の国家であるが，こ

の特異な地位は決して容易に得られたものではない。上

述したように，早くから自立的な核燃料サイクル実現に

努めてきた先人の先見性と，日米再処理交渉とその後の

INFCEにおける挙国一致体制による奮闘によって獲得

した，国際政治上きわめて貴重な地位であり，一旦放棄

すれば２度と回復不能な，日本国民の重要な無形資産で

ある。

高速増殖炉サイクルは新たな燃料調達を不要とし，
「技術力を資源とする恒久的巨大電力生産システム」
であり，化石燃料枯渇時代の救世主となりうる
ところで，世界で最初に原子力発電を行ったのは，米

国の高速増殖炉EBR�Ⅰである。EBR�Ⅰは，1942年12

月に人類最初の核分裂連鎖反応炉CP�１の実験を成功さ

せたエンリコ・フェルミの右腕で，アルゴンヌ国立研究

所の初代所長となったウォルター・ジンが，アイダホに

建設した実験炉で，小型発電機を持ち，1951年12月20

日にはじめて４個の電灯を灯した。原子力の黎明期，ウ

ランは希少資源と考えられており，フェルミらのグルー

プは，原子力の本格的平和利用のためには，非核分裂性

のU�238をプルトニウムに転換して燃やせる高速増殖炉

が不可欠であると考え，戦後早い時期から開発に着手した。

その後，低濃縮ウランの民生利用の道が拓けたことや，

世界各地でウラン資源開発が進んだことから，構造的に

より簡単で経済性に優れる軽水炉が世界的に普及した。

しかしながら，軽水炉利用体系の根本問題は，基本的

に天然ウラン中に0．7％しか存在しないU 235の核分裂

を利用するシステムであることから，ウラン資源の利用

効率が１％に満たない，極端な「資源浪費システム」であ

ることである。使用済燃料を再処理し，リサイクル利用

することは可能であるが，それでもウラン資源の節約は

10～20％に留まる。軽水炉体系のみに依存し続ける限

り，地中のウラン資源も，化石燃料とさほど変わらない

時間オーダーで消耗してしまう。

第 2図に，電気出力100万 kWの軽水炉と高速増殖炉

を１年間運転するのに必要とする天然ウラン供給量の概

念的比較を示す。軽水炉では，毎年170トンの天然ウラ

ンの供給が必要であるが，高速増殖炉の場合，燃料をリ

サイクル利用することにより，外からのウラン供給は毎

年１トンで済み，しかもそのウランは天然ウランではな

く，ウラン濃縮で残渣として大量に生ずる劣化ウランで

もよい。この図から分かるように，高速増殖炉サイクル

は，原理的には軽水炉に比べて170倍のウラン利用効率

を達成できる。

高速増殖炉というと，日本では「プルトニウムを燃料

とし，燃やした以上のプルトニウムを生産する炉」との

認識が広まっているが，筆者は「燃えないウラン（U 238）

をプルトニウムに変換しつつ燃やし尽くす炉」と解釈し

たほうが，その性格をより的確に表しているように思う。

2005年時点で，ウラン濃縮で生じた劣化ウランと再処

理で回収され残存するウランの蓄積量は，全世界で約160

万トンに上る。世界の原子力発電の総設備容量（重水炉

なども含む）は現在約38，000万 kWであるが，仮に増殖

炉サイクルが実現したとすれば，160万トンのウランは，

38，000万 kWの発電所の2，000年分以上の燃料となる。

したがって，高速増殖炉サイクルの実現は，既に地上に

掘り出され，残存しているウランだけで，人類に「半恒

久的な巨大電力生産システム」をもたらす。この電力生

産システムは，燃料供給面ではあらゆる束縛から完全に

解放されるため，まさに「技術を資源とする巨大電力生

産システム」の究極の姿といえる。このようなシステムは

「化石燃料枯渇時代の救世主」たりうる資格を持っている。

高速増殖炉技術は，「もんじゅ」の事故による長年の停

止とその後の修復過程でさらにトラブルを生じたことか

ら，メディア報道は概して批判的であり，その結果，特

にナトリウム冷却は実用化の障壁が高い技術との印象が

すっかり定着してしまった感がある。しかしながら，ロ

シアでは，1982年に運転を開始した発電炉BN 600（電気

出力60万 kW）が，2008年までの27年間の平均稼働率で

約74％を達成しており，また米国では1994年に閉鎖され

た高速実験炉EBR�Ⅱ（電気出力２万 kW）が最後の10年

間に約80％の平均稼働率を達成している。わが国の高速

実験炉「常陽」も，発電能力はないが，大きなトラブルも

なく約30年間の運転を続けてきた。このように，高速増

殖炉は，現状技術でもきちんとした管理をすれば安定運

転が可能な炉であり，現にロシアはBN 600の良好な運

転実績を背景に，現在，電気出力80万 kWの炉の建設

を進めており，さらに出力1，200万 kWの炉の建設も計

画している。また経済発展が著しいインドでは，25年に

第 2図 軽水炉と高速増殖炉の比較

237日本の核燃料サイクル

日本原子力学会誌, Vol. 54, No. 4（2012） （ 15 ）



わたる高速実験炉の運転経験をもとに建設を進めている

出力50万 kWの原型炉が既に完成しつつあり，その後，

2023年までに同規模の実用炉を６基建設するという意欲

的な計画を進めている。わが国では経済性の面で直ちに

高速増殖炉を導入するインセンティブはなく，次世代炉

として更なる経済性や安全性の向上を目指す研究が進め

られているが，必要性が高まればいつでも実用化に向け

て開発を加速できる技術基盤は整っている。いわば「必

要になれば手の届く技術」なのである。

高速増殖炉サイクルは，使用済燃料中に蓄積するアメ

リシウムなど，いわゆるマイナー・アクチニド元素

（MA）をも回収リサイクルすることで，高レベル廃棄物

の発熱を低減させることができ，その結果，同じ発電量

あたりで必要とする処分場面積を，軽水炉サイクルの場

合の約半分に縮減できる。仮に2010年末時点の発電規模

がずっと続くとした場合，１世紀の発電で必要とする処

分場面積は12 km２程度で済み，これはほぼ東京国際空港

（羽田空港）の敷地面積に相当する。この程度の処分場で

あれば，１世紀にわたる国民への電力供給の１�３を原子

力発電でまかなう結果の代償としては，国民にとって十

分受容可能な範囲ではなかろうか。このように，高速増

殖炉サイクルは，廃棄物処分の面からも，負担がより少

ない電力生産システムなのである。

廃棄物処分における社会的負担軽減は発電大国に
とっては重大事であり，再処理リサイクル方式はそ
の目的により良くかなう選択肢である。
話が突然，増殖炉サイクルに飛んでしまったが，ここ

で現在の軽水炉に話しを戻そう。軽水炉時代の核燃料サ

イクルには，基本的に直接処分方式と再処理リサイクル

方式の２つのオプションがあり，わが国は前述のように

後者を選択している。もう一つ，使用済燃料を長期貯蔵

するというオプションもあるが，それは一言でいえば決

断先送りであり，選択への社会合意が難しい段階での暫

定措置に過ぎない。ただし，どちらの方式をとるにせよ，

一定規模の使用済燃料貯蔵能力（中間貯蔵能力）を確保す

ることは，バックエンド管理を適正に進める上での余裕

代として極めて大切である。

直接処分方式は，再処理リサイクル方式に比べ，経済

的にはバックエンドコストが１割（発電原価にして１円�

kWh）前後節約できる。その一方で資源利用効率は若干

劣り，高レベル廃棄物処分場の必要面積は２倍前後大き

くなる。発熱体であるプルトニウムをも一緒に埋設しな

ければならないことに起因する。再処理リサイクル方式

のメリット・デメリットはちょうどその裏返しで，経済

的には若干不利であるが，回収されるプルトニウムを再

利用することでウラン資源を１～２割節約するというメ

リットに加え，高レベル廃棄物処分場の必要面積を直接

処分の場合に比べ半分前後に縮減するという大きなメ

リットを持つ。

現在，世界の主要な原子力利用国では，高レベル廃棄

物処分実施に向けての様々な努力が続けられており，処

分地確保に成功した国も未達成の国も，いずれも立地に

からむ社会合意形成に大変な苦労を重ねきている。そう

したことから，特に発電規模の大きな国にとって，処分

場の必要面積が小さくて済むことは，社会全体にとって

は，わずかな経済的メリットを凌駕する大きなメリット

となる。実際に発電規模が2，000万 kWを超えるような

国（フランスやロシア，日本）や，これから大幅な規模拡

大が見込まれる国（中国やインド）では，再処理リサイク

ル方式を採用または計画している。世界で原子力発電を

行う国は30ほどあるが，再処理リサイクル方式を採る国

の数はその１�４強に過ぎない。しかし設備容量的には世

界の半分近くを占めており，今後，中国やインドの急速

な原子力利用拡大で，その比率は大きく上昇すると見込

まれる。これらの国は，いずれも長期的には高速増殖炉

サイクルを実現すべく，着々と準備を進めている。なお，

再処理を行うと，いわゆるTRU廃棄物が発生し，かえっ

て廃棄物量を増やすとの批判がある。しかしTRU廃棄

物は発熱が小さいため，コンパクトに埋設でき，高レベ

ル廃棄物の処分場に比べればはるかに狭い処分場で済む。

原子力利用国のうち３�４弱の国が当面，直接処分方式

を採用しているが，米国を除くとそれらの国の総設備容

量は世界の１�４を占めるにすぎない。これらは，発電規

模の比較的小さな国（スウェーデンやフィンランドなど）

や，原子力廃止を目指す国（ドイツなど）であり，処分す

べき廃棄物の量が限定されるので，直接処分における処

分場の必要面積増大は大きなデメリットにならない。

３月の東電福島第一発電所事故以来，政府は脱原子力

依存に大きく舵を切ったが，現在，急速に進みつつある

産業空洞化のこれ以上の進行を抑えるためには，電力供

給の安定化が必須要件の一つであり，そのためには一定

規模の原子力発電の維持が必要なのは明らかである。仮

に現在のレベルから半減してもわが国はなお大規模原子

力発電国であり，その運転安定性を保証する現実的手立

てとして，再処理リサイクル方式の堅持が必要である。

大規模発電国で直接処分方式をとる唯一の例外は，世

界最大の原子力発電国である米国で，1977年のカーター

政権以来，核拡散への懸念から再処理リサイクル方式を

止め，以来直接処分方式を堅持している。米国では，ネ

バダ州のヤッカマウンテンを処分場にする計画が進めら

れてきたが，ブッシュ政権時代の関係者は，このまま直

接処分を続けると埋設効率が悪いため，今世紀中にヤッ

カマウンテンと同規模の処分場が何個も必要になるとい

う厳しい現実を，切迫感をもって認識していた。そのた

め彼らは，いわゆるGNEP計画の一環として，再処理

政策への回帰により処分場の実効的処分容量を５倍以上

拡大することを目論んだ。しかし，オバマ政権になって
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地元ネバダ州選出の実力議員の強引な反対で，既に安全

審査が進められていた処分場計画が放棄されることにな

ると，その切迫感はあっけなく消え去ってしまった。

エネルギー省は，行き場を失う使用済燃料の代替管理

方策を検討するブルーリボン委員会（BRC）を2010年に

立ち上げ，その最終報告が本年１月末に公表された。同

報告書は，「恒久的な地層処分施設と集中中間貯蔵施設

の両者の実現のための可能な限り迅速な取組」を求め，

その推進に当たっては，エネルギー省直轄ではなく，「使

用済燃料管理の専任組織を新たに作り」，「立地プロセス

は段階的で合意形成を重視した方式」にすべきと勧告し

た３）。すでに６万５千トンに達する使用済燃料の累積が

今後さらに増え続かざるを得ない中，今世紀中に処分場

がいくつも必要となるという厳しい現実を解消するため

の処方箋は示されなかった。広大な土地を有する米国で

は，発電所サイトでの貯蔵能力増強については，地元自

治体や住民との間でさしたる問題は起こらないという事

情は，狭い人口過密国家日本とは根本的に異なる。

直接処分は，「プルトニウム鉱山」問題という厄介な
核拡散リスクを将来世代に残す
直接処分におけるプルトニウムの埋設は，わが国では

一般にはあまり説明されることがない「プルトニウム鉱

山問題」という大変厄介な将来へのツケを残す。直接処

分では，埋設当初は核分裂生成物の高い放射能によりプ

ルトニウムが防護されるが，300年後にはその放射能の

大部分が減衰してしまい，プルトニウムへの接近や回収

の困難性は著しく低減してしまう。300年後に悪事をた

くらむ国家にとっては，直接処分場の埋設物はきわめて

魅力的な兵器原料となりうるのである。今のところ直接

処分計画は米国やスウェーデンなど，安定でしかも限ら

れた国で進められており，この問題を，深刻に問題視せ

ずに済ませてきた。この問題は，処分場を国別でなく多

国間で共同運営することで，ある程度リスク軽減が可能

だが，それにしても埋設場所が世界各地に増え過ぎた

り，埋設量が膨大になりすぎると，世界的に管理不能な

核拡散リスクになる危険性をはらんでいる。仮にわが国

が直接処分方式をとり，これまでの設備容量のまま１世

紀発電を続けると，その結果として1，000トンを超える

プルトニウムを地下埋設することになる。この点を真面

目に検討すれば，「プルトニウムを発生する世代がそれ

を使い尽くす再処理リサイクル方式のほうが，プルトニ

ウム鉱山を残さないため，トータルで見れば核拡散リス

クは小さい」といえるかもしれないのである。少なくと

も，再処理リサイクル方式の核拡散リスクは国際保障措

置の厳格な適用で管理可能なことは，長年の実績が示し

てきたところであるが，プルトニウム鉱山の将来リスク

が管理可能なのかどうかについては，これまで真面目に

検討されたことがない。核不拡散分野では主に米国でプ

ルトニウム利用に反対の学者が主導権をとってきたが，

彼らはこの「不都合な真実」に正面から対峙することを避

けてきた。しかし今後，アジアやアラブなどで原子力参

入国が増えると，いつまでも無視できない問題になるだ

ろう。昨今の世界情勢は，サミュエル・ハンチントンが

指摘した「文明の衝突」の様相を顕にしており，300年後

の世界が今より平和で安定な世界になるという保証はど

こにもないのである。

軽水炉サイクルはウラン利用の暫定システムで，
様々なツケを残すが，増殖炉サイクルに引き継ぐこ
とにより解消され，理想型のサイクルが完結する
再処理リサイクル方式をとる場合，我が国では「全量

再処理か，部分再処理か？」という議論と，「MOX使用

済燃料（プルサーマル使用済燃料）はどうするのか？」と

いう議論がある。

この問題に答えるためには，そもそも現在主流の軽水

炉というシステムは，

� ウラン資源の利用効率が1％にも満たない「資源浪

費型システム」である

� 運転で生成するプルトニウムを完全消費すること

ができない「後始末未完結型システム」である

という，いわば理想型原子力システムに至る手前の，暫

定的ウラン利用システムであることを理解しなければな

らない。

軽水炉においても，プルトニウム燃焼は可能ではある

が，その特性から一旦，炉に入れたプルトニウムは「高

次化」という現象により核分裂性能が低下してしまうた

め，多重リサイクルが困難なシステムであり，そのため

にプルトニウムを燃やしつくすことができないのであ

る。高次化したプルトニウムを無理に多重リサイクル利

用しようとすると，核分裂性能劣化分を補うために，

MOX燃料として混合する相手のウランの濃縮度を若干

上げる必要が生じて経済性が悪くなるほか，高レベル廃

棄物の発熱が一層増加してしまい，地層処分への負担を

著しく増大させる。こうした問題を避けるためには，

MOX燃料は１回の使用にとどめ，その使用済燃料は長

期保管し，高速増殖炉サイクルへの移行の時期がきたと

きに再処理・回収して，高速増殖炉燃料として燃やすの

が最も合理的な使い方となる。高速増殖炉では，高次化

したプルトニウムやアメリシウムなども燃やすことがで

きるので，廃棄物処分への負担が大きく軽減できる。な

お，MOX使用済燃料の長期保管は，プルトニウムが核的

に十分劣化しているので核拡散上の脅威にはならない。

軽水炉は，当分原子力発電のエースであり続けるであ

ろうが，前述したように，あくまでもウラン利用の暫定

的システムであり，大量の濃縮残渣の劣化ウラン，燃や

せない高次化プルトニウム，MAなどを残す。それらの

ツケは，高速増殖炉サイクルが実用化されてはじめて全
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てが解消され，資源を最大限有効活用し，廃棄物を極小

化する理想型のサイクルが完結する。

高速炉増殖炉サイクル技術が実用化に至り，退役する

軽水炉を順次増殖炉に置き換える段階では，100万 kW

の増殖炉１基あたり約16トンのプルトニウムを必要とす

るので，大量のプルトニウムの供給が必要となる。しか

しその必要量は，その段階で残存する軽水炉（数は順次

減っていく）から排出される使用済燃料の再処理で回収

されるプルトニウムと，順次増えていく高速増殖炉で生

産される余剰プルトニウムを合わせても，大きく不足す

る。この不足分を埋めるためには，移行期用のプルトニ

ウム供給源としての軽水炉使用済燃料をかなり大量に備

蓄しておく必要がある。このときに，プルトニウム濃度

が高いMOX使用済燃料は，きわめて効果的なプルトニ

ウム供給源となるので，この観点からも軽水炉時代には

再処理せずに備蓄しておくことが望ましい。その上さら

にウラン燃料の使用済燃料も１万トン以上備蓄しておく

必要がある４）。

六ヶ所再処理工場の再処理能力は年間800トンで，年

間の使用済燃料排出量を1，200トン（設備容量6，000万

kWの発電に相当）とした場合，毎年400トンの使用済燃

料（一部MOX使用済燃料を含む）が残り，それらが中間

貯蔵に回されることになる。しかし，その結果，40年間

に蓄積する使用済燃料の量は，40年後に高速増殖炉への

移行を開始するとした場合に必要とする備蓄量におおむ

ね等しくなる。六ヶ所再処理工場の処理能力は，こうし

たことを意図して決めたわけではなかろうが，将来的な

高速増殖炉への移行を想定する場合には，結果的にきわ

めて適切な設定であったといえる。移行開始が遅れると

その分備蓄量が増えるが，その場合は新設する高速増殖

炉の増殖比を備蓄量増加に応じて小さくすることで，プ

ルトニウムの余剰をなくすことができる。

核燃料サイクル政策見直しにおける重要な視点：
関係地元とのよき信頼・緊張関係の歴史的重み
2011年３月の事故以来の脱原発に向けての世論の高ま

りの中，現行の核燃料サイクル政策に対しても批判が高

まっている。こうした中，原子力委員会では，同年９月

に原子力発電・核燃料サイクル技術等検討小委員会（サ

イクル検討小委）を設置し，この問題に関する集中的な

討議を重ねている。議論は５つの技術オプションの比較

検討を中心に進められているが，争点の中心は，現行の

再処理リサイクル政策を堅持するか否かである。

第 1表に，議論の両極端である，再処理リサイクル方

式堅持と直接処分方式への変更の比較を示す。�～�は

数値的な比較が可能な項目であり，�以降は変更による

社会的影響など数値での比較が難しい項目である。これ

らの比較項目の中で，直接処分が有利なのは経済性のみ

であり，それも発電原価にしてわずかに１円�kWh前後

の差でしかない。他の発電手段のコストの不確実性や揺

れ幅がはるかに大きい中，政策決定上ほとんど議論に値

しない差である。その一方，直接処分選択は，経済性以

外の項目ではほとんどが不利になり，中でも，処分場立

地への障壁増大や，青森県との信頼関係の破壊，日本各

地における多数の使用済燃料中間貯蔵施設立地の必要性

発生，などといった，原子力事業を推進する上で最も難

しい社会合意に関連する大きなデメリットが目立つ。こ

れらのデメリットは，民間の経営努力でだけで解決でき

るものではなく，政治による周到な取組と理解醸成のた

めの長い時間を必要とし，対応のわずかな齟齬が政治的

八方塞がり状態を生み出すリスクがきわめて高い。

現在の核燃料サイクルの諸スキームは，関係する地元

との信頼構築に向けての長年にわたる様々な努力の上に

成り立っている。立地にかかわる過去の諸活動には，現

在のモラルスタンダードからすれば誉め難い事例があっ

たことは否定しないが，それでも今日築かれている関係

地元との信頼と緊張のよきバランス関係は，国民にとっ

てかけがえのない歴史的財産である。サイクル検討小委

の議論やその後の政策決定において，この問題が軽視さ

れないことを望む。

もう一つの重要な視点： 増殖炉サイクル実現に向
かう航海の最優先切符を，「人力車と自動車の経済
性比較」で捨てるような愚行は避けよ
現行政策の維持にはもう一つの重要なメリットがあ

る。それは，軽水炉時代における再処理リサイクルは，

「高速増殖炉サイクルを実現する産業・社会インフラへ

のかけ橋」としての役割を果たせるということである。

再処理という事業は技術的にも複雑であり，産業として

定着させるためには，トラブルも含めて実業としての諸

経験を積み重ね，その過程で遭遇する課題を一つ一つ乗

り越えることで成熟する。現在，六ケ所再処理工場では，

ガラス固化工程でのトラブルが続き，本格運転開始が大

変遅れている。そうした状態には社会的批判が高まって

いるが，大局的に見ればこれも新技術を産業として定着

させる上で通過しなければならない「陣痛」の過程といえ

る。高速増殖炉サイクル実現に向けては，国際的な保障

措置との関係でもより調和的に事業を進める条件を育

み，また日本社会全体としてより良く共存していける素

地を育てていく必要がある。軽水炉時代に再処理リサイ

クル方式を取ることは，こうした社会的側面で求められ

る条件整備を実務経験の積み重ねで進めることができ

る。こうした経験の積み重ねは，高速増殖炉サイクル時

代に必要とする技術的，社会的インフラの強固な基盤形

成に役立ち，これも「金では買えない国民の財産」となる。

わが国は主要先進国中エネルギー自給率が最も低いが，

再処理事業を持ち，高速増殖炉サイクルの研究体制を有

することで，「技術を資源とする恒久的巨大電力生産シ
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ステム」実現に向かう航海の最優先切符を持っている。

これまでたびたび軽水炉と高速増殖炉の経済性比較が

行われ，「ウラン価格の上昇を考慮しても，当分軽水炉

のほうが安い」との評価が下されている。しかしながら，

前に述べたように，そもそも両者の機能や役割は全く異

なるのであり，また期待される活躍時期も異なるので，

経済性比較は，いわば「自動車は人力車より不経済」とす

るのと同様で全く意味をなさない。そうした無意味な比

較を判定条件として高速増殖炉開発の継続可否を判断す

るのは，全く誤りである。サイクル検討小委における議

論においては，そうした愚行はぜひ避けていただきたい。

長い夜の一本のマッチの輝き
長い人類史の中で，現代の我々はエネルギー消費の面

で「極めて異常な過渡状態」の中に住んでいる。第１次オ

イルショックの後遺症が残る1976年，米国地質学研究所

のM. King Hubbert は，第 3図に示すように，人類が

長い歴史の中のほんの数百年で化石燃料を使い尽くすデ

ルタ関数状の曲線を示し，「長い夜の一本のマッチの輝

き」と呼んだ５）。石油資源の将来には既に陰りが見え始め

ている中，２つの人口大国中国とインドの急速な経済成

長が重なり，世界的なエネルギー争奪戦が始まってお

り，我々は，「マッチの輝き」が永遠でないことを実感と

して感じられる時代に入ってきている。

今日の大量の化石燃料消費は地球温暖化を招き，この

問題からも人類は「省エネ」とエネルギー生産における

「低炭素化」に向け待ったなしの対応を迫られている。こ

うした中，今後，新エネルギーを含む再生可能エネルギー

の利用拡大が進むと期待されるが，枯渇に向かう化石エ

ネルギーの全てを代替できるわけではない。エネルギー

の問題をエネルギー安全保障の観点で見るときには，50

年以上先への大局的な目配りも重要であり，その点か

ら，特に基幹電源用大規模発電手段としての原子力の役

割を決して軽視すべきではない。最近，シェールガスが

大きな話題を呼んでおり，それはエネルギー業界に一時

の安堵をもたらすかもしれないが，長期的に見れば枯渇

への備えを怠ることは許されない。かつて，グリーンピー

スの元英国事務局長が「我々はもはや原子力を排除する

贅沢は許されない」と発言したが，先進国でエネルギー

自給率が最も低い日本はその最たる国といえる。

昨年の事故では，環境への大量放射能放出という最悪

の事態に至ってしまったため，周辺地域の多くの住民が

避難を余儀なくされ，いまだ帰還の目途は立っていな

い。そうした厳しい現実の中，巷間に脱原発の声が日増

しに高まっている。しかし，我が国が原子力を「国策民

営」の旗印の下に積極的に進めてきたのは，実務には民

第 1表 ２つの選択肢の比較
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の活力を利用するものの，国として，原子力が国家のエ

ネルギー安全保障の要石の一つであることを強く認識し

ていたからである。仮に我が国がその要石の一つを捨て

るとすれば，それは，「ますます不安定化する化石燃料

市場の荒波と資源争奪戦への防波堤を持たない生き方」

を選択することであり，それはとりもなおさず，人口過

密資源小国日本を支えてきた技術産業立国としての生き

方を放棄することにつながる。将来の国民の安寧を考え

れば，やはり原子力にエネルギー安全保障の要石として

の一定の役割を残すことが，当然なされるべき決定であ

ろう。その原子力を安定に利用し続けることを可能とす

る現実の施策として，再処理リサイクル方式の核燃料サ

イクルは堅持しなければならない。こうしたことは，こ

の時期，民意尊重姿勢を示したい政府にとっては大変つ

らい決断になろう。その苦労を少しでも軽減するため

に，これまで原子力を進めてきた側は，事故の反省を踏

まえ，原子力というシステムのトータルの安全性が，技

術面と管理体制などを含むソフト面との両面から格段に

向上できることを，国民に分かる形で示す必要があり，

また，福島地方の環境修復への積極的関与により，影響

域住民の早期生活再建に貢献しなければならない。これ

らがどこまで成し遂げられるかによって，社会の中につ

くった大きな傷がどこまで癒されるかが決まる。

いずれにしてもこの機会に日本のエネルギーの将来に

ついて，開かれた国民的議論が必要であるが，「長い夜

の一本のマッチの輝き」を世界で最も注意深く見守らな

ければならない国民は日本人であることを忘れてはなら

ない。
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Ⅰ．使用済核燃料の発生量の展望

福島第一原子力発電所の事故によって「安全リスク」に

ついて国民に大変な不安感を与えてしまった原子力発電

であるが，本来の原子力発電は，①燃料供給国の安定性

と輸入先の多様性，②燃料備蓄効果の高さ，③CO２排出

の少なさ，④燃料の海上輸送依存度の低さ，⑤経済性，

などの特長により，エネルギー安全保障上の重要な役割

を担う。今後，我が国の原子力依存度を当初想定より下

げる必要があるとしても，エネルギー安全保障とCO２排

出削減に対する確実な方策として，原子力発電を，安全

レベルを本質的に高めた上で一定の規模で利用していく

ことは，十分に想定できる。

一方，原子力発電を長期的かつ大規模に使うために

は，条件として，核燃料の長期安定確保と（フロントエ

ンド），発電に伴って発生する使用済核燃料の適切な管

理（バックエンド）が必要となる。言い方を変えるなら，

適切な原子力バックエンド管理が構築されなければ，原

子力の長期安定利用は実現できないということであり，

バックエンド管理の成否は，原子力そのものの生命線で

もある。「一定規模の原子力の維持が中期から長期にわ

たって必要とされる可能性があること」，さらに「我が国

では既に大量の使用済核燃料を発生させていること」の

両面から，現実的な「最適なバックエンド管理方策の実

現」に責任を持って取り組むことが重要である。

減原子力を含むエネルギーベストミックスの在り方に

ついての審議が，政府において進んでいるが，原子力規

模の様々な想定においてバックエンドの物量がどうなる

かを見てみる。第 1図は，いくつかの減原子力シナリオ

において，どの程度の使用済核燃料が発生するかについ

て簡易評価した結果であり，その累積量を示してい

る。�2010年のエネルギー基本計画（当初予定），�40年

で原子炉を廃止するケース，�同じく45年のケース，�

同じく60年のケース，�原子炉の設置年代によって寿命

を40年～60年に変化させるケース，�40年で原子炉を廃

止するが2030年頃を目途にリプレースを進めるケース

（40 GWe 程度）の６つについて試算している。我が国で

は，1969年以降進めてきた原子力発電によって，現在，累

積で約24，000トンの使用済燃料を発生させてきた。この

うち7，100トンについては海外再処理を実施，1，100トン

については東海再処理工場にて再処理，残りの約14，000

トンが原子力発電所内に，約3，000トンが六ヶ所再処理工

場に保管されている。この試算は，年間の発生量を，古

い炉の26トン�年間から，今後の高燃焼度化により16トン

�年間まで変化させ，廃炉に伴う炉心燃料の発生も考慮

に入れている。原子力発電規模をフェイズアウトさせる

シナリオでは，そのペースが早いほど（原子炉寿命を短

く設定するほど），累積発生量の増加のカーブが緩くな

る。2050年時点で，�の40年寿命のケースでは約42，000

トン程度，�のリプレースのケースでは50，000トンとな

り，緩やかながらも増加を続ける。直接処分路線では，

2050年以降に，この全量を地層処分することになる。

一方，六ヶ所再処理工場を稼働させる路線では，工場

の40年の運転により約32，000トンが再処理され，回収さ

れたプルトニウムは当面プルサーマルとして利用され

る。その後，限定MOXリサイクル路線（使用済MOX

燃料を直接処分），高速増殖炉路線（軽水炉を高速炉に置

き換える），核種分離変換路線（燃焼炉による積極的なマ

イナーアクチニドの燃焼）などのオプション路線に発展

させてゆくことになる。再処理を行わない場合には，累

積量から既処理量を引いた使用済核燃料に対して，中間

貯蔵することが必要となる。六ヶ所再処理工場を動かさ

ない場合には，2010年代の後半には，使用済核燃料貯蔵

量が，原子力発電所内の管理貯蔵量である約20，000トン

を超える可能性が高い。

Ⅱ．バックエンドのシナリオと判断

原子力バックエンド管理の考え方としては，基本的に

は，①再処理リサイクル，②直接処分，③長期貯蔵の３

つしかないが，当面の現実解としては，これらの３つの

基本オプションを組み合わせたいくつかのシナリオがあ

り得る。現在，原子力委員会の下で核燃料サイクル政策

の検討を進めている“原子力発電・核燃料サイクル技術

等検討小委員会（座長：鈴木達次郎原子力委員会委員長

代理）”においては，長期貯蔵を除く，次の５つのシナリ

特別企画 我が国の核燃料サイクル

Direction of Future Fuel Cycle in Japan ; Fuel Cycle from the
Perspective of Cost : Hajimu YAMANA.
（2012年 ２月２５日 受理）
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オ（政策選択肢）を，検討対象として取り上げている。

� LWRワンススルー

� LWR�MOX限定リサイクル

� LWR�MOX多重リサイクル

� LWR�FR（アクチニド燃焼）

� FBR（高速増殖炉）

バックエンドの路線を選ぶ上で重要となる条件や要件

を，第 1表に示す。上記の�～�のシナリオにおいて，

資源利用効率，放射性廃棄物の量，放射性廃棄物の潜在

毒性，核拡散に対する措置（保障措置および物理的防

護），中間貯蔵量，等の特性が異なってくる。各シナリ

オのコストや社会的条件などの違いは，現実的な実行可

能性に大きく関わる条件である。

使用済核燃料の取扱いの視点は，基本的に，�使用済

核燃料の資源価値の利用，�高レベル放射性廃棄物の管

理の合理化の２つに集約されると言ってよい。�の「使

用済核燃料の資源価値」の視点からは，使用済核燃料中

に含まれるプルトニウムやウランの資源的な価値を評価

した上で，将来的な核燃料資源の展望に基づいて，使用

済核燃料をどのように扱うのかが問われる。�の「高レ

ベル放射性廃棄物の管理の合理化」の視点からは，地層

処分への負荷やそれに伴うリスク等が評価されねばなら

ない。２つの視点からの妥当性に加えて，コスト，核不

拡散対応，社会的な問題への対処，技術の進捗度，安全

性，などの種々の条件や，外的要件への整合が問われる。

「再処理リサイクル路線」の採用は，将来的な天然

フィッサイル資源の見通しについて楽観せずに，使用済

燃料中に残る資源物質（プルトニウムおよび残留U�235

を２次フィッサイル資源と称する）の燃料としての価値

を尊重するという判断に基づく。逆に，２次フィッサイ

ル資源の回収に余計なコストをかけずに，天然ウラン資

源（１次フィッサイル資源）への依存を楽観する場合に

は，直接処分を採用することになる。また，再処理リサ

イクル路線では，「使用済核燃料の全てを高レベル放射

性廃棄物として廃棄しないこと」による，高レベル放射

性廃棄物の条件緩和化の効果（廃棄体の体積や発熱量の

低減，したがって処分面積の低減，早期の核分裂生成物

核種の地層処分等）を狙うことが可能となる。

すなわち，再処理リサイクル路線を選択する場合は，

将来的な天然ウラン資源の入手の不確実性（資源争奪や

価格上昇）に対してかけるコストの妥当性が問われ，直

第 1図 種々の原子炉シナリオに沿った使用済核燃料の累積発生量

第 1表 バックエンド戦略の基本的な要件など
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接処分を選択する場合には，２次フィッサイル資源の価

値を放棄することによる資源的リスクが許容範囲である

という認識の妥当性が問われる。すなわち，天然ウラン

資源確保に対する楽観的展望が前提であり，使用済核燃

料を地層処分する上での負荷（処分面積の増加，中間貯

蔵量の増加，地層処分時期の遅れ等）を許容することが

必要である。この判断に対して，エネルギー事情などの

国情や経済的な状況の違い等によって，各国の戦略に違

いがあるというのも自然である。

Ⅲ．フィッサイル資源の“資源価値a

使用済核燃料から回収されるプルトニウムとウランの

持つ“資源価値（Importance）”に対する認識が重要であ

る。天然ウランが豊富に供給される状態では，使用済核

燃料中の資源（２次フィッサイル資源）の相対的な価値は

低くなるが，天然ウランの入手価格が上昇したり，資源

制約によってその入手が難しくなると，２次フィッサイ

ル資源の価値は相対的に高くなる。以下に，２次フィッ

サイル資源の経済的な価値と量的な価値について考え

る。

1．回収資源のクレジット
原子力発電コストは，発電プラントの建設費や維持費

に，天然ウラン費用，濃縮役務費用，再処理費用，処分

費用等を合計したものであるが，回収したプルトニウム

や回収ウランに買取価格があればその価格をマイナスす

ることができる（プルトニウムクレジット，回収ウラン

クレジット）とされていた。このためには，取引市場等

が存在しており正のプルトニウムクレジットが確定して

いる必要があるが，現在は，プルトニウムを取り引する

市場は存在しないので，プルトニウムクレジットを明確

に確定することは難しい。このことは，昨今の燃料サイ

クルコスト計算において，プルトニウムクレジットを明

確に扱うことはせず，発生したプルトニウムを自ら使う

サイクル事業としてのコストを評価していることの理由

の一つになっている。

原子力委員会下で行われた核燃料サイクルコスト評価

の中では，MOX燃料単価（割引率３％）41，500万円�tHM

は，ウラン燃料単価27，100万円�t（50＄�lbU３O８と低い天

然ウラン価格に基づく）を大きく超えており，プルトニ

ウムクレジットは負となる。プルトニウムクレジットが

正になるためには，天然ウラン価格が約110＄�lbU３O８を

超える必要があるが，これは，ボストン・コンサルティ

ング・グループ（BCG）報告に載る160＄�kgU（－24＄�

gPuf に相当）やマサチューセッツ工科大学（MIT）報告の

15，743 kg�lbU３O８（－24＄�gPuf）と，範囲として一致す

るとしている１）。なお，この計算は，再処理コストを所

与のものとしており，燃料費だけでのウラン燃料と

MOX燃料のバランスをとったものである点に注意が必

要である。

同様に，回収ウランクレジットについては，天然ウラ

ンを濃縮して得る燃料の取得原価と，回収ウランを再濃

縮する場合の燃料取得原価とを比較（炉心装荷時点換算）

して得られる。回収ウランを利用するための費用（転換，

濃縮，加工単価）は，天然ウランを利用する場合より高

くなると想定されるが，仮に，回収ウラン利用に天然ウ

ランの1．5倍の費用がかかるとしても，ウラン価格30＄�

lbU３O８において，ウラン燃料原価と回収ウラン燃料原価

は等しくなる。現在，天然ウラン価格は50＄�lbU３O８近

辺であるので，既に，回収ウランクレジットは正の範囲

にあると見ることができる１）。

なお，“資源価値”という言葉は，そのエネルギー安全

保障上の意義，廃棄物管理としての意味，戦略物質とし

ての意味等，外部経済的な広い意味を含むポテンシャル

を意味していることに注意が必要である。一方，上記の

クレジットは，市場経済による価格が明白なウラン燃料

との対比による価格の側面をあえて表したものであり，

本来の“資源価値”を正確に表しているわけではない。

2．回収資源の量的な側面
天然ウラン資源と２次フィッサイル資源の相対的な価

値を理解する上で，両者の量的なバランスを理解するこ

とが必要である。この観点から，天然ウラン資源の生産

量や資源量に比して，すでに発生した使用済核燃料や今

後発生する核燃料中に含まれる２次フィッサイル資源の

量が，どの程度の量的な関係にあるかを知ることは重要

である。第 2表は，AREVA社が公表している，「過去

に世界で採掘されたウラン資源の行き先」を示す２）。すな

わち，2000年までに世界中で採掘された天然ウラン中の

U�235がどのように使われたかを，天然ウラン量に換算

して表したものである。2000年までに採掘された世界の

累積生産量は約2，300 kt であるが，そのうち635 kt 分は

採掘に伴う廃棄物に移行して回収不能になっている。濃

縮ウランとして250 kt がストックされており，455 kt 分

a ここでいう“資源価値（Importance）”とは，金銭的な価値を
意味するのではなく，その物質が有する様々な効果やポテ
ンシャルなどの総合的な価値をいう。

第 2表 過去に生産されたフィッサイルウランの行き先

（天然ウラン量に換算）２）
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が劣化ウランとして保管されている（同位体品位は低

下）。核燃料として生産されたもののうち，実際に核分

裂したのは635 kt 分に過ぎないことは驚きである。一方

で，使用済核燃料中に残留している核分裂性プルトニウ

ムは，天然ウランに換算すると約250 kt 程度に相当す

る。また，使用済核燃料の中に残留しているウランは230

kt の天然ウランに相当する。すなわち，過去に採掘さ

れたウランの総量のうち，発電に使われたウランは約27

％だけであるのに対して，使用済核燃料や劣化ウランに

は合計約40％相当分が残っていることになる。

２次フィッサイル資源や劣化ウランは，量としては多

いが，資源の品位としては低いことに注意が必要であ

る。すなわち，劣化ウランについては同位体の品位が低

いため再濃縮コストが必要であり，使用済核燃料中のプ

ルトニウムや残留U�235については，再処理コストや回

収ウランの再濃縮のコストがかかる。２次フィッサイル

資源は，言わば，「量的には大きいが，再利用にコスト

のかかるフィッサイル資源」とでもいうべきものであ

る。また，２次フィッサイル資源の全てを利用できるわ

けではないことにも注意が必要である。軽水炉での

MOX利用では，核分裂させ得るプルトニウムは約70％

程度に留まり，回収ウラン利用では，再濃縮により燃料

として利用できるのは80％程度に留まる。１次フィッサ

イル資源（天然ウラン）や濃縮役務の価格が，２次フィッ

サイル資源の再利用に要するコスト（再処理および加工）

を超えるまでは，２次フィッサイル資源利用の経済的な

意義は低く留まる。後述するように，軽水炉でのMOX

利用においては，この経済的な意義が妥当化されること

は非常に難しく，経済的な意義は，ウラン価格が高騰し

た条件において安価な高速増殖炉を実現によってこそ妥

当化される。

なお，世界の天然ウラン資源については，OECDに

よるレッドブックによると，130＄�lb 以下で採掘可能

なウラン確認資源量は約540万トンと考えられているの

で，上記の2000年までの累積２次フィッサイル資源量

は，その約２割程度の位置づけにあると言える。２次

フィッサイル資源の再利用可能量として半分程度を想定

すれば，約１割程度の位置づけにあると言える。現在，

世界では，過去のウランのストックや解体核兵器材料が

供給されることで，年間約７万トンの需要に対して，年

間約４万トンの生産量で，需給がバランスしている。今

後の世界的な原子力利用の拡大に沿ってウラン需要が増

加しても新規鉱山の開発が追従しない場合には，価格上

昇に至る可能性は否定できない。２次フィッサイル資源

は，このような事態に対する，一種のストックとしての

意味を持つのではないか。

２次フィッサイル資源の位置づけを理解するために，

第 2図により，天然ウランとして採取されたU�235が，

軽水炉燃料においてどのように消費されるかを概念的に

示す。第２図は，PWR燃料（燃焼度45，000 MWd�t）を

想定し，ORIGEN�II により計算したものである。採掘

されるU�235のうち，濃縮ウラン燃料となるのは65％に

留まる。濃縮ウラン燃料の炉内滞在中に，このうちの43

％分が核分裂し，９％分が中性子捕獲により失われ，13

％分が使用済燃料中に残留する。一方，U�235換算で29

％に相当するプルトニウム及びMA核種が，炉内で生

成しつつ核分裂して発電に寄与している。プルトニウム

については，30％（Pu�239が22％，Pu�241が８％）相当

分が，使用済燃料中に残留する。結果的に，採掘した

フィッサイル量の65％が燃料として装荷され，そのうち

の43％が核分裂して利用される結果，約43％に相当する

フィッサイル資源（Pu�fissile�U�235＝30 : 13）が燃料に

残留するということである。残留分の30％を占める核分

裂性プルトニウムを回収して，MOX燃料として軽水炉

で１回利用すれば（限定MOXリサイクル），その７割近

くを燃焼利用できると期待される。また，高速増殖炉に

利用すれば，多重リサイクルによりそのポテンシャルを

ほとんど利用できると期待される。回収ウランについて

は，再濃縮により，残留しているU�235の約８割程度を

濃縮ウラン燃料として加工でき，第２図のスキムに従っ

て再び有効利用できる。

第 2図 軽水炉燃料でのフィッサイル物質の消費バランス

246 特別企画（山名）

（ 24 ） 日本原子力学会誌, Vol. 54, No. 4（2012）



Ⅲ．軽水炉核燃料サイクルのコスト

２次フィッサイル資源を回収するためのコスト（再処

理，MOX加工，回収ウラン再濃縮）が問題となる。軽

水炉バックエンドに関わる再処理コスト及びMOX燃料

加工コストについては，かつては，想定値が用いられた

が，現在では，六ヶ所再処理工場や高レベル放射性廃棄

物処分等の，既に現実化している事業での実際の費用を

用いて評価できる。

原子力委員会・原子力発電核燃料サイクル技術等技術

検討小委員会において核燃料サイクルコストの再評価が

行われた１）。この作業は，国家戦略室による原子力や火

力発電等の全ての電源のコスト比較評価のために３），原

子力委員会が再評価を実施したものである。発電コスト

の試算は，2010年時点でのモデルプラント（120万 kW）

をベースにしたもので，核燃料サイクルについても同様

の設定をしている。主要な計算の前提および条件は，プ

ラント規模：120万 kW，ウラン濃縮度：BWR 3．8％お

よび PWR 4．1％，燃焼度：ウラン燃料45，000 MWd�t

及びMOX燃料40，000 MWd�t，発電設備熱効率：34．5％

である。設備利用率や割引率については，幅を持たせて

設定された１）。

燃料サイクルコスト評価は，①再処理モデル，②直接

処分モデル，③現状モデルの３つのケースについて実施

された。①再処理モデルは，理想的な軽水炉ベースの核

燃料リサイクルのモデルであり，使用済み核燃料は発生

の３年後に再処理・MOX燃料加工されとして軽水炉に

繰り返しリサイクルされる。②直接処分モデルでは，炉

装荷時点を起点にして50年までは使用済核燃料が中間貯

蔵されてその後，直接処分される。③現状モデルは，発

生量の半分を再処理リサイクルし，残りの半分を50年間

中間貯蔵した後に再処理リサイクルする。六ヶ所再処理

工場においておおよそ半量を再処理リサイクルして残り

を中間貯蔵する現状の路線は，この現状モデルに近い。

コスト算定に使われた各工程の単価（割引率３％の

ケースを抜粋）を，第 3表に示す。ウラン燃料価格につ

いては，2008年から2010年の調達実績に基づいて設定

されている。MOX燃料単価については，最新の事業費

の増加を反映したものになっている。再処理単価につい

ては，法律に基づいて国が算定している値が使われてい

る。その他の項目についても，最新の値が使われている。

第 4表に，燃料サイクルコストの評価結果（割引率３％

のケースを抜粋，平成16年評価の結果を対比して表示。

小委員会報告より作成。）を示す。この結果を見ると，燃

料サイクルコストの合計は，直接処分モデルが1．00～

1．02円�kWhと最も低く，現状モデルが1．39円�kWh，

再処理モデルが1．98円�kWhと順に高い。現状モデル

は，現在の燃料サイクルの状況に近いものであるが，直

接処分モデルよりも0．37～0．39円�kWh高い結果となっ

ている。その差の大部分は，再処理コストが大きいこと

による（現状モデルで0．46円�kWh，再処理モデルで0．73

円�kWh）。地層処分のコストについては，再処理の２

つのモデルでのガラス固化体の処分が0．04および0．08円

�kWhであるのに対して，直接処分では0．10～0．11とや

第 3表 核燃料サイクルの単価（割引率３％）

第 4表 核燃料サイクルコストの評価結果（単位：円�kWh）（割引率３％）
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や高いものの，大きな差ではない。これは，平成16年に

行われた評価と比べると，直接処分での処分体の埋設手

法が合理化されており（地下坑道における，処分体の水

平運搬が可能となったこと），直接処分コストが平成16

年評価よりも低くなっているためである。平成16年の評

価と今回の評価での燃料サイクルコストを比較すると，

天然ウラン価格の上昇によりフロントエンドコストが

0．2～0．3円�kWh上昇したが，バックエンドについては

再処理コストがやや下がったことから，直接処分シナリ

オはやや上昇し，現状モデルはやや下がったという結果

になる。

再処理モデルでの再処理価格やMOX燃料価格の変動

に対する感度を知るために，再処理およびMOX燃料の

単価を1．5倍に上げた計算も行われた。再処理単価1．5倍

とは，現在の六ヶ所再処理工場が総費用11．7兆円で3．2

万トンの処理を想定しているのに対して，事業費用が３

兆円増加し，処理量が2．7万トンに留まるとした場合を

想定している。再処理およびMOX燃料単価が1．5倍に

上昇した場合，現状モデルの燃料サイクルコストである

1．39円�kWh（割引率３％の場合）が，1．64円�kWhに上

昇すると算出された。天然ウラン価格の上昇を想定し

て，ウラン精鉱要素の単価を２倍にした場合についても

評価された。これにより，燃料サイクルコストが，再処

理モデルおよび現行モデルでは1．2倍に増加，直接処分

モデルでは1．3～1．4倍に増加した。直接処分モデルの方

が天然ウラン価格の上昇に対してやや大きな影響を受け

ることが分かる。

高速増殖炉燃料サイクルのコストについては，今回の

評価では扱っていない。高速増殖炉サイクルは開発中で

あるため，日本原子力研究開発機構による実用化高速増

殖炉の戦略調査研究の評価結果を参考とする４）。実用化

高速増殖炉は，将来の軽水炉の発電単価を0．36円�kWh

と想定して，これ以下のコストを達成することを目標と

している。Na冷却高速炉と簡素化MOXペレット燃料

の組合せによる高速炉サイクルの発電単価の内訳は，資

本費（34％）�維持費（37％）�燃料費（29％）である。現行モ

デルの軽水炉発電コストの構成である，資本費（36％）�

維持費（43％）�燃料費（21％）と比べると，燃料費の相対

的割合が増えているのが特徴である。

Ⅳ．今後の核燃料サイクル戦略

核燃料サイクル政策についての議論の混乱には，原子

力バックエンド管理戦略の複雑さが十分に理解されてい

ないことが背景にある。核燃料サイクル戦略の策定に

は，資源物質管理と放射性廃棄物管理の２つの側面か

ら，どの程度のコストをかけることで原子力利用を長期

的に安定化できるかというバランス的な視点が重要であ

る。かつての懸念であった資源枯渇やエネルギー需要急

増は，現在の状況では極めて考え難く，むしろ今は，持

続的な非化石エネルギー源としての原子力の役割を維持

するための確実なバックエンド戦略が求められている。

２次フィッサイル資源の“資源価値”を，継続的な原子力

利用の展望に沿ってどの程度に見るかが問われる。結

局，将来のウラン資源価格やウランの入手可能性に対す

るリスク分析の判断の認識が必要である。

“資源の有効利用”は核燃料サイクルの本来的な意義で

あるが，使用済核燃料や劣化ウランに含まれる２次

フィッサイル資源の量は，エネルギー資源を持たない日

本にとって決して疎かにはできない規模である。また，

高レベル放射性廃棄物の管理の観点からは，直接処分よ

りも再処理のガラス固化体の処分の方が容易であること

が確かである。安全性や核不拡散性などの事業の前提と

なる要件については，適切な設計体対応や制度的対応を

取ることにより，両者に大きな差が発生することはない

と考えられ，それを理由に路線選択することは考えにく

い。重要なのは，天然ウランの今後の供給の長期展望の

中で，「２次フィッサイル資源のリサイクルにかけるコ

ストが，どの程度であれば妥当な範囲であるか」という

問いへの判断である。

今回のコスト検証によって，再処理方式（多重MOX

リサイクル，限定MOXリサイクル）の方が直接処分方

式よりも，0．4円�kWh程度高いことが明確になったが，

MOXリサイクル方式では約80％の燃料を濃縮ウラン燃

料に依存することから，天然ウラン価格が上昇しても，

MOXリサイクルと直接処分サイクルでの発電コストの

差は大きくは縮まらない。したがって，0．4円�kWhの

差は，軽水炉でのMOXリサイクル方式を続ける限り

は，当面は解消できない。軽水炉でのMOXリサイクル

方式は，プルトニウム利用による経済的効果を直接狙う

ものでないのは確かで，むしろ，再処理を行うことによっ

て２次フィッサイル資源を利用可能な状態に保持してお

くための暫定的な手法であるといった方がよい。すなわ

ち，軽水炉でのMOXリサイクル方式は，一定の許容範

囲の負担によって２次フィッサイル資源の“資源価値”を

確保しておくための当面の方策である。これに対して，

高速増殖炉サイクルは，天然ウラン資源に全く依存しな

いため，天然ウラン価格が高騰し軽水炉発電コストが許

容できないくらい上昇する将来において，軽水炉にとっ

て代わる意義は大きい。

以上のように，当面，0．4円�kWh程度のお金をかけ

てMOXリサイクル方式を続けることで，天然ウラン価

格の高騰の時代に速やかに高速増殖炉に移行できるよう

な技術や制度の基盤を固めておくことには，一定の合理

性があるのではないか。また，再処理を進めることによっ

て，早期の地層処分実施を含む放射性廃棄物管理の合理

化を図るという放射性廃棄物管理上の意義は重要なので

はないか。一方で，直接処分を想定した中間貯蔵施設で

の長期の貯蔵に関しては，社会合意の獲得を含めての準
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備不足や不確定性が存在することを，現実的な条件とし

て無視すべきではない。

原子力の核燃料サイクル路線の判断は，軽水炉発電に

おける，直接処分とリサイクルの比較としてだけではな

く，火力発電を含んだ発電系の中で行われるべきであ

る。第 3図に，今回評価された原子力発電コストと火力

発電コストを対比して示す。石炭火力発電や LNG火力

発電では，コストの大半が燃料費用であり，将来，これ

らの化石資源の入手価格が上昇する場合，発電コストに

大きく影響を与える。これに対して，原子力発電での燃

料費の割合は小さく，濃縮ウラン燃料の価格上昇の影響

は大きくは影響しない。現状路線の再処理費用は直接処

分に対して0．4円�kWh高いが，減原子力により割高な

火力発電が優位となるベストミックスの中で，この差が

全発電系へ致命的な影響を与えるとは考えにくい。むし

ろ，将来の化石資源や天然ウラン価格の高騰のリスクへ

の認識，使用済核燃料の貯蔵量の削減等の観点，将来的

な核種変換への可能性を残すという視点から，0．4円�

kWhの負担により既定路線の再処理路線を継続しなが

ら高速増殖炉の技術を整備する体制を維持する路線が妥

当化される余地は，十分にあるのではないか。
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Ⅰ．はじめに

2011年３月11日の「東日本大震災」の発生から，ほぼ１

年が過ぎようとしている。当初の想定値をはるかに上回

る津波の来襲により福島第一原子力発電所の大事故が発

生し，数十万テラベクレルの放射性物質を放出した。一

旦大事故が起きれば急性白血病などで多くの人が命を落

とすというようなことは全くの杞憂であったが，多くの

近隣住民の方々に避難生活を強いており，環境に放出さ

れた放射性物質の除去作業がようやく途に着いた状況で

ある。今後の帰還の見通しは，まだまだ不明な状況であ

り，原子力発電所の事故による社会的な影響は非常に大

きいことを改めて認識しなければならない。

一方，事故後，原子力安全・保安院から各電力事業者

に対して，短期的・中長期的な津波対策の実施を求める

指示が出され，各事業者は対応できる部分から対策に取

り組んできていた。原子力発電所の大事故が与える社会

的影響を鑑みれば，設計基準をはるかに上回る津波が来

襲した場合，福島第一原子力発電所のような大事故に再

度陥るのか，あるいは，この津波対策が有効であり，こ

のような大事故には至らないと言えるのかどうかを客観

的に判断する必要性がある。さらに，このことを地域の

方々に分かりやすく説明することが原子力発電所に対す

る不信感の払拭には不可欠であるとの考えから，日本保

全学会内に「津波対策評価ガイドライン検討会」が組織さ

れた。

この委員会は，2011年５月27日から７月８日まで，毎

週１回の計７回の検討会と，６回の幹事会，つまり合計

13回が集中的に開催され，この委員会において我が国の

軽水型原子力発電所が津波に対してどの程度の対応力を

備えているかを評価するための「津波対策評価ガイドラ

イン（ver.1）」１）が策定され，さらに，軽水型原子力発電

所（東京電力を除く37基の発電所）の津波に対する安全性

の評価が実施された。折しも，このガイドラインが委員

会で認められ，軽水型原子力発電所の評価が終わる直前

に，政府からストレステストの実施が発表され，このた

め，ガイドラインに基づいた評価結果の公表は，評価の

基礎データの再確認を実施するための時間的余裕がない

ため，一部を除き，ストレステスト終了後に行うことと

なった。

本報では，ガイドライン策定の背景，内容，評価結果

について解説し，今後の活動についても簡単に述べる。

なお，このガイドライン自体は，英訳版とともにすでに

印刷物となっており，公表されている（http : //www.jsm.

or.jp/jsm/）。

Ⅱ．ガイドラインの概要

1．目的と考え方
津波の来襲により，現状の軽水型原子力発電所に発

生・進展しうる事象を整理した上で，発電所が想定を大

幅に上回る津波に対しても，十分に対応できる備えを

持っており，安定的な冷却機能へ移行できる能力を備え

ているか否かを評価できる方法・手順を明確化し，我が

国で運転開始後の軽水型原子力発電所の津波対策が原子

炉及び使用済燃料プールの安定的な冷却状態（崩壊熱を

発生する燃料が冷却水に安定的に冠水した状態で維持さ

れている状態）を達成し，それを維持する方策として妥

当であるかどうかを判断するための評価方法を示すこと

を目的としている。そこで，以下の�～�に示すような

基本的な考え方に基づいて評価を行う。
Development of Guideline for Assessing Large Tsunami

Countermeasures : Hidetoshi HASHIZUME.
（2012年 ２月１７日 受理）

福島第一原子力発電所の大事故により，想定外の大津波に対する原子力発電所の安全性に対

しての疑問が生じた。そこで，NPO法人日本保全学会内に組織された，「津波対策評価ガイド

ライン検討会」において，我が国の軽水型原子力発電所が津波に対してどの程度の対応力を備

えているかを評価するためのガイドラインを策定し，さらに，軽水型原子力発電所（東京電力

を除く37基の発電所）の津波に対する安全性の評価を実施した。本報では，ガイドライン策定

の背景，内容，評価結果について解説し，今後の活動についても簡単に述べる。

解説

津波対策評価ガイドラインの策定
福島第一原子力発電所の事故後の対策を受けて

東北大学 橋爪 秀利
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� 地震後の津波が来襲し，外部電源が喪失すること

を想定し，その際の原子炉の安定的な冷却状態を確

保するための方策が多層化され，それらが多様化さ

れていることを評価する。その際には，津波の到達

する範囲の拡大に対応してその各段階での対策が整

備されていること（空間的評価）と，津波に起因して

発生する事象の進展に対応してその各段階で対策が

整備されていること（時間的評価）を評価する。

� 津波高さを限定せずに設計基準事象を超える事象

（過酷事象）を想定した検討を基本とする。

� 各原子力発電所が整備している津波対策が実効性

のあるものであることを確認するため，津波対策の

実施訓練も評価に含める。

� 津波対策として今後得られる最新の考え方や設備

の導入が阻害されることがないように配慮する。

運転開始後の軽水型原子力発電所に，地震による津波

が来襲した後の，原子炉と燃料プールが安定的に冷却可

能であるかどうかを評価するために，特に重要なシステ

ムである電源と崩壊熱ヒートシンクの確保の観点から，

津波対応設備の状況と想定している内容を評価対象とし

ている。

2．評価方法
津波対策は燃料の冠水および安定的な冷却状態を確保

するため，大津波発生の警報等を受け，津波監視と機材

の手配などの準備を進め，津波襲来後の被害確認と本設

�可搬式設備による対応に基づいた安定的な冷却状態へ

の移行が可能かどうかを評価する。

まず，各発電所で設定している津波の高さを第一段階

の津波の高さとし，さらに，プラントごとに，施設高さ

および施設防水性に基づいて，電源�ヒートシンンクの

使用可否を左右する津波の高さを段階的に設定し，津波

対策の妥当性を，安定的な冷却が可能な条件（電源・ヒー

トシンク・注水設備等）が確保されているか，計装や監

視設備等の手段があるか，といったような視点から評価

する。さらに，深層防護の考え方を導入した検討方法を

導入し，津波の到達する範囲の拡大に対応してその各段

階で対策を評価する空間軸に沿った検討と，津波に起因

して発生する事象の進展に対応してその各段階で対策を

評価する時間軸に沿った検討を実施し，津波来襲以降の

事象の進展および津波到達範囲の拡大を想定して評価す

る。具体的には

� 空間軸に沿った評価として，取水口・敷地・建屋

といった発電所における施設への津波到達範囲の順

次拡大時の評価

� 時間軸に沿った評価として，地震発生・津波来

襲・電源喪失・ヒートシンク喪失・炉心損傷へと

いった事象の進展に沿った評価

� 本設の対策設備・動力源・水源の有無，およびそ

れによる対応可能時間と次の冷却手段への引き継ぎ

手順の明確さの評価

� 本設設備の代替となる可搬式設備確保の評価

� 各段階における防水等の各種対策の有無および訓

練などによる実効性の確認がなされているかどうか

のチェックリストによる評価

を行う。詳細な項目については，ガイドラインを参照し

て頂きたい。

3．欧州ストレステストとの相違点
欧州のストレステスト２）では，大事故の起因事象とし

て地震と洪水を想定しており，特に，洪水に関してはレ

ベルの選定理由を求めているが，津波の場合には津波高

さと来襲回数を今回の地震から得られる知見を反映して

評価することが時間的に困難であるため，段階的に高く

することとしている。また，欧州ストレステストでは，

わずかな変動が危機的な事態を招くような事象（クリフ

エッジ）を特定し，この影響を防止する対策あるいはプ

ラントの頑強性を強化する対策を示すことを求めてい

る。なお，外部電源の喪失は数日程度を想定しているが，

本ガイドラインでの評価の際には，復旧までの時間は特

に定めず，外部電源がない状態での事象の進展を評価し

ている。

日本の原子力発電所にこのストレステストを当てはめ

るとすれば，津波に対する短期対策以前の状態での評価

を行い，クリフエッジを抽出し，その対策を講じるとい

う順番になるが，すでに短期対策を講じているため，対

策後の結果を含めて評価することになる。

Ⅲ．評価結果

前章で述べたように，本ガイドラインは，津波高さを

順次変化させ，津波に対する耐性評価を行うことを一般

的な目的として制定されているが，今回は，福島第一原

子力発電所の事故を踏まえて津波高さを約10～15 mと

想定し，津波に対する短期対策以前と対策後の原子力発

電所の評価を実施した結果について簡単にまとめる。な

お，評価においては，機器や施設に対する防水性を考慮

し，防水性が維持できる津波高さまでは機器が使用可能

であり，その高さを超えた場合には使用不可としており，

機器等の配置場所による浸水までの時間的裕度や侵入水

量に基づいた浸水の回避可能性などは考慮していない。

また，淡水注入可能時間は，Sクラスの機器内にある

淡水量から計算し，電源車からのつなぎ込み時間は訓練

の実績を基に評価している。

空間軸に沿った検討結果の例の一部を第 1表に示す。

ここでは，電源に関して，津波高さの違いによる使用可

能性について評価しており，10．7 mの高さの津波で全

交流電源喪失状態（SBO）になり，15．7 mの津波高さで

全電源喪失状態（TBO）に至ることが明らかである。
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1．短期対策以前の評価
短期対策以前では，想定外の津波の来襲の結果，非常

用ディーゼル発電機が使用不可能となり，直流バッテ

リーが切れた段階で炉心損傷が始まると評価された。こ

の結果は，どの原子力発電所においても同様であり，大

津波に対する以前の原子力発電所の脆弱性を露呈してい

ると言える。福島第一原子力発電所の１号機・２号機で

は，この直流バッテリーも津波で使用不可となったた

め，非常に早い段階で炉心損傷が発生したものと考えら

れる。

2．短期対策後の評価
典型的な例として，第 1図に地震発生後の津波に来襲

されたBWR原子力発電所の時間軸に沿った評価結果を

示す。図より明らかなように，短期対策を実施したこと

により原子炉の安定的冷却が可能となっていることが分

かる。実際の原子力発電所の評価もほぼ同様な結果と

なっている（評価は終了。数値等の最終チェックが終わ

り次第，随時公表予定）。

また，原子力安全・保安院の短期対策以前であればプ

ラントごとに津波に対する裕度の差はあったと考えられ

るが，短期対策実施後のクリフエッジ事象は，おおむね

以下のようにまとめられる。

� 津波の高さが，「沿岸部に配置された海水冷却系

の機能が喪失する高さ（設計津波高さ＋α）以上，津
波が原子力安全・保安院からの指示に基づいて対策

が取られた高さ以下」の場合は，非常用DGの停止・

最終ヒートシンクの喪失事象。

� 津波の高さが，「原子力安全・保安院からの指示

に基づいて設定した高さ以上」の場合は，建屋内部

の直流バッテリー・建屋内循環システム等の冠水に

よる機能喪失。

なお，�の場合には，津波襲来による非常用ディーゼ

ル発電機の機能喪失時から，電源車からの電源が供給さ

れるまでの間は，直流バッテリーが唯一の電源となって

いることが明白である。また，�の場合でも，直流バッ

テリー等の防水化を施し，浸水した場合でも最低限のシ

ステムを作動させることができれば，その後の事故の緩

和につながると考えられる。

したがって，安全性の向上のためには，直流バッテリー

の防水化・予備を準備するなどの多重化は当然不可欠で

あるが，外部電源の強化も重要な対策となる。この電源

の強化策としては，例えば，原子力発電所の近くに小型ガ

スタービンを設置し，通常時は商用電源とし，再生エネル

ギーの発電量変動対応電源として用いることができれば

さらに利用価値があがり，非常時には直接，原子力発電所

に電力を供給すると同時に，余った電力は立地地域の重

要拠点に供給し，最低限の情報提供や医療サービスの提

供が可能とするなどして，地域一帯の安全性向上に資す

ることもできる。以上のようなことを踏まえると，津波

に対するストレステストに対して，本ガイドラインによ

る評価は簡易的な方法となっているものと考えられる。

第 1表 津波到達範囲と対応策の検討例

（注） ◎：使用可能，×：使用期待できず（不可），―：稼動可能状態，∞：復旧期待できず（使用不可）
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Ⅳ．今後の活動方針

原子力安全委員会原子力安全基準・指針専門部会第11

回地震・津波関連指針等検討小委員会会議後決定資料に

も記載されているように，津波に対する耐性を評価する

際には，津波の高さの基準値（基準津波）を，まず決める

必要性が生じるが，精度よく津波の高さを予想できるか

どうかは発生源や規模を正確に予測できないことから非

常に難しい。また，設定した高さよりも高い津波が来襲

した場合に，福島第一原子力発電所のような事故に陥る

のではないかという不安は払拭できない。さらに，津波

高さの基準値までの津波に対しても100％想定通りに事

態が進むとも限らない。そこで，対策として，ハードと

ソフトの２つの視点から考える３）。すなわち，安全性の

確保のためには，ハードだけを強化しても場合によって

は対応できなくなる可能性がゼロではなく，いつでも使

用可能な機器（高台に置かれている可搬式の機器など）を

用いた柔軟な対応措置を日頃から準備しておくというよ

うな対策をとる。特に，過剰なハードの強化は，経済的

な負担となるばかりでなく，メンテナンスを含めたシス

テムの更なる複雑化を招くと同時に，安全に対する過信

をもたらし（例えば，スーパー堤防に守られているとい

う安心感からの避難の遅れなど），かえって安全性に対

しての改善の阻害にもなりえる。そこで，以下のような

プロセスを保全活動の一環として取り扱うことを提案し

たい。

� 津波の高さを設定する。

� 津波が襲来した場合でも放射性物質の大量放出に

至らないための最小限のシステムを抽出する。

� システムを機能させるためのシナリオを検討す

る。

� ソフトによる対応では解決できない場合には，

ハードの強化・新設を行う。

� ソフトによる対応が可能であっても，想定した津

波襲来の確率や発電所としての経済的損失�対策費

用から，ハードの強化・新設を事業者が判断して実

施する。

� 訓練等を通して，実際に対応できる体制を整える。

� 設定した津波の高さが，基準津波の高さを十分超

えていない場合には�に戻る。

第 1図 ガイドラインに基づく標準的なBWRの時間軸に沿った評価例
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このようなプロセスを通して，津波対策のたゆまぬ高

度化を進めるというのが，津波対策の保全の姿ではない

かと考える。すなわち，ストレステストを実施するだけ

ではなく，その結果に基づいて常に津波に対する安全性

向上を目指した改善を進めることが，従来の保全活動と

大きく異なる点であると思われる。さらに，シビアアク

シデント（SA）対策を用意しておくだけでなく，いろい

ろな事象を想定し，SA対策を活用するためのシナリオ

を考えると同時に，最悪の事故が発生した場合でも周辺

への放射性物質の放出量を常に少なくするための努力を

続けるということが，これからの原子力エネルギー利用

のために求められることであると思われる。

最後に，津波対策評価ガイドラインの制定に向け，集

中的な議論に積極的にご協力頂いた委員，関係機関の

方々への御礼を述べるとともに，原子力発電所のさらな

る安全性向上を目指し，今後も関係各位のご協力をお願

いしたい。
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３）木下富雄，リスク学から見た「想定」問題，平成23年度日

本設備管理学会秋期研究発表会�第３回検査・評価・保

全に関する連携講演会，特別講演．

著 者 紹 介

橋爪秀利（はしづめ・ひでとし）
東北大学
（専門分野�関心分野）超伝導工学，電磁構
造工学，熱流動工学
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Ⅰ．はじめに

今回の福島原子力発電所の事故に伴う放射線災害で

は，原子力災害対策特別措置法（原災法と呼ぶ）成立以

後，初めて本法令と関連する防災基本計画・原子力災害

対策編や原子力施設等の防災対策について（防災指針と

呼ぶ）に基づく災害対応がなされた（災害対応の全体の仕

組みを本稿では防災システムと呼ぶ）。

放射線影響分科会は，災害に対する防護対策が円滑に

実施されることを目的として，４月中旬に「原子力安全」

調査専門委員会内に設置された。本分科会の活動は，現

に進行しつつある災害の現状を踏まえて，原子力災害特

別措置法制定時に示された①迅速な初期動作の確保，②

国と地方公共団体との有機的な連携，③国の緊急時対応

体制の強化，④原子力事業者の責務の明確化などの確実

な遂行などと深くかかわり，特に，防護対策が最も重視

される迅速な「初期動作の確保」の問題とは当初から密接

に係わりをもって進められてきた。

今回の福島原子力発電所の事故による放射線災害は，

複合災害の困難な状況下での災害対応を余儀なくするも

のであった。本稿ではこうした困難な状況下で放射線災

害の特殊性に対処すべく，学会としての対応活動の一環

として進められてきた放射線影響分科会の活動の成果と

課題を概観する。

Ⅱ．「原子力安全」調査専門委員会放射
線影響分科会の設置と活動の目的

1．設置の背景
事故による放射線災害の初期対応では，防護対策を効

果的に実施する観点から災害に関連する放射線情報の取

得の課題が重要になる。ここでは，まず，この問題と深

くかかわる緊急時モニタリングについて，原子力安全委

員会の示す「環境放射線モニタリング指針」の関連事項を

簡単に紹介する。

緊急時モニタリングは，緊急事態が発生した際の防護

対策の立案や周辺住民への影響評価に必要な情報を得る

ことを目的として実施される。また，実施に際してはこ

れを効率的にかつ確実に実施するために２段階に分けて

実施することとし，第１段階は，応急対策を立案する観

点から特に迅速性を重視し，第２段階は，影響評価や復

旧対策を実施する観点から，正確性を重視することを求

めている。すなわち，迅速性の求められる原子力緊急事

態の初期対応においては，第１段階の緊急時モニタリン

グである，�原子力施設周辺の空間線量率および周辺に

放出された大気中の放射性物質（放射性希ガス，放射性

ヨウ素，ウラン又はプルトニウム）の濃度の把握，�放

射性物質の放出により影響を受けた環境試料中の放射性

物質の濃度の把握，�適切な防護対策に資するための周

辺環境における予測線量の迅速な推定，を最優先，最重

要な課題としている。

しかし，今回の事故・災害では，�緊急時モニタリン

グ体制の確立に時間を要し，�放出源情報が得られない

Activities of Research Group on Radiological Aspects of

Emergency Countermeasures in the Nuclear Accident of

Fukushima Nuclear Power Plants，（Ⅱ）：Itsumasa URABE.
（2012年 ２月６日 受理）

「原子力安全」調査専門委員会放射線影響分科会は，放射性物質による環境汚染や水・食品汚

染が問題となり，避難や退避，食物摂取制限などの措置がとられている状況下で，緊急時下の

放射線防護の考え方の整理，適切な放射線情報の把握と情報の公開，防護対策を実施すべき線

量基準の検討などを目的として立ち上げられた。この間，防護対策の円滑な実施に寄与するた

めに，放射性物質の放出率，拡散状況の評価，環境中の放射性物質及び放射線情報の収集，分

析，評価，緊急時下の放射線測定の課題，住民および防災関係者の被ばく管理，関連学協会と

の連携，情報の公開および災害対応活動に対する提言などの活動を行ってきた。本稿では，2011

年10月に行われた「原子力安全」調査専門委員会国際シンポジウムでの報告を整理して述べる。

解説

福島第一原子力発電所の事故に係わる
放射線影響分科会の活動報告，（Ⅱ）

緊急事態宣言下初期における放射線情報の把握と活用

「原子力安全」調査専門委員会 放射線影響分科会
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ことから SPEEDI 情報が活用されない，�避難，屋内

退避の防護対策の実施とモニタリング情報の関連性が不

明確である，�モニタリング情報は点と線に限られ系統

的な（項目，地域，時間間隔等）把握ができていない，�

線量ではなく線量率の，放射能摂取量ではなく濃度の情

報に振り回されたことなど，特に放射線情報の把握に関

して計画的に実施されたとは考えにくい状況が相当長期

間続き，放射線モニタリング情報の時宜を得た開示や被

ばく線量と放射線影響の関連性に関する適切な説明など

災害応急対応に必要な情報が不足する困難な状況が続い

た。放射線影響分科会は，こうした状況下の４月中旬に，

緊急時における放射線防護の考え方の整理，あるいは適

切な放射線情報の把握と情報の公開，防護対策と線量基

準の検討などを目的として立ち上げられた。

2．活動の目的
放射線影響分科会の構成部会，メンバーおよび活動の

目的を第 1表に示す。本分科会は，検討すべき問題が広

範囲に及ぶ可能性があることから，保健物理・環境科学

部会，放射線工学部会，社会環境部会によって構成され

た。分科会の活動の目的は，第１表にあるように，緊急

事態宣言下にある環境および周辺住民の被ばく線量と災

害対応に当たる防災関係者の被ばく線量の低減を合理的

に達成することに寄与することとした。

特に，施設からの放射性物質の放出が継続するなかで

可能な限り迅速に被ばく線量の低減を実現する必要か

ら，活動の内容は，放射性物質の挙動の単なる調査に留

まらず，放射線情報の把握と防護対策実施に関する提案

を積極的に発信するものになることが求められた。こう

した観点から，当分科会では当面取り組むべき具体的な

課題として，�放射性物質の放出率，拡散状況の評価，

�環境中の放射性物質及び放射線情報の収集，分析，評

価，�緊急時下の放射線測定の課題，�住民および防災

関係者の被ばく管理，�関連学協会との連携，�情報の

公開および災害対応活動に対する提言，を以下のように

整理し活動した。

Ⅲ．調査の概要と教訓

1．ICRPの考え方の適用
４月上旬は大量の放射性物質の放出の危険が３月段階

に比べ相当改善された時期にあたる。この時期には放射

性物質による環境汚染や食品汚染が問題となり，避難や

退避，食物摂取制限などの措置がとられている。こうし

た状況を踏まえて，当分科会では４月下旬以降を緊急時

被ばく状況から現存被ばく状況への移行期と捉え，予期

しない放出に備えながら災害対応に当たる際の放射線防

護上の考え方として ICRPの考え方の適用を検討した。

主な考え方としては，現存被ばく状況の放射線防護とし

て，�最適な防護対策を決定する際の透明性の確保，�

防護措置に対する国の責任と利害関係者の関与，�最適

な防護措置を実施する際の線量基準（参考レベル）の適用

の仕方など，また，長期被ばく状況の放射線防護として，

�適切な防護対策を実施するためのモニタリングシステ

ムの確立，�利害関係者の意思決定過程への参加，�防

護対策の解除は対策レベルとの関連で検討することな

ど，この時期の防護対策の実施に関連して重要な指針を

提案することができた。

2．放射性物質の大気放出
分科会の活動としては，最初に放出源情報の検討を

行った。今回の事故では，その初期において，放出源情

報が得られなかったため SPEEDI システムによる放射

能影響評価の情報が活用されなかった。しかし，放射線

災害の初期対応の重要性を考慮すると放出源情報のもつ

意味はきわめて大きい。当分科会では，原子炉施設から

の放出放射性物質の放出量を，①敷地境界および遠隔地

の環境モニタリングデータと②大気拡散評価システムを

用いて評価した。

この時期には政府機関においても放出源情報が公開さ

れたが，緊急時の予測のみならず，放出源情報の把握に

大気拡散の計算的手法が重要な役割を果たすことが認知

された意味は大きい。それ以後，計算的手法による大気

拡散の評価に基づいて，�防護対策の実施されている近

距離（20 km圏内）への影響，�施設北西方向の数十 km

範囲への影響，�広域（福島県中通りや東北地方および

関東地方）への影響などの推定が可能になった。また，

後のわらの汚染の問題の解明にも大気拡散計算が重要な

役割を果たした。

第 1表 日本原子力学会「原子力安全」調査専門委員会

放射線影響分科会の構成

部会構成 保健物理・環境科学部会，放射線工学部会，

社会環境部会

委員構成 占部（福山大），服部（電中研），山澤（名大），横山

（藤田保健大），高橋（知）（京大），百瀬（JAEA），

飯本（東大），井口（名大），平山（KEK），高橋

（浩）（東大），上松（東芝），佐波（KEK），岩井

（原技協），諸葛（東大），三島（大林組），稲村（電

中研），中島（JAEA），澤田（三菱重工）

活動目的 ・環境および周辺住民と災害対応に当たる防災

関係者の被ばくの低減を合理的に達成するこ

とに寄与すること

・長期的な視野から，引き続き対応すべき諸課

題の検討に寄与し得る客観的な放射線学的情

報を整備しておくこと

・原子力災害の特殊性を考慮し，得られた情報

を分かりやすい形で国内および世界に発信す

ること
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3．面情報としての空間線量率分布の評価
効果的な防護対策を実施するためには，放出された放

射性物質による被ばくの経路に沿った防護対応策を検討

する必要がある。また，これまでに得られた緊急時モニ

タリングデータを防護対策立案の情報源として有効に役

立てるためには，現在あるデータを時系列的に空間的な

広がりを持って整理する必要がある。当分科会では，公

表されているモニタリングデータに基づき，まず，公衆

の被ばくの経路ごとの線量評価を行った。その結果，�

主要な経路は大気中に放出された放射性物質による外部

被ばくであり，�初期の放射性プルームによる内部被ば

く評価は，現状では難しく，将来の詳細情報に基づいて

実施する必要があるとの結論を得た。この結論に従い公

開されている核種ごとのデータをもとに，福島県とその

周辺地域の５月中旬の時点での空間線量率分布を面情報

として整理した。この結果は５月の原子力学会主催の緊

急シンポジウムで公開した。

空間線量率分布を面情報として把握することにより，

広域の放射性物質の分布状態が明らかになり，�北西方

向の計画的避難区域に指定されている地域で高い空間線

量率が認められ，�福島県中通り地区で空間線量率が比

較的高くなることなどが認められた。放射線情報を面情

報として把握した経験は，それ以後のモニタリング計画

立案の際のデータの取扱いに重要な貢献をなすものと

なった。また，空間線量率分布の結果を公開するにあたっ

ては，情報を受け取る側の団体や個人によって利害に相

違の生まれることを考慮し，放射線影響に関する十分な

説明とともに，防護対策の実施計画やデータの公表の仕

方などについて利害関係者との十分な協議が必要なこと

も明らかとなった。

4．放射性物質の海洋拡散
これまでの緊急時モニタリングでは，その第１段階に

おいては海洋に放出された放射能の影響評価は含まれて

いない。今回の事故では３月21日採取の放水口での放射

能が極めて高い値を示したことから海域のモニタリング

が注目された。しかし，海域の影響の把握のためには災

害対策本部による分析結果のほかにいくつかの研究機関

の詳細な調査による情報提供が必要であった。日本原子

力研究開発機構や電力中央研究所での７月段階における

海域の放射性物質の挙動評価の研究から，�大気－海洋

結合汚染物質モデルを用いた現実的な評価により海水，

堆積物の放射能推定，コウナゴ高濃度現象の解明が行わ

れ，�海域の分布評価には大気からの降下を考慮する必

要があることが明らかにされた。また，観測結果と計算

結果の比較により，�原子力施設よりの直接漏洩量の推

定が可能であることなどが明らかとなった。これらの結

果から，原子力緊急時には陸域に向かって放出された放

射性物質と同様に，海域に放出された放射性物質の動態

を把握できる体制を構築しておく必要があること，また

海洋拡散の問題は国内の問題に留まらず国際問題に発展

する可能性があり，緊急事態に放射性物質を海域に向

かって放出することの国際的な取決めを検討しておく必

要があることなどの課題も明らかになった。

5．住民等の被ばく線量の評価
緊急時モニタリングでは，住民等の被ばく線量評価は

第１段階ではなく第２段階のモニタリングに位置づけら

れている。しかし，これは第１段階に相当する期間が比

較的短時間であることを想定したものである。今回の事

故では，第１段階と第２段階の明確な区別を付けること

が難しく，また初期の被ばくの重要性を考慮すると，む

しろ，ICRP等の提案する被ばくの状況に応じた課題の

設定の方が適切である。すなわち，事故後の対応を緊急

被ばく状況と現存被ばく状況に分ける考え方である。

緊急時被ばく状況での住民の被ばく線量評価では，放

射線情報の把握とともに，�地域別放射性物質分布と住

民の行動調査に基づく被災者の線量評価の実施体制，�

初期段階の内部被ばくモニタリングの実施体制の２つの

体制を確立する必要がある。また，現存被ばく状況下で

は，�参考レベル（１～20 mSv）の運用と最適化，�住

民の被ばくに対する不安の軽減対策，�被災した個人は

詳細な放射線情報とこれに基づく線量低減手段の情報を

受けるべきであること，�生活環境に応じた個人モニタ

リング，環境モニタリングの実施，住民の安全と安心を

考慮した健康調査の実施，などが被ばく線量評価ととも

に重要な課題となることが提案された。現状はこれらの

ことを適切に実施することの重要性を示している。ま

た，住民の被ばく線量の取扱いや線量低減の目標とその

実施計画について利害関係者を交えて明確にすることな

どは，これからの復旧計画等で重要な役割を果たすと考

えられる。

6．緊急時放射線計測の課題
放射線計測には２つの側面からの問題がある。ひとつ

は緊急時に活用することを目的に開発を行ってきた航空

機サーベイやロボットシステムの緊急時下における有効

利用の問題であり，他方は公衆による放射線測定の問題

である。

前者の緊急時モニタリングでは，①高線量率域環境放

射線モニタリング，②多層構造広域放射線モニタリン

グ，③環境放射線モニタリング共通基盤技術の整備など

の課題を検討中であることが報告された。特に，JCO

事故以後に進められた高線量率域のモニタリングシステ

ムについては，今後の活用の可能性も高く，早急に改善

すべき点を検討し，実際の応用に供する必要がある。一

方，多層構造広域放射線モニタリングの考え方は各種の

放射線情報を有機的に結び付けようとするもので，緊急
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時対応を効率的に進めるうえで重要であり，早急な開発

と現場での試験的な応用が望まれる。

公衆の放射線測定については，予想以上の広がりがみ

られ，多くの人が測定の経験をしている状態にある。こ

のことは公衆の放射線理解に繋がる可能性もあり重要で

あるが，同時に誤った放射線情報を広める危険性もあ

る。実効線量概念の明確化とともに正確な測定を実施す

るための留意事項として，�放射線検出器の種類，単位，

指示値と放射能の関係，�測定条件（高さ，周囲の条件

（広がり），気象条件），�バックグラウンドの影響，検

出器と遮蔽，測定値の変動，�取扱説明書，校正などに

ついて説明し，多くの人達の関心に適切に応える活動を

進めてきた。

Ⅳ．おわりに

以上見てきたように，今回の福島での原子力発電所の

事故による放射線災害では，現有の防災システムの機能

に加えて，特に災害の初期においては，行政と原子力や

防災の専門家の一体となった対応が求められた。災害は

往々にして予期しないところで生じ，想定を超えた対応

が求められる。放射線影響分科会のこれまでの活動か

ら，原子力災害に対する対応をより実効的なものにする

には，今回の防災システムの運用の経験を生かし，防護

対策を立案するための放射線情報の取得と活用の視点を

明確にするとともに，事故や災害の不測の事態に専門的

な立場からの臨機応変な対応（対応の即時性，柔軟性，

創造性）が必要となること，特に防災組織の指揮命令系

統に原子力防災の専門的技術を有する常設の対応組織を

設置することの重要性が示唆された。

また，これからの課題として，原子炉が安定的な冷却

状態に入り，放出放射性物質の量も減少した現段階で

は，災害対応の放射線学的側面として，

�被災者の居住する生活環境の放射線情報の把握

住民の帰還を目的としたモニタリング計画

�線量低減化対策についてステークホルダ間の合意形成

線量率の変動予測と除染計画の立案と合意

�緊急事態解除に必要な条件

緊急事態解除と防護対策解除の相違の明確化

�緊急時初期対応の在り方の検討

緊急事態に即応できる組織体制の確立，

緊急被ばく状況下の住民被ばく線量評価の実施

などの課題が考えられる。緊急事態の解除と防護対策の

解除の問題では，最適化プロセスが重要になるだけに，

詳細な放射線情報と利害関係者間のコミュニケーション

の在り方などの課題が今後ますます重要になると思われ

る。
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Ⅰ．はじめに

東京電力福島第１原子力発電所での事故発生以来，す

でに１年弱が経過した。事故対応も発生直後のものから

様変わりし，現在は除染を中心とした復旧復興への懸命

な努力がなされている。放射線被ばくに関連する領域に

おいても，時に空間線量率の高い場所や汚染のある物品

が見つかり，また内部被ばくに関連する食品についても

規制値を超えるものが報告されているが，規制値越えの

食品の種類の多くについてすでに経験し，規制値越えの

食品の数は漸減傾向にある。しっかりとした放射能調査

を継続実施する必要があるが，今後の放射線防護策等を

考えるにあたって，環境や食品の汚染の今後とそれによ

る被ばくに関する長期的視点を持つことが求められる。

放射性物質による環境汚染に関して私たちは２度の貴

重な経験を持っている。大気圏内での核兵器実験による

地球規模の環境汚染とチェルノブイリ原子力発電所事故

での旧ソ連とヨーロッパ諸国での環境汚染である。いず

れの場合にも放射性物質の地表への沈着密度と空間線量

率が測定され，動植物食品と人体内の放射性物質濃度が

測定され，最終的に外部被ばくと内部被ばくによって人

体が受けた線量が算定されている。これらを基礎にチェ

ルノブイリ事故の場合には種々の防護策も講じられてい

る。

本稿では，福島での事故による内部被ばく防護につい

ての考察に資することを目的とし，発生以来すでに１年

が経過した現在において最も重要な核種である放射性セ

シウムに絞って，チェルノブイリ事故により旧ソ連と

ヨーロッパ諸国が経験した被ばくを中心に紹介したい。

なお，内部被ばく線量を推定するにあたって，食品や飲

料水さらには空気中の放射性核種濃度の値が用いられ

る。しかし，それらの濃度は，一般的には食品なり飲料

水なりの管理のために測定されており，人の被ばく線量

評価のために行われているものではないことが多い。Cs

�137のようなガンマ線放出核種であれば，人体そのもの

を対象にしてホールボディーカウンタにより測定するこ

とで最も正確な放射性核種の体内量を得ることができ，

これに基づくことによって精度の高い線量評価が可能と

なる。実際に，多くの国において，大気圏内核実験およ

びチェルノブイリ事故で生成された放射性セシウムを対

象にしてホールボディーカウンタによる測定が行われ，

結果が報告されている。本稿では，実測された放射性セ

シウム体内量の報告を集め，それに基づいて被ばくの様

相を探ることにする。

Ⅱ．ロシアとベラルーシでの体内
Cs�137とそれによる線量

1986年に起きたチェルノブイリ原子力発電所事故では

大量の放射性物質が放出された。Cs�137の総放出量は

8．5 PBq と算定されており１），ウクライナ，ベラルーシ，

ロシアにおいて放射性物質による深刻な環境汚染が引き

起こされた。環境ならびに飲食物の放射性物質濃度が測

定され，さらにはロシアだけでも総数100万件に及ぶホー

ルボディーカウンタによる人体内放射性物質の測定がな

された。

ロシアでは Bryansk 地区の Cs�137地表沈着量の平均

値が110 kBq�m２であるが１），その中を555 kBq�m２以上の

controlled areaと555 kBq�m２以下のnon�controlled area

に分けたうえで，地表への Cs�137沈着量で規格化した

人体内 Cs�137量（kBq�kBq・m－２）が報告されている２）。

それによると controlled area での規格化 Cs�137の値は

1987年において約0．1 kBq�kBq・m－２であり，700 kBq�m２

の地域では Cs�137の体内量が約70 kBq 検出されていた

ことになる。この規格化の値は1991年には0．025 kBq�

kBq・m－２であり，沈着量が700 kBq�m２であった地域で

は Cs�137の体内量が約18 kBq 検出されていたことにな

る。555 kBq�m２以上の地域と555 kBq�m２以下の地域の

間に違いがみられ，規格化した値は高汚染地域の方が小

Radiological Impact of the Chernobyl Accident through

Ingestion in Europe ; Ingestion Doses Determined by Whole

−body Counting of Radiocesium : Jiro INABA.
（2012年 ２月５日 受理）
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さい。汚染食品の摂取制限などの防護策とそれへの意識

の違いが出ていると思われ，興味深い。また，体内量の

半減期も両地区の間に違いがみられ，controlled area で

約２年であるのに対し，non�controlled area では約1．3

年である。これらの体内 Cs�137による内部被ばく線量

を，参考のため Cs�137による外部被ばく線量と比較す

ると，non�controlled area では内部被ばくの方が外部

被ばくより大きく，controlled area では内部被ばくの方

が小さい。ここで，内部被ばくはホールボディーカウン

タによる測定値に基づくものであるが，外部被ばく線量

は TLD を用いて測定した個人線量である。一般に内部

被ばく線量は外部被ばくよりも急速に低下する傾向にあ

る。なお，黒色土壌など肥沃で収量の多い場所では Cs�

137の植物食品への移行率が低く，結果的に内部被ばく

線量も低い。これらのことを反映して，内部被ばくでは

チェルノブイリ事故後70年間に受けるであろう線量の90

％から95％を事故後の10年で受けるのに対して，外部被

ばくでは事故後の10年で受ける線量は60％にすぎない。

ベラルーシでは Gomel 地区の Cs�137地表沈着量の平

均値が154 kBq�m２と評価されている１）。人体内の Cs�137

量は，ロシアでも同様であったが，一般に都市部で低く

農村部で高いという違いが報告されている。1986年の農

村部の成人3，328件の測定による Cs�137体内量は大きく

ばらついており，平均値は約130 kBq であった３）。1990

年まではほぼ１年の半減期で減衰し，その後はほぼ７

kBq の水準を保っている。ただし，ベラルーシ放射線

安全研究所 BELRAD の検査によれば，2002年から2003

年においても，年間１mSv に相当する量を超える体内

量（200～400 Bq�kg，ここでは体内濃度。以降，Cs�137

体内量に関し原文では種々の表記法があり，そのまま

使っていることに注意）を検出した児童が検査した人数

の20％に達する村があると報告している４）。旧ソ連では，

事故直後に食品中放射性物質濃度に関する暫定許容レベ

ル（TPLs）を定め，その後に被ばくの実態に合わせて許

容レベルを下げる方向での改定をしている。当初の1986

年には内部被ばくとして50 mSv を念頭に置いて，その

後は1987年に８mSv，1991年には５mSv，さらにソ連

が崩壊してロシアなど３国に分かれた後はそれぞれの国

が１mSv を念頭に置いた規制値を設定している。高度

汚染地域では，全員が１mSv 以下になるような規制を

完全に実施するのは容易ではないのかもしれない。

Ⅲ．ドイツにおける全身計測による
体内放射性セシウム量

UNSCEAR１）の評価によれば，チェルノブイリ事故で

放出された放射性セシウムのドイツにおける沈着量は，

平均値で2．8 kBq�m２であるが，実際にはアルプス山岳

地帯で部分的に数100 kBq�m２を超す場所からほとんど

検出できない場所まできわめて不均等な分布を示した。

大きく分ければ，ドナウの南側であるミュンヘンを中心

としたババリア地方で高く数10 kBq�m２であったのに対

し，ドナウの北側は低く数 kBq�m２であった。当然，食

品や飲用水にも放射性核種が検出され，アルプス山岳地

帯では摂取制限等の防護策の対象になるものがあっ

た５）。

ミュンヘン地域の代表的住民の全身計測による体内放

射性セシウム量（Cs�134と Cs�137の合計値，合計値の約

65％が Cs�137の寄与）を第 1図に示す５）。小児が最も低

く，成人女性，成人男性の順に高くなっている。なお，

ドイツの中でもザール地方の Homburg ではミュンヘン

の値の半分近く，またババリア地方でも山岳地帯の

Voralpen ではミュンヘンの値の倍近い値が観測されて

いる。長期的な体内量の変化とそれによる集積線量を第

2図に示す。第２図から事故後約1．1年でピークとなり，

その後は約１年弱の半減期で急激に，さらにその後は次

第にゆっくりと低下している。このことは線量に反映さ

れ，集積線量に対し最初の１年間での寄与が大きく，そ

の後は小さな寄与になっていることが分かる。

食品からの放射性核種摂取量を第 3図に示す６）。実際

に調理された食事を収集して Sr�90と Cs�137を測定

し，１日１人当たりの摂取量として求めたものであり，

ドイツ国内の平均値で示している。大気圏内核実験によ

る放射性降下物の摂取量も含まれている。報告されてい

る個々の食品の放射能測定値と食品摂取量から，また前

第 1図 ミュンヘン住民の体内 Cs�134量と Cs�137量の合計値

体
内
量
B
q
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述の体内量から体内動態モデルを用いて計算される値と

も矛盾のない値である。図から核実験降下物とチェルノ

ブイリ事故の違いがみられる。ピーク値からの減衰は

チェルノブイリ事故後で大気圏内核実験後より速やかで

あり，Sr�90の量は大気圏内核実験後ではチェルノブイ

リ事故後よりも高い。

第 1表に Proehl による食品中の放射性核種の実測値

から求めた生態学的半減期を示す６）。生態学的半減期と

は風雨等自然作用や農耕や収穫という人工作用を含めた

すべての因子による圃場や作物・収穫物中の放射性物質

の濃度の減少に関するパラメータである。核実験由来の

ものが寄与しているチェルノブイリ事故以前の生態学的

半減期と，主としてチェルノブイリ事故由来の核種が寄

与しているチェルノブイリ事故以降の生態学的半減期に

分けてある。ただし，生態学的半減期を導いた期間には

注意する必要がある。すなわち，例えばチェルノブイリ

事故の場合，1986年は降下率が大きく，その直後である

1987年を含む期間では比較的急激に減衰して半減期も短

いが，その後の期間では半減期が次第に長くなる傾向が

ある。地域による違い，観察時期による違いなどに留意

する必要があるが，実効的には数年で食品中の放射性核

種濃度が半減しているということは見て取れ，今後の被

ばく線量の見積もりにあたって重要な意味を持つ。

なお，上記は農作物あるいは畜産物としての食品中放

射能についてであるが，野生の食品の中には放射性セシ

ウムを高濃度に蓄積するもの，特にキノコ類は高いこと

は知られており，それらを好むイノシシ等の野生動物も

放射性セシウムの濃度が高いことはよく知られている。

一般に野生食品の生態学的半減期は農作物より長く，バ

イエルン地方のイノシシの体内放射性セシウムについて

は，1986年以降の生態学的半減期は10．5年と報告されて

いる６）。

Ⅳ．英国における人体内放射性セシウム量

チェルノブイリ原子力発電所事故により放出された放

射性物質は，1986年５月２日から４日にかけて英国全土

に降下した１）。Cs�137の英国全体における平均沈着量は

0．9 kBq�m２であったが，スコットランド中央部，イン

グランドの北西部ならびにウェールズ北部では20～40

kBq�m２と比較的高い沈着を示した。

第 2図 ミュンヘン住民の体内 Cs�134量と Cs�137量（体重１kg 当たりの Bq）およびそれらによる集積線量

第 3図 ドイツにおける食品からの Cs�137摂取量（１日当たり１人当たりの摂取量 Bq）
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英国での体内放射性セシウム量 Bq は，体内カリウム

量１g（あるいは K�40量 Bq）との関係で表されることが

多い。種々の体重の人に適用したとき，セシウム量は体

重よりもカリウムの量との関連性が強いことを考慮した

ものである。なお，人体内には小児で体重の0．2％，成

人では体重の0．18％がカリウムであり，カリウム１g に

は30．4 Bq の K�40が含まれている。

ハーウェル研究所が測定した，1950年代からのイング

ランド南部である Berkshire と Oxfordshire の住民の体

内 Cs�137量の経時変化を第 4図に示す７）。なお，この地

域は原子力施設から遠く，それらからの直接的寄与は小

さいと考えられる場所である。チェルノブイリ事故前で

は，大気圏内核実験によって生成された Cs�137の体内

量は測定開始当初1．2 Bq�gK（カリウム１g 当たり Cs�

137が1．2 Bq）であったのが，1964年10月にピーク値6．4

Bq�gK となり，その後は初期には急速に，後にゆっく

りと低下して1986年４月には0．07 Bq�gK となってい

る。

原子力利用を早期から進めていた英国では，特定地域

において放射性セシウムによる被ばくに関する種々の経

験をしている。Cumbria では1957年には Windscale 第

１パイルで火災事故があり，1958年の１月から３月にか

け地域住民の体内放射性セシウムの上昇が見られたが，

1958年末には事故前のレベルに戻っている。また，1984

年に Cumbria の Seascale 住民の体内放射性セシウムを

測定し，中央値が0．82 Bq�gK であり，この値はイング

ランド南部の住民の約２倍であった。スコットランドに

は Dounreay 核燃料施設があり，その操業の最盛期で

あった1963年には一般住民の Cs�137体内量の平均値が

10．8 Bq�gK にまで上昇した。施設内で放射性物質に接

触しない従業員の体内量は1978年に0．8 Bq�gK，1982年

には0．51 Bq�gK であった。核燃料施設と関連する地域

ではその地方でとれる魚をどれくらい摂取するかが体内

セシウム量に大きく影響している。

チェルノブイリ事故後では，ハーウェル研究所が測定

した Oxfordshire 住民の体内 Cs�137量は1987年７月に

ピークとなってその時の値は1．63 Bq�gK であり，Cs�

134のそれは0．62 Bq�gK であった。この地域ではチェ

ルノブイリ事故に起因する放射性セシウムの沈着が少な

かったことを反映しており，大気圏内核実験の影響に比

べれば小さいといえる。Cumbria では1986年６月に Cs

�137全身量が約700 Bq（6．4 Bq�gK）となり，1986年７月

以降は1987年８月まで約450 Bq（4．1 Bq�gK）を維持し

た。

スコットランドでは，1986年５月から1988年２月ま

での平均体内量の最大値は Cs�137で3．8 Bq�gK であ

り，Cs�134のそれは1．7 Bq�gK であった。最大値は事

故発生の８ヶ月後に見られている。また，グラスゴーで

は Cs�137と Cs�134の体内量はそれぞれ4．3と1．5 Bq�

gK が報告されており，事故後３～４ヶ月でこのプラ

トーの値になっている。他の地域でも同様であるが，野

生の狩猟動物を食べている人の体には例外的に高い放射

性セシウムが検出されている。

第 1表 食品中 Cs-137濃度の生態学的半減期

食品 生産地 期間
生態学的

半減期

決定

係数

ミルク バイエルン 1969～85 4．5 90．5

1989～99 5．9 95．3

バーデン・ビュッ

テンブルグ

1969～85

1989～99

3．2

9．1

86．1

90．6

ニーダーザクセン 1969～85 6．1 91．5

1989～99 5．2 83．4

デンマーク 1967～85 6．9

オーストリア 1987～93 1．9

小麦 バイエルン 1991～99 3．0 63．3

バーデン・ビュッ

テンブルグ

1976～85 4．4 40．4

ニーダーザクセン 1975～85 3．3 59．8

ドイツ 1965～85 4．0 82．9

1988～99 6．1 66．2

デンマーク 1967～85 5．4

大麦 ドイツ 1971～85 2．5 53．0

デンマーク 1967～85 4．5

穀物 オーストリア 1971～85 3．2

ジャガイモ ドイツ 1965～85 7．8 48．2

1988～99 6．6 62．2

オーストリア 1987～93 2．4

野菜 オーストリア 1987～93 2．1

牛肉 バーデン・ビュッ

テンブルグ

1975～85 4．1 36．7

ドイツ 1965～85 5．4 84．7

1988～99 6．1 65．5

豚肉 バーデン・ビュッ

テンブルグ

1975～85 1．8 88．0

ドイツ 1965～85 5．2 85．2

1988～99 3．7 79．3

日常食 ドイツ 1967～85 8．1

第 4図 英国南部住民の体内 Cs�137量の経時変化（カリウム

１g 当たりの Bq）
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1986年には可搬型ホールボディーカウンタを用いた英

国民調査が始まり，チェルノブイリ事故で放出された放

射性セシウムの沈着量を反映して，体内量もスコットラ

ンド中央部，イングランドの北西部ならびにウェールズ

北部において比較的高い値を観測した。これらの地方で

はヒツジの肉の放射性セシウムレベルが高く，種々の防

護策が取られた。

Ⅴ．北欧諸国における体内放射性セシウム量

チェルノブイリ事故によって放出された放射性物質は

北欧諸国にも大きな影響を与えた。ヨーロッパ北部のノ

ルウェー，スウェーデン，フィンランド，ロシアにまた

がる地域であるラップランドには漁業やトナカイ狩猟を

するサーミ人が居住しており，地衣類―トナカイ―人と

いう亜北極圏独特の食物連鎖が成立している。

フィンランドでは国内の平均値でみると，大気圏内核

実験による放射能調査を目的とした観測を始めたのは

1966年であるが，それ以前の推測値を含んで Cs�137の

沈着量は2，500 Bq�m２であり，減衰により1985年には

1，800 Bq�m２となっていたところ，チェルノブイリ事故

により12．2 kBq�m２の沈着があった。これらの Cs�137

によって汚染された飲食物の経口摂取経路によるフィン

ランド国民平均の年間線量は1964年に0．09 mSv のピー

クとなってその後は低下し，チェルノブイリ事故発生翌

年の1987年に0．058 mSv の２度目のピークとなり，そ

の後，急激に低下して2005年には0．01 mSv になるとい

うパターンを示している。トナカイ飼育畜産業をしてい

るフィンランドラップランド住民は，平均値とは異なる

様相を示している。すなわち，フィンランド中部の Hella

地区の Inari�Utsujoki 行政区でのトナカイ業者の体内

Cs�137量は1986年のチェルノブイリ事故以前で4．3 kBq

であったのが，1987年４月には10．4 kBq，1987年９月

には11．8 kBq となり，1989年４月に10．2 kBq，1994年

には4．1 kBq，2005年には1．74 kBq となっている８）。体

内量の半減期が，男性で5．5年，女性で4．4年となってお

り，他の例よりも長い。これはトナカイが肥沃度が低く，

地衣類の豊富な土地で飼育されており，そこでの生態学

的半減期が長いことを反映しているものと考えられる。

ノルウェーでもチェルノブイリ事故の影響を受けた。

Cs�137の沈着量は国全体の平均値では4．7 kBq�m２で

あったが１），顕著な不均等分布を示し，最も影響を大き

く受けた中部ノルウェーでは Cs�137沈着量が500 kBq�

m２以上となった９）。なお，大気圏内核実験では北部ノル

ウェーで高い沈着が見られている。第 5図にはノル

ウェー・ラップランドのトナカイ業者の体内 Cs�137量

の1965年以降の経時変化を示している９）。北部ノルウェー

では核実験の影響を強く受けていたが，チェルノブイリ

事故の影響はそれほど大きくない。中部ノルウェーで

は，1986年以前のデータはないが，チェルノブイリ事故

の影響を強く受けている。ラップランドのサーミ集団を

中心としたトナカイ業者はそれ以外のノルウェー人に比

し高い Cs�137体内量を持ち，結果として高い線量の被

ばくをしているが，健康影響についての調査の結果，ノ

ルウェーの北サーミ集団ではがん罹患において増加が見

られず，逆にノルウェーのそれ以外の集団よりも罹患が

低いことが示された。同じことがスウェーデンやフィン

ランドでも観察されている。

第５図で特徴的なことは，大気圏内核実験による Cs�

137の沈着量が数 kBq�m２のときに体内量が体重１kg あ

たり数百 Bq となっていたのに対し，チェルノブイリ事

故では Cs�137の沈着量が100 kBq�m２近くであったの

に，Cs�137の体内量は核実験による体内量と大差がな

いことである。公的な種々の防護策が講じられ，また個

人による防護意識が機能したことを反映している。それ

らによって体内量は10分の１になっているといわれてい

る。

食物連鎖を介する内部被ばく防護のために先進的に防

護策を講じたことでノルウェーは有名である。例えば，

肉用家畜の屠畜前の清浄飼料給餌，屠畜時期の選択，家

畜の生体モニタリング，家畜へのプルシアンブルーの投

与等広範にわたって実行している。さらに，汚染に対し

現実的に対応するため食品の介入限度についても暫定的

な改定を試みている10）。すなわち，1986年５月の時点で

は一般食品600 Bq�kg，ミルクおよび乳児時用食品370

Bq�kg であったのを，1986年11月にトナカイ肉と狩猟

動物について，1987年６月に淡水魚に関して6，000 Bq�

kg に緩和した。事故後１年間は５mSv が許容できると

した ICRP の考えに基づくものである。1994年にはこれ

らの規制値は3，000 Bq�kg とされ，現在もこれが規制値

として使われているが，ノルウェー政府は1，500 Bq�kg

さらには600 Bq�kg にする可能性を検討している。

Ⅵ．ま と め

福島原子力発電所事故による公衆への放射線影響を考

えるに資することを目的に，チェルノブイリ事故で放出

された Cs�137による内部被ばくに関する情報を集め

第 5図 ノルウェー・ラップランドでの体内 Cs�137量の経

時変化（体重１kg 当たりの Bq）
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た。できるだけ実態を明らかにするため，ホールボディー

カウンタなどによる人体の実測に基づく情報に着目し

た。

チェルノブイリ事故で環境に放出された放射性物質，

その中でも Cs�137は食品として摂取され，内部被ばく

を生じた。旧ソ連では高度に汚染された地域の住民に100

kBq の体内量が測定された。ヨーロッパ諸国ではドイ

ツ南部において１kBq 強のレベルが観測されている。

北欧にはラップランドを中心にトナカイ肉の摂取量が多

いサーミ人がいて，その中には数10 kBq の Cs�137が観

測された。なお，成人では１kBq の Cs�137が体内に１

年間存在し続けると，１年間に受ける線量は約0．03 mSv

となる。

体内量は1987年がピークで，その後は１年から２年の

半減期で低下した。種々の防護策が働いたものと考えら

れている。山林などの防護策を講じにくい場所で野生食

品を収集し，摂取する場合には半減期は長くなってい

る。

Cs�137の体内量ひいては内部被ばく線量は，旧ソ連

を除けば，大気中核実験が行われた1960年代の体内量な

らびに線量とほぼ同じオーダーであった。

Ⅶ．おわりに

筆者は1984年10月から1986年10月までの２年間，ウ

イーンの IAEA 勤務を経験した。原子力安全部放射線

安全課に所属し，チェルノブイリ事故発生後には種々の

経験をした。この間，ウイーン市の事故に対する対応等

も垣間見た。いろいろな見方があろうが，総体として市

民は冷静な対応をしていたといえよう。

1986年10月下旬に帰国，放医研のホールボディーカウ

ンタで全身計測を行った。測定の結果，約800 Bq の Cs

�137を検出した。その後も測定を継続した結果，約80日

という生物学的半減期を求めることもできた。

福島原発事故に関連して環境の放射能調査が継続され

るであろうが，内部被ばくに関する心配に対応するので

あれば，代表的住民に対しホールボディーカウンタによ

る測定を行い，生データを示すとともに線量とその意味

に関ししっかりとした説明をすることが重要であると考

えている。

本稿をまとめるにあたり，ドイツの Alexander Kaul，

Dietmer Nosske，現在は IAEA 勤務の Gerhard Proehl，

英国の John Harrison，Jane Simonds，ノルウェーの

Larvans Skuterud から種々の情報を得た。ご協力に感

謝いたします。
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Ⅰ．はじめに

大震災以降，原子力発電の代替として発電用に使われ

る石油の量は一時的に急増した。化石燃料には限りがあ

り，いずれはなくなるため，できる限り大切に使わなけ

ればならない。石油などの液体燃料以外への転換が難し

い輸送用燃料は途上国において消費量が増え続け，価格

高騰を招いているため，合成液体燃料への期待が高まっ

てきている。そこで，大震災以降の化石燃料の状況と合

成液体燃料の将来動向について概説する。

Ⅱ．石 油

化石燃料のうちで石油は採掘コストが低く，貯蔵や輸

送をしやすいため，これまでエネルギーの主役であっ

た。しかし，石油の産地は一部の地域に偏っているため，

たびたび供給不安や価格高騰が起きてきた。採掘の容易

な大型油田は生産量が落ち始め，採掘コストの高い深海

油田や，EOR（Enhanced Oil Recovery：油田に水やス

チーム等を注入する石油増進回収）による生産が増え始

めている。採掘コストが高くても採算が取れるほど石油

価格が高くなったことも新たな油田開発の後押しをして

いる。

石油はエネルギー密度が高いので，輸送用燃料に最も

適している。このため，石炭や天然ガスから液体燃料を

製造することも一部の国では行われているが，製造コス

トが高いので，特別な事情のある国に留まっている。

1．わが国の石油消費
（ 1） 電力向け石油消費

第１次石油ショック直前のわが国のエネルギーは７割

以上を石油に依存していた。石油ショック以降，国をあ

げて石油代替エネルギーへの転換が行われた。特に，電

力については石油に過度に依存しないベストミックスの

政策が採られた。この間の状況を資源エネルギー庁の

ホームページに記載されているエネルギーバランス表１）

をもとに見てみることとする。

第 1図に示すように，電力向けエネルギーが石炭と天

然ガスに移っていった結果，石油依存度が大きく下がっ

た。図には示していないが，2010年度の電力向け石油消

費量は大震災後の３月，１ヵ月だけの影響で，前年度の

493 PJ（ペタジュール：熱量単位）�年より70 PJ 増え，563

PJ�年と，年率にして14％も増え，緊急時に有効であった。

石油火力の設備構成比は18％と石炭火力より大きく，

ピーク電力を削減し，ピーク対応用の石油火力を動かす

Global Utilization Trends of Natural Gas and Fossil Fuels

after Fukushima Dai−ichi Nuclear Accidents�；Vision of

Fossil Fuel : Masakazu HANAWA, Masaki ONOZAKI.
（2012年 ２月15日 受理）

2011年３月11日の大震災以降，原子力発電の代替として火力発電が注目されている。しかし

ながら，化石燃料は火力発電用以外にも多くの利用先があり，これらの動向は発電用燃料とし

ての見通しに大きく影響する。そこで，化石燃料の状況と石油，石炭，合成液体燃料の将来動

向を中心に解説する。天然ガスについては第４回に解説が予定されているので軽く触れるにと

どめる。

第 1図 わが国の電力向け化石燃料の使用量（FY：わが国の

会計年度）（資源エネルギー庁エネバラより作成１））

解説シリーズ

福島第一原子力発電所事故後の天然ガス及び
化石燃料の利用動向
第 1回 化石燃料の利用動向

（財）エネルギー総合工学研究所 塙 雅一，小野崎正樹
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ことで電力不足をかなり補うことができる。ただし，わ

が国では，石炭や LNGに比較して発熱量当たりの石油

価格が高いので，できるだけ石油火力を動かさないよう

にしており，2005年の設備稼働率は26％であった２）。

今回の大震災のために，2011年度の電力向け石油消費

量は２～３倍程度まで増えると予想される。石油価格は

石炭や LNGに比較してより高価であり，依然として，

ピーク対応用に使われるため，設備稼働率が石炭や LNG

のように高くなることはないであろう。

なお，電力向け石油消費量の１�３は原油で，２�３は重油

であり，国内製油所の精製能力に余力があるので，量的

には十分対応可能と考えられる。

（ 2） 民生部門での石油消費

2010年度の民生部門での石油消費量は1，363 PJ と電

力向けの２倍強で，民生用エネルギーの29％弱を占め

る。民生用灯油の税金は政策的に低く抑えられてきたた

め，原油価格が高騰すれば原油価格に直接リンクして灯

油は高くなる。このため，北海道，東北の寒冷地以外で

は灯油の需要が減少し，その分，電力や都市ガスの需要

が増えつつある。

（ 3） 産業部門石油消費

2010年度の産業用石油消費量は2，740 PJ と電力向け

の２倍強で，産業用エネルギーの44％強を占める。第 2

図に示すように，2000年以降の景気低迷に伴い頭打ちに

なっている。

自家発用の燃料は石油から石炭やガスに替わってきて

いるが，事業用電力ほど急激には替わってない。燃料転

換に必要な設備投資費用の負担増が転換の勢いを抑えて

いるものと思われる。

（ 4） 輸送用石油消費

輸送用エネルギーに至っては大部分が石油で，わずか

６％弱が LPG，電力ほかとなっている。モーダルシフ

トの掛け声は高くても，輸送用電力の伸びはわずかで，

輸送用燃料の95％以上が石油製品となっている。2000年

以降，運転人口や自動車登録台数の頭打ちに応じて，乗

用車用の石油消費量も頭打ちになっている。景気低迷も

あって，貨物自動車用の石油消費量の落ち込みがやや多

い。

わが国の輸送用石油消費量はここ20年間，3，200～

3，900 PJ の範囲にあり，今後も燃費向上や少子高齢化

あるいは電気自動車の普及に伴い少しずつ減っていくも

のと予想される（第 3図）。

2．世界の石油消費
日本と同様，OECD諸国においても石油消費量は頭

打ちとなっている。近年，経済成長の速度を速めている

BRICS や東南アジアの発展途上国では，人口増加と自

動車の導入普及に伴い，輸送用燃料としての石油の消費

量が急増している。このため，全世界的には輸送用燃料

としての石油の消費量は当分の間，増え続けるものと考

えられる。

3．石油の供給と今後の見通し
ピークオイル論が一世を風靡し，原油価格もバーレル

100ドル近辺からなかなか下がらない。石油価格の高止

まりは，超深度海底油田や非在来型原油の開発を促進

し，可採埋蔵量は増え続けている。ただし，輸送用燃料

として石油に代わる燃料は市民権を得るには至っていな

い。

一方で，発展途上国での輸送用燃料としての石油の消

費量は増え続け，石油代替エネルギーに代替可能な電力

や産業用の石油消費量は減り続けるであろう。

石油製品の需要の中心は軽油より軽い留分に移り，重

質油分解設備が不足する間は，軽質原油を主に利用する

ことになる。世界的に重油は余り気味になる。

わが国の電力不足に対して，余り気味の重油を利用で

きるものの，その他の化石燃料に比べ価格が高いため，

ピーク用の限られた用途になると思われる。

Ⅲ．石 炭

石油価格の高騰を受けて，石油代替エネルギーの中心

として石炭利用量が増え続けてきた。しかしながら，CO２

排出負荷が高いため，地球温暖化対策のため効率を高く

して石炭使用量を減らす試みが広く行われている。第 2図 わが国の産業部門の石油消費量

第 3図 わが国の運輸部門エネルギー投入量
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可採埋蔵量が多く，供給余力があり，価格も安定して

いた石炭も，昨年は豪州の洪水の影響で一時的に価格が

高止まりした。とはいえ，石炭はまだまだ最も安価なエ

ネルギー源であり今後も使用量は増え続けるであろう。

1．わが国の石炭消費
第１図に示したように，電力向け燃料はこの20年で石

油から石炭に大きく変った。その主因は石炭の値段が安

かったためである。この４，５年，電力向け石炭利用量

は頭打ちになっている。電力需要の伸びの低下に伴い，

石炭火力の新設が少なくなったためである。

（ 1） 電力向け石炭消費

起動やロード変更に時間がかかる石炭火力はベース電

源として使われるため，設備容量の割に石炭使用量が多

く，稼働率は77％程度と高い２）。短期的な電力不足に対

して，これ以上石炭火力の稼働率を高めるのは難しい。

（ 2） 産業用石炭消費

第 4図に示すように，鉄鋼やセメント産業では石炭の

利用が進んだものの，化学や紙パルプ産業では限定的で

ある。すでに石炭を大量に使用していた鉄鋼やセメント

産業以外では，燃料転換のための設備コストの負担が大

きいためと推測される。

セメント産業における石炭使用量の減少は，わが国の

セメント生産量が少なくなったことと，廃棄物の利用や

省エネルギーによりセメントキルンへの微粉炭吹込みが

減ったためである。

わが国の産業全体での石炭使用量は自家発ボイラ用を

加えても1，000 PJ 程度で，わずかに減少傾向にある。

今後も，大幅に増加する可能性は小さい。

2．世界の石炭消費と今後の見通し
石油と同様，中国やインドの石炭使用量は大幅に増え

ている。中国やインドでは電力，鉄鋼のみならず，メタ

ノール等の化学原料向けにも石炭が多く使われている。

IEA（International Energy Agency：国際エネルギー機

関）の報告では，このままの勢いで行けば，石炭増加量

の50％以上が中国とインドとなる。今後はわが国の高効

率発電技術を輸出するなどの対策により，中国やインド

の石炭使用を減らす必要がある。

Ⅳ．天然ガス

天然ガスはCO２排出負荷も低く，コンバインドサイク

ル発電により高効率で発電できるため，急速に使用量が

増えている。ガスタービン発電は着工から運転開始まで

の期間が短いため，電力不足への対応に使われる。電力

自由化によって引き起こされたカリフォルニアの電力危

機の際にも，多くのガスタービン発電所が建設された。

これにより天然ガスの需要が急増し，米国内の天然ガス

は15ドル�百万BTU以上まで急激に値上がりし，その

後やや落ち着き，７ドル�百万BTU程度で推移してい

た。近年，シェールガスを含めた新規ガス田の開発が進

み，米国内の天然ガスの価格は４ドル�百万BTU程度

まで下った。これにより，米国の LNG輸入量が予測よ

り少なくなり，世界的に LNGを取り合う動きが少しは

収まるものと考えられる。将来，米国が LNGを輸出す

る可能性も出てきた。シェールガスの生産には地下水の

汚染の影響を心配する動きもあり，開発が順調に進むか

については不安定要素もある。

1．わが国の天然ガス消費
（ 1） 電力向け天然ガス消費

わが国の電力向け天然ガスはミドル電源向けに使われ

ているが，高効率なコンバインドサイクル発電はベース

電源にも使われる。

第１図に示したように，電力向け天然ガス消費量は，

ここ20年着実に伸び続けている。発電効率を考慮に入れ

た天然ガスの価格が石炭より安くなれば，ベース電源に

使う天然ガス量が増える。逆に天然ガス価格が高くなれ

ば，天然ガス消費量は少なくなる。

長期契約の LNG価格は石油価格にリンクしているた

め，今後とも高止まりすると思われ，ベース電源向け天

然ガスが大幅に増加することはないであろう。

（ 2） 民生用天然ガス消費

民生用天然ガスは大部分都市ガスとして供給されてい

る。この20年で家庭用は横ばいであるのに対して，業務

用は４倍に伸び800 PJ に達している。

（ 3） 産業用天然ガス消費

産業用ガス消費量は石油の５～10％，石炭の10～20％

程度と少ない。産業用の都市ガス消費量は少しずつ増え

ているが，その比率は小さい。わが国ではパイプライン

網がなく，LNG基地等のインフラ整備が必要なため産

業用天然ガス価格が高いためであろう。

2．世界の天然ガス消費と今後の見通し
欧州では天然ガスパイプライン網が発達し，電力，民

生のみならず，化学産業向けにも天然ガスが比較的多く第 4図 わが国の産業部門の石炭消費量
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使われている。ロシアからの天然ガスパイプランが増強

され，供給が安定化すれば，天然ガス消費はさらに増大

することも考えられる。

米国では前述のように，シェールガスの増加に伴いエ

ネルギー利用のみならず，同伴する軽質炭化水素の化学

原料向け利用も大幅に増加するであろう。

Ⅴ．合成液体燃料

輸送用燃料としては，エネルギー密度が高く使用しや

すい液体燃料に代わるものは考えにくい。石油価格の高

騰に伴い，多少コストがかかっても合成液体燃料を利用

しようとする努力が広く行われている。その結果，いく

つかの新しい技術が実用化レベルに達し，商用化され

た。

ただし現状では，合成液体燃料を製造するためのエネ

ルギー効率は低くコストも高くなるので，特殊な条件に

ある場合にのみ商用化されている。

1．合成液体燃料とは
石炭や天然ガスを改質して得られる合成ガスから

フィッシャー・トロプシュ（FT）反応によって合成液体

燃料が得られる。石炭の直接液化やサンドオイル等の非

在来型重質原油からの合成原油も合成液体燃料である。

これに加えて，合成ガスから得られるメタノールやジメ

チルエーテル（DME）も，広い意味での合成液体燃料と

呼べる。

2．合成液体燃料の現状
（ 1） FT合成

FT合成は COと水素から直鎖の炭化水素を合成する

反応である。FT合成にはガソリンを主目的とする高温

FT合成があるが，オクタン価が低く使いにくい。その

ほかに，低硫黄のクリーンディーゼル油を主目的とする

低温FT合成がある。低温FT合成は前段で重質油と

ワックスを合成してから，これを水素化分解等で軽質化

して合成液体燃料とする。これによりセタン価の高いク

リーンディーゼル油が得られる。現在では低温FT合成

が主となっている。

低温FT合成プロセスには Sasol 社のほかに Shell，

BP，ExxonMobil，ConocoPhillips，Rentech，Syntroleum，

Statoil，PetroSAの各社に加え，JOGMEC（ドイツ石油

天然ガス・金属鉱物資源機構）に民間会社を加えたチー

ムでも開発，実用化が行われている。

石炭からのFT合成油を狭い意味でのCTL（Coal to

Liquid）と呼ぶ。南アフリカのサソールバーグとセクン

ダで Sasol 社が商業運転を行っている。

中国ではいくつかの実証プラントが運転中であり，実

証運転の成果をもとに商用機に移行するかどうかを決め

ることになっている。

天然ガスからのFT合成は狭い意味でのGTLであ

り，原油価格高騰時には中東を中心に多くのプロジェク

トが計画された。しかしながら，建設費の高騰もあって

採算にのりがたく計画中断になったものが多い。

第 5図に示すように，運転中のGTLプラントは南ア

フリカとカタール，マレーシアである。ナイジェリアと

カタール（Pearl２）のプラントは工事が遅れ，運転開始

が2012年に延びた。

（ 2） メタノール，DME合成

メタノールはほとんどが化学原料として使われてい

る。世界中で生産されるメタノールは年産4，000万トン

で，中国で2，000万トン，残りが産ガス国の大型プラン

トに生産が集約されたため，価格変動幅が大きい。

第 6，7図はMethanol Institute４）記載の数値を基に作

図したものである。メタノールは化学原料以外に，DME

やMTG（Methanol to Gasolin：メタノールから合成ガソ

リンを製造するプロセス）等の合成燃料向けに使われて

おり，特に中国で大きく需要が伸びている。また，メタ

ノールから合成されるDMEは年産数百万トン規模で

LPGブレンド用に利用され，今後さらに伸びると考え

られている。

中国内陸部ではガソリンが不足しているので，ガソリ

第 5図 運転もしくは建設中のFTプラント３）

第 6図 世界のメタノールの生産能力と稼働率
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ンにメタノールをブレンドしたM 15ガソリンが広く流

通している。

かつてはニュージーランドにおいて，ExxonMobil 社

が1985年から10年ほどMTGプラントの商業運転を行っ

た。1995年ごろには原油価格が比較的安定に推移した一

方で，メタノール価格が高騰した。このため，メタノー

ルプラントのみ運転継続し，MTGプラントは操業停止

となった。

（ 3） 直接液化

わが国や米国において石炭の直接液化のパイロットプ

ラントの運転研究が盛んに行われたが，高温高圧の反応

条件であるため建設費が高く商用運転には至らなかっ

た。ガソリンの芳香族規制等も逆風となった。

中国で直接液化の実証プラントの試運転が始まり，今

後の運転状況が注目される。

3．合成液体燃料の将来
大震災以降も世界の化石燃料の需要は拡大し，石油価

格の高止まりはここしばらく続くと考えられる。原子力

代替としての発電用化石燃料は石炭，天然ガスが中心と

なる。電力が足りなければ，高価な石油も利用せざるを

えない。石炭，天然ガスを使用する発電設備が増強され

れば，石油はピーク対応に使われるのみとなり，石油依

存度は再び10％以下まで戻るであろう。

合成液体燃料の製造コストを上乗せしても引き合う可

能性があるのは輸送用燃料以外にはそう多くはない。ボ

イラ燃料であれば，合成液体燃料を燃料に利用するのに

比較し，石炭や天然ガスをそのまま燃料とする方が有利

となる。輸送費用を考慮しても，逆転はありえないと思

われる。

第３図に示したように，輸送用燃料が水素や電気へ替

わるのはまだまだ長い時間がかかり，当分の間，液体燃

料を輸送用に利用せざるを得ない。とすれば，南アフリ

カや中国内陸部のように，合成液体燃料を経済的に利用

できるケースがありえる。

今後，ますます増加すると考えられるものがサル

ファーフリーのディーゼル油代替の合成液体燃料であ

る。中国内陸部では，今後も，メタノールのガソリンブ

レンドが行われていくであろう。新たにMTGが導入さ

れる可能性も残されている。

石油価格の高止まりは今後も続き，合成液体燃料は中

東における欧州向けのサルファーフリーのディーゼル油

製造と，中国内陸部におけるガソリンブレンド用メタ

ノールやMTG，あるいは LPGブレンド用のDMEが中

心となって展開していくものと思われる。

Ⅵ．まとめ

大震災以降，わが国では原子力発電の代替として発電

用の石油使用量は一時的に急増した。当面，LNG火力

の稼働率を上げ，さらに石炭や LNG火力の新設が進め

ば，石油使用量は徐々に元に戻ると思われる。原子力発

電と異なり，これら化石燃料を輸入するコストの増加が

避けられず，早期の原子力による発電の開始が望まれ

る。世界的には，今後も石油の価格は高止まりし，輸送

用燃料向けの合成液体燃料の利用が徐々に増えていくも

のと思われる。
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Ⅰ．クラブの壁新聞から
文部科学省では，高等学校及び高等専門学校の生徒を

対象に，放射線等について課題研究活動を行い，その研

究成果を壁新聞にまとめ，発表するといった「放射線等

に関する課題コンクール」を開催している。７月に研究

活動への参加申込みを行い，８月に交流会として，施設

見学や壁新聞の作り方等の講義が実施される。高等学校

や高等専門学校の生徒にとっては，放射線への理解を深

める良い機会である。

今年度，本校生物研究部では「放射線のDNAへの影

響」をテーマに調査活動を実施し，壁新聞にまとめた。

以下は，その「編集後記」である。

2011年３月11日（金）14時48分，大 阪，震 度３。め ま

いのようなゆったりした揺れが続いた。中谷剛司（生物

研究部部長・高２）と山田秀一（同副部長・高１）は下校

中のスクールバスの中にいた。揺れは感じなかった。家

に着くと塚平恒雄（同顧問）から電話が入っていた。「東

京も被害を受けたようだ。大会本部と連絡がとれない。

家で待機していてほしい。」

中谷と山田と塚平は，明日から開催される経済産業省

資源エネルギー庁主催の「エネルギー教育フェア2011」

で，原子力発電・核燃料サイクル・プルサーマル・高速

増殖炉の調査研究と，彼らの考案した工作「ふわーとハー

ト（やじろべえモータ）」を発表する。明朝の７時の「のぞ

み」で東京に向かうと意気込んでいた。

塚平が「大会中止」を知ったのは夜の10時，山田から

だった。本部からの連絡を待っていた塚平とは別に，山

田がインターネットを使って探し出したのだ。

中谷と山田は，発表ができなくなったことに大きな

ショックを受けた。しかし，それは日がたつにつれて罪

悪感へと変わっていった。自分たちのやってきたことが

真正面から否定されたと感じたのだ。すぐに塚平から檄

が飛んだ。「日本中がベクレルやシーベルトに振り回さ

れている。君たちがしっかりしなかったら，誰が放射線

のことを正しく教えるのか。」

「もう一度，一から学ぼう」，中谷と山田はクラブの仲

間に呼びかけた。ほとんどの部員が「崩壊熱」を「核分裂

連鎖反応の熱」と思って怖がっていた。「水素爆発」を「水

爆」と混同していた部員もいた。また「ミリ」と「マイクロ」

の区別ができないでいた。中谷も山田も「これでは駄目

だ」と思った。大学の先生にお願いして「放射線の基礎知

識」の講演会を開催することにした。しかし，何人の部

員が来てくれるか心配だった。

10月26日（水），第３回目の講演会の日，２人の新入部

員も加わり16名が集まった。

11月１日20時，中谷のもとに塚平から電話が入った。

「壁新聞の原稿を一部差し替えたい。３月11日から今日

までの君の気持ちをドキュメントとして載せたい。」

壁新聞の締切りは３日後に迫っている。中谷は徹夜を

覚悟した。原稿を書きながら，SPring８や「もんじゅ」

の見学に行ったこと，瑞浪超深地層研究所の地下に潜っ

たこと，原子燃料工業㈱熊取事業所で電子線滅菌を学ん

だことなどを思い出した。そして，３月11日のことを。

中谷は運命的なものを感じた。

記事は実名入りで書かれていたが，生徒の名は仮名と

し，講師の先生方のお名前はカットさせていただいた。

自己紹介が遅れたが，私は早稲田摂陵中学校・高等学

校のシニア講師をしている。担当教科は中学理科と高校

生物であるが，課外では生物研究部の顧問をしながら部

員たちと一緒に「未知なるもの，不可能なことへの挑戦」

を行ってきた。その中の一つが原子力の調査研究活動で

ある。その活動の様子を８月に関西原子力懇談会主催の

教職員対象「基礎から学ぶ放射線セミナー」で紹介させて

いただいた。それがきっかけとなり，この文章を書く機

会を得たが，論文という形にはなりそうもない。あくま

でも教育実践報告である。

The Thing which is Necessary for the Educational Front

Now : Tsuneo TSUKADAIRA.
（2011年 10月31日 受理）

今，教育現場に必要なもの

早稲田摂陵中学校・高等学校 塚平 恒雄

これまで，私たちは，放射線への理解をより深めるために壁新聞を制作するとともに，被曝線量の単位

「１シーベルト」の意味づけと放射線のDNAへの影響をわかりやすく教えるための教材開発に取り組んでき

た。また，一般の人々を対象にした「ひばく」のイメージのアンケート調査や，食品の電子線滅菌の啓発活動を

実施してきた。本稿は，これらの教育実践報告である。
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Ⅱ． 1シーベルトを超えると死者が出る？
私と生物研究部の部員たち（以下，私たち）が，いち早

く取り組んだのは，放射線の人体への影響，特に被曝線

量の単位の「１シーベルト」の意味付けと，放射線の

DNAへの影響を，小学生にもわかりやすく教えるため

の教材開発だった。

生徒たちに単位を教える場合，その基準となる「１」の

概念を具体的に教えることが大切である。しかし，１シー

ベルトの定義はされていない（第 1表）。

シーベルトはグレイをもとに定められてはいるが，「放

射線が人体に及ぼす影響を示す単位」である。それゆえ，

物理の単位のようなはっきりとした定義付けができない

ことはわかっていたが，私たちは，生徒が自分の力で被

曝線量の多少を判断できるようになるためには，１シー

ベルトの概念を持つことが必要と考えた。

第１表は一般的に知られているものであるが，それ以

外に，広島・長崎の原爆被爆生存者調査では「１シーベ

ルトの被爆で，明らかにガンで死亡したデータが得られ

ている」，また，「0．1シーベルト以下では健康被害は認

められなかった」，さらに，モルモットの実験では「急性

死は１シーベルト以下ではみられなかった」などから，

私たちは１シーベルトの定義を「１シーベルトを超える

と死者が出る」とし，その上で，「0．1シーベルトを超え

るとガンになる人が出る」と付け加えることにした。

放射線の人体への影響は，放射線が人体を透過する過

程で生じる電離作用によるDNA（遺伝子）の損傷であ

る。DNAは RNA（リボ核酸：DNAを鋳型に合成され

る核酸で，タンパク質の合成を行う物質）やタンパク質

とは異なり，各細胞に一組しかないので，そのDNAが

甚大な損傷を受けることは細胞の死を意味する。１個の

細胞が死んだだけなら，隣の健康な細胞が分裂をして元

の状態に戻ることができる。ところが，多くの細胞で

DNAが損傷され死ぬようなことが起これば，細胞分裂

による復元が間に合わずに個体の死につながるのである。

しかし，DNAには優れた修復力が備わっている。二

重らせん構造もその一つだ。二重らせんの片方が切れた

としても，もう片方が健在であれば，その１秒後には切

断部は修復されているのである。これは，アデニンとチ

ミン，シトシンとグアニンという塩基の簡単な対合がも

たらす巧妙な仕組みである。

細胞の死とは別に，放射線には発ガン性の問題があ

る。これは，損傷したDNAが中途半端に修復されるこ

とによって生じる。つまり，塩基の一部が損失したまま

で，あるいは間違って修復された場合に起こる。これが

遺伝子突然変異であり細胞の突然変異を招く。突然変異

した細胞は，すぐに生体の免疫機構に感知され，白血球

や抗体の攻撃を受け退治されることになるが，一方でそ

の攻撃をうまく交わすものも現れる。ガン細胞である。

ガン細胞は，元の組織の仕事はしないで ひたすら細胞

分裂を繰り返して増殖を続け，他の組織や臓器を圧迫

し，押しつぶし，ついには人を死に追いやるのである。

放射線で細胞内のDNAが損傷を受けたとしても修復

できれば問題はない。その修復力は細胞自身が持ってい

るが，その限界が0．1シーベルトであると考察できる。

Ⅲ． 1シーベルトのエネルギー
「１シーベルトを超えると死者が出る」と定義したが，

それでは１シーベルトとは，どのようなエネルギーなの

だろうか。他のエネルギーに置き換えて考えてみた。

エックス線やガンマ線では，１シーベルト＝１グレイ

である。１グレイは「物質１kgに放射線のエネルギーが

１J吸収されたときの吸収線量」であるから，１グレイ

＝１J�kg，よって１シーベルト＝１J�kg。

まず，もっともわかりやすい熱量に換算してみた。

１J＝0．24 cal であるから，１J�kg＝0．24 cal�1，000 g＝

0．00024 cal�g となる。これは，人体がすべて水からで

きているとすれば，体温が0．00024℃上昇することを意

味する。（人体は，水よりも比熱の小さいタンパク質や

脂肪などがあるので，実際は0．0003℃上昇する。）あまり

にも小さなエネルギーであることに驚く。

次に，位置エネルギーに換算してみると，人体を10 cm

の高さに置いたときのエネルギーとなる（第 1図）。言い

換えると，人体を高さ10 cmから落としたときの地面に

衝突した衝撃だ。衝突時のスピードは秒速1．4 m，時速

にして5．04 km。これは早足のスピードである。

第 1表 全身被曝に伴う人体への影響

100 Sv 中枢神経障害により１日以内に100％死亡

10 Sv 上皮細胞障害により数日以内に100％死亡

4 Sv 造血機能障害により30日以内に50％死亡

1 Sv

0．1 Sv ガンによる死亡率が0．5％増加

第 1図 １シーベルトは高さ10 cmの位置エネルギー

図は，全身被曝を強調するために，仰向けにした状態

で落とした人で説明しているが，エネルギー的には普

通に足から飛び降りても同じである。

＝１J�kg

＝１Nm�kg

＝１N×１m÷１kg

＝１kg×１m�s2×１m÷１kg

＝１m�s2×１m

［位置エネルギー］＝9．8 m�s2×0．102 m

［運動エネルギー］＝1�2×（1．4 m�s）2
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ちなみに，10シーベルトのエネルギーは，人体を１m

の高さに置いたときの位置エネルギーであり，つま

り，１mの高さから落としたときの衝撃である（衝突時

のスピードは秒速4．5 m，時速にして15．9 km）。

以上，熱エネルギーや力学的エネルギーとして考える

限り，「１シーベルトを超えると死者が出る」とは思えな

い。これが放射線の本当の怖さであり，その原因は先に

述べたDNAの損傷にある。

Ⅳ．いばらき環境フェアで発表
2011年10月15日（土）・16日（日），私たちは関西原子力

懇談会と共催のもと，茨木市の市民総合センター（クリ

エイトセンター）で開催された「いばらき環境フェア2011

（主催：茨木市）」にて，一般市民を対象とした放射線の

学習会を開いた。その会場で「１シーベルトを超えると

死者が出る」，「0．1シーベルトを超えるとガンになる人

が出る」を発表した。当然のことながら，来場者から「0．1

シーベルト以下なら，健康に影響がないのか？」の質問

があった。

また，会場には放射線測定器で身の回りの放射線を測

定できるコーナーを設け，「ガンマくん」と「ベータちゃ

ん」を使って，前もって用意した「花崗岩」「乾燥コンブ」

「塩化カリ肥料」「リン酸カリ肥料」「湯の花」から出ている

放射線（ベータ線とガンマ線）の測定をしてもらった。測

定器を近づけるとメーターの針が振れ，「ピッ，ピッ，

ピッ」と甲高い音が出る。その主な原因は，試料中に含

まれるカリウム40（花崗岩では他にウラン238やトリウム

232）であるが，なかでも塩化カリ肥料に「ベータちゃん」

を近づけると，針が振り切れ音が絶え間なく鳴り響い

た。この様子に来場者は非常に驚き，同時に放射線が非

常に身近なものであることを実感したのではないかと思

う（第 2図）。

Ⅴ．「ひばく」のイメージ
私たちは，「いばらき環境フェア2011」の会場で，来場

者から「『ひばく』と聞いて何を思い浮かべましたか？」と

いうアンケート調査を行った。口頭で尋ね，最初に思い

浮かべた言葉を単語で書いてもらう方法で実施し，成人

男女137名から回答を得た（第 3図）。

調査の目的は，マスコミで盛んに使われている「ひば

く」という言葉を，一般の人が「被爆」か「被曝」かのどち

らで捉えているかを調べるためである。

「被爆」は「原子爆弾や水素爆弾の被害を受けること」

で，被爆後の放射線被害も含まれる。調査結果の「原子

爆弾・広島・戦争」（45％）と「第五福竜丸」（３％）がそれ

にあたる。合わせると48％にもなった。

一方，「被曝」は「放射線にさらされること」で，こちら

の回答は「原子力発電・放射線・放射能・福島・チェル

ノ ブ イ リ」（25％）と「危 険・不 安」（19％）と「発 ガ ン」

（５％），それとニュアンスは少し異なるが「CT･X線」

（３％）で，トータルで52％であった。

最近では，「被曝」を「被ばく」と表記して，「被爆」と区

別しているが，結果，以前より誤解を招くことになって

いるのではないだろうか。福島第一原子力発電所の事故

が，広島・長崎のイメージに結び付くことは絶対に避け

なければならない。その意味からも，原爆「被爆」を連想

させやすい「被ばく」は使うべきではないと感じた。「被

曝」も「被ばく」もやめて，「被線」を使用することを提案

したい。

Ⅵ．食品の電子線滅菌
この数年，私たちが放射線教育で力を入れてきたの

は，食品の電子線滅菌の啓発である。

日本で放射線照射が認められている食品は，唯一ジャ

ガイモである。使用されている放射線はガンマ線で，そ

の目的は，有毒なソラニンの生成を抑えるための「芽止

め」である。一方，アメリカ合衆国，カナダ，EU加盟

国，オーストラリア，ニュージーランド，大韓民国，中

華人民共和国などの国では，サルモネラ菌や大腸菌O

157をはじめとする病原菌の滅菌を目的とする食品への

電子線照射が行われている。対象となる食品は，香辛料
第 2図 放射線測定器を使って放射線を測定する来場者と，

説明にあたる生物研究部の生徒

第 3図 アンケート「『ひばく』と聞いて何を思い浮かべまし

たか？」

半数が「被爆（原爆・広島）」と結びつけた。
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をはじめ，肉類（牛・豚肉・羊・鶏）や果物など多品目に

わたる。

電子線は，エックス線やガンマ線に比べ，極めて短時

間で滅菌ができるため，大量の製品を低コストで処理で

きる。しかし，日本では，この電子線滅菌はプラスチッ

ク製注射器などの医療器具やカップラーメンなどの容器

に限られ，食品への照射はいまだに認可されていない。

私たちがこの電子線滅菌を知ったのは2007年夏のこと

である。ある実験のために購入したプラスチック製の注

射器の説明書に「電子線滅菌」と書かれていたことがきっ

かけだった。翌年，私たちは，原子燃料工業㈱熊取事業

所のNFI 照射サービス室を訪れ，電子線滅菌の詳しい

説明を受けた。そのとき，香辛料中に含まれる細菌の数

と電子線滅菌の効果をまとめた一覧表を入手することが

できた。それによれば，細菌を一番多く含んでいたのは

白胡椒，二番目が黒胡椒，そして三番目にターメリック

（ウコン）が載っていたのである。

実は，私たちがターメリックの電子線滅菌に注目した

のには大きな理由がある。それは道半ばにして中止せざ

るをえなかった研究への熱い思いがあったからだ。も

し，日本に輸入されていた香辛料が電子線照射により滅

菌されていたら，次章に述べる研究は成り立たなかった

であろう。その研究とは，「一晩寝かせたカレーの秘密」。

Ⅶ．一晩寝かせたカレーの秘密
この研究は，1998年にスタートし，2005年に中止を

やむなくされた研究である。

ことのきっかけは，合宿中の徹夜の作業中に発した新

入部員の一言だった。「食堂のカレーは美味しい」。

それが，「お母さんのつくるカレーの方が美味しい」と

なって，「おじいちゃんのカレーは一晩寝かせるともっ

と美味しくなる」，そして「一晩寝かせるとほんとうに美

味しくなるの？」，「ほんとうかどうか皆で研究してみよ

う」となったのである。

早速，カレーのメーカーに電話を入れた。答えは「ジャ

ガイモやニンジンに味が浸み込むから」。

調理師専門学校の答えは，「カレーには多種類の香辛

料が使われている。香辛料にはトゲがついているが，そ

のトゲが一晩寝かせると取れ，同時に，味がまろやかに

なる」。思わず納得してしまった。

大学に電話を入れると，「そのレベルの研究は大学で

はしない」。これを聞いて，私たちは「しめた」と思った。

そしてNHKから，「うま味の成分であるアミノ酸が増

えている」という情報を得た。そこで，私たちは，「納豆

菌の発酵によってタンパク質が分解され，アミノ酸がで

きた」という仮説を立てたのである。

実験は，土・日・月の２泊３日の合宿を組んで行っ

た。この間の食事は，すべてカレー。カレーつくりは，

食材の買い出しから後片付けまですべてを自分たちの手

で行った。納豆菌の検出（培養）は，出来立てのカレーを

滅菌したスプーンでペトリー皿に移し，30℃で培養する

といういたって簡単なものだった。

24時間後，カレーの表面には白いコロニー（斑点）が100

～300個できた（第 4図）。しかし，この時点で納豆菌と

は断定できなかったので，以下「カレーの菌」と呼ぶこと

にする。

「カレーの菌」は熱耐性のある芽胞（胞子）をつくるの

で，100℃で沸騰しても死ぬことはないa。芽胞をつくる

細菌には，炭そ菌やボツリヌス菌などの病原菌もいる

が，「カレーの菌」は明らかに有益な細菌だ。それが一晩

寝かせることで増殖し，その過程でタンパク質が分解さ

れ，うま味の成分であるアミノ酸ができていたのだ。ち

なみに，夏にカレーをつくって，ふたを開けずに24時間

おいておくと表面は真白になるが，これは「カレーの菌」

が増殖したからである。腐敗したのではなくて発酵した

のである。その確認のため，私は表面が真っ白になった

カレーを食べる実験に２回挑戦している。においが気に

なり美味しいとは感じなかったが，体調に異常をきたす

ことはなかった。

ところで，この「カレーの菌」は何について混入したの

だろうか。食材に用いたのは，ジャガイモ，ニンジン，

タマネギ，肉，水道水，それとカレーのルーだ。これを

調べるのも簡単だった。それぞれの試料を，あらかじめ

用意した培地に入れて湯煎する。こうすることで，芽胞

をつくっている細菌のみが生き残ることになる。

私たちは，納豆菌の仲間（枯草菌）が土中にたくさんい

ることから，犯人はジャガイモやニンジンやタマネギと

予想した。しかし予想はことごとく裏切られた。犯人は

a納豆菌（枯草菌）・炭そ素菌・ボツリヌス菌などの細菌は，
環境が悪くなると芽胞という胞子をつくって休眠状態に入
る。この芽胞は熱に強く，100℃で煮沸しても死滅させるこ
とができない。芽胞を殺すためには，圧力鍋を用いて121℃
で15分間煮沸する必要がある。

第 4図 調理したてのカレーをペトリー皿にとり，30℃で24

時間培養

200～300個の白い斑点は，芽胞細菌がつくったコ

ロニーである。
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ルーだった。市販されているすべての銘柄の甘口・中

辛・辛口から「カレーの菌」が分離できたのである（第 5

図）。

私たちはこの結果を全メーカーに知らせた。メーカー

の反応は一様だった。

「うちの商品にバイキンが入っているはずがない。非

常に迷惑な研究だ。」

それからしばらくすると，ルーから「カレーの菌」が

次々に姿を消していった。同時に「一晩寝かせた旨み」を

うたい文句にする新商品が続々と登場した。

2006年５月，私たちは「これからのカレーは，一晩寝

かせても美味しくならない」と結論し，この研究に終止

符をうつことにした。

Ⅵ．今，教育現場に必要なもの
来年度から中学理科の教科書に放射線に関する項目が

盛り込まれる。しかし，この福島第一原子力発電所の事

故に伴い，教員の間では，教育者の立場として生徒へど

のように説明すればよいか関心が寄せられている。

子供たちが，学校で放射線について学ぶのは，小学校

高学年の社会科であり，原爆被爆者の悲惨な現状につい

てである。このため，放射線については，大変ネガティ

ブな印象を持ったままで，中学校に入学してくる。さら

に，今回の原子力発電所の事故で不安を募らせている。

そのような生徒たちに放射線を正しく理解させ，正しく

怖がってもらうためには，どのように教えていくのがよ

いのか。また，教師は，どのレベルまで理解しておく必

要があるのか。さらに，夜間中学・高等学校では，諸外

国から日本に滞在している方も多く，彼らは今回の福島

第一原子力発電所事故の情報を自国のwebサイトやコ

ミュニティーから得ることも多く，誤った認識や過大な

評価をしている危険性がある。これらに対して，教師は

どのように説明し，理解を促すのか。

これらの難題に答えられる教材はつくれないのか…

…。今，私は，医療現場で活躍しているエックス線に注

目している。エックス線は，誰もが瞬時に大量に局所被

曝（胸部レントゲン撮影の場合で約0．07ミリシーベルト）

をしている放射線だからだ。教材は，「レントゲン撮影

やCTスキャンで，なぜガンの病巣が発見できるのか

？」，「エックス線で，なぜガンになるのか？」，「エック

ス線で，なぜガンを治療できるのか？」など，日本人の

死因の第１位であるガンについて，エックス線との関係

をDNAレベルで理解する内容にまとめる予定である。

今，教育現場に必要なもの……それは，教師自身が納

得でき，生徒に自信をもって教えることのできる放射線

の教材である。

著 者 紹 介

塚平恒雄（つかだいら・つねお）
早稲田摂陵中学校・高等学校
（関心分野）生物理学（生物学と物理学の間
にある不思議な現象を科学する分野）
これまでに「猫ひねり」「兎ひねり」「水虫の
熱ロウ治療」「ボールの二軸回転」に関する
研究などがある。

第 5図 私たちが調べたカレーのルー
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日米欧原子力学生国際交流事業とは？
日米欧原子力学生国際交流事業は，1979年より開始さ

れた日米学生交流ならびに欧州等への学生派遣を通じた

国際的な人材育成プログラムである。電気事業連合会，

日本原子力発電，米国原子力学会シカゴ支部，米国アル

ゴンヌ国立研究所教育事業部の協力のもと，2011年まで

の間に103名の日本人学生が欧米に留学し，また46名の

米国人学生が日本に留学した実績を有する。近年，国際

的に原子力人材育成の必要性が唱えられている中，本事

業は，今日の状況，特に国際的な視野をもった人材育成

の重要性を先見した事業活動といえ，筆者（大阪大学大

学院博士後期課程１回生の夏に米・アイダホ州アルゴン

ヌ研究所へ４ヶ月間留学）を含め，我が国の原子力界で

も本事業による海外留学経験が現在のキャリアの礎と

なっている者も多数に上っている。

当初は日米二国間で始まった本事業は，現在では，欧

州諸国の大学，研究所への学生派遣を含めたものとなっ

ており，まさに国際的な人材育成，人材交流事業として

発展してきた。

このように長年続けられてきた本事業であるが，米国

側の学生国際交流プログラムの予算が５年前に打ち切ら

れて以来，米国人学生の日本への留学は実現しておら

ず，加えて，本年度にはアルゴンヌ国立研究所教育事業

部から日本への留学プログラムそのものの打ち切りの通

告が届き，本事業の実行委員会としても，残念ではある

が今後は当面は我が国から欧米への学生派遣に活動を絞

ることとなった。

5年ぶりの米国からの留学生受け入れ
このように米国からの受け入れ状況が停滞していた

中，本年度は，米国からの留学生としては実に５年ぶり

にアイダホ大学より博士課程１回生の Joe Christensen

君が９月から３ヶ月間来日し，京都大学原子炉実験所に

て筆者の下で研究生活を送った。

今回の Joe 君の来日は，本事業にて米国アルゴンヌ研

究所に滞在経験のある JAEA・外池氏との某パーティで

の立ち話がきっかけとなって実現した。京都大学臨界集

合体実験装置（KUCA）では，近年，次世代型高機能燃料

の候補であるエルビア（Er２O３）添加燃料に関する一連の

臨界実験を実施し，その結果を国際ベンチマーク問題

（ICSBEP）として取りまとめるための作業に着手してい

た。その最中，ICSBEPの評価者としての経験も豊かな

外池氏より，「アイダホ研究所の知人を通じて日米交換

留学を希望している大学院生がいるという話をうけた

が，京大炉でエルビア装荷臨界実験の解析をテーマに受

け入れられないか」という相談を受け，まさに渡りに船

という感じで調整を進めることとなった次第である。

昨年９月に来日後，Joe 君は KUCAエルビア装荷臨

界実験を対象として，極めて複雑かつ煩雑な解析を実施

した。この「複雑かつ煩雑さ」については，Joe 君が離日

前にしたためてくれた滞在記に詳しいので，彼が日本滞

在で受けた印象を合わせて，滞在記を要約して紹介した

い。

Joe君による滞在記（要約）
［日本での滞在について］ 私にとって今回の滞在は３

回目の経験です。これまでの短期滞在とは違って，今回

のように長期間にわたる滞在の機会を与えていただいた

ことで，日本と，私が母国である米国，特にアイダホと

の文化の違いを様々な点で感じ取ることができました。

充実した公共交通機関を使って様々な場所を手軽に訪れ

ることができ，博物館，お城，寺社等で日本の歴史に存

分に触れて，日本の文化の発展の過程を直接感じること

ができたのはまさにかけがえのない経験でした。

［研究について］ 私に与えられた研究テーマは，

KUCAで行われてきたエルビアを添加した新型燃料に

関する一連の臨界実験を対象として，実験データの詳細

な分析を行い，その結果を国際ベンチマーク評価レポー

トとして取りまとめるという内容でした。特に，モンテ

カルロ計算コードMCNPを用いて，解析モデルの構築

に伴う不確かさなどを徹底的に検証することが研究の中

心となりました。この過程で，様々な課題を解決するこ

とが要求され，このことが私にとって貴重な経験となり

ました。自分が生まれる前に作成された，しかも日本語，

英語，ドイツ語，フランス語で書かれた各種データの判

読，現在では使われていないような数々の標記の解釈な

ど，歴史的な１次資料をベースに解析モデルの不確かさ

を解明していくという作業は，考古学者になったかのよ

うな興奮を与えてくれました。また，多岐にわたる実験

データの整理と統合，必要な情報の抽出と単純化にあ

日米欧原子力学生国際交流事業による米国留学生
受け入れ：平成23年度の報告と今後の展望談話室
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たっては統計学や数学的な手法を駆使する必要があり，

まるで正解のないパズルに取り組むかのような難しさが

ありました。このプロジェクトに参加できたことは，非

常に強いポジティブな気持ちを私に与えてくれました。

私の成果が，今後，KUCA実験をベンチマーク問題と

して整理するための基礎となり，世界中の研究者へ貢献

できることを期待しています。将来に向けたプロジェク

トの一端を担うことができたことを誇りに思うととも

に，日本で学び，研究できるという貴重なチャンスが，

今後とも米国やその他の国々の大学院生に引き継げるこ

とを願っています。また，日本の大学院生が米国で学ぶ

ことができるチャンスを得られることを願っています。

受け入れ担当教員としての Joe君の印象
Joe 君は，アイダホ大学の博士課程１回生であるが，

米国エネルギー省（DOE）にて原子力技術者としてのポ

ジションも有しており，修士課程終了後は，12年にわたっ

て原子炉運転管理業務に携わってきたというユニークな

経歴の持ち主である。この，現場で「実物」に触れたとい

う経験，エンジニアとしてのセンスが，今回の Joe 君の

滞在中の研究では大いに活かされたものと感じている。

今回の研究テーマは，大々的に脚光を浴びるものでは

なく，どちらかと言えば地味で，かつ労多くして報われ

ることが少ないという性格のテーマではあるが，原子力

安全の根底を支える基礎分野の一つである臨界安全評価

の高度化にとっては貴重なアクションである。Joe 君

は，このことを彼自身の工学的センスで直感的に見抜

き，膨大なデータとの格闘と地道な計算を実に楽しそう

にこなしてくれた。このあたりの「楽しさ」は，彼の滞在

記中でも特に強調されていると感じている。

Joe 君の実務経験が活かされたもう一つの点は，研究

計画の立案と，マイルストーンごとの達成度の管理の確

かさであろう。週ごとに具体的な目標を設定し，「現時

点では二日遅れ」，「予定より三日早く済んだ」等，日オー

ダーでの工程管理をもとに，３ヶ月間を実に有効に使い

切った。

なお，KUCAは Joe 君の興味を大いに引いたようで

ある。アイダホ大での指導担当教授より，博士研究のテー

マとして，米国ネバダ州のDevice Test Facility（DAF）

の各種臨界装置を使った実験を取り上げるように指示さ

れているところのようで，KUCAの汎用性と，原子炉

設計に直結しうる応用性は米国の装置にはない，としき

りに感心していたのが印象的である。これも彼のエンジ

ニアとしての感性が現れた一面であろう。

与えられた課題を着実にこなしつつ，プライベートで

は，週末のたびにバス，列車を乗り継いで関西を中心に

あちらこちらへ足を運んでいた。歴史に興味があり，特

に，和歌山城が大いに気に入ったようで，「大阪城には

ない，本当の歴史が和歌山城には残っている」と力説し

ていた。また，「マジック」（Magic : The Gathering）とい

うトレーディングカードゲームの達人のようで，広島で

開催された大会に出向くなど，趣味の世界でも充実した

日々を送っていた模様である。

日米交換留学：今後の展望は？
前に述べたように，現時点では米国側のスポンサー不

在という状況もあり，来年度以降の米国からの留学生の

受け入れについては全く目処が立っていないという状況

である。なお，Joe 君の話によると，米国側でも何らか

のアクションが取れないかという検討を始めている先生

方もおられるとのことで，今回の受け入れをきっかけと

して，何らかの打開策が見いだせればと考える次第であ

る。筆者の個人的な経験から言うと，大学院生時代とい

う元気でかつ多感な時期に海外に単身乗り込んで，言葉

の壁，文化の違いを肌で感じながら，その場でしか会得

できないことがらを吸収することは，その人のキャリア

にとって極めて大きく働くことは間違いない。現在，ど

ちらかというと我が国の大学院生が米国，欧州の諸機関

にお世話になることが多い状況であり，それはそれで我

が国の大学院生諸君にとっては大変ありがたいことであ

ろうが，本事業のおかげで米国にて学ばせていただき，

その時の経験が現在のプロフェッションの礎となってい

る立場からは，ぜひとも何らかの形で，米国側に恩返し

をしたい，という気持ちである。今回，Joe 君の受け入

れを担当させていただいたことが縁となって，新たな道

が開けることを切に願っている。

末筆であるが，今回の Joe 君の滞在にあたり，調整，

仲介の労をとっていただいた日本原子力研究開発機構・

外池幸太郎氏，本事業実行委員会の皆様，そして原子力

学会事務局の皆様に御礼を申し上げたい。

（2012年 １月31日 記）

京大KUCAを背景に，筆者と Joe 君
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日本原子力研究開発機構，本会副会長 野村 茂雄

昨年３月11日東電福島第一原子力発電所の未曾有の大

事故がおき，我が国の原子力を取り巻く環境は180度様

変わりした。エネルギー・原子力政策の見直しが進んで

いるが，食品や建築資材の放射能汚染などで身の回りの

漠然とした不安は解消していない。オフサイトでの環境

回復，オンサイトでの廃炉に向けた中長期措置が始動し

たものの，失ったものはあまりに大きく，原子力の信頼

回復の道のりは厳しい。特異な社会情勢の中で，激動の

時代の国家基本戦略を拙速に策定することに，別の不安

を抱くのは，私だけではないであろう。

我々原子力の専門家は，こうした事故を二度と起こさ

ないため，大きく失墜した原子力への信頼を少しでも回

復するため，さまざまな活動を通して，科学・技術的根

拠のある見解を，広くステークホルダーと共有する段階

にきている。原子力関係者が，最優先に取り組むべき業

務である。

東日本を中心にした微量放射能の健康不安について

は，個々人の価値判断に依存するが，地域のボランタリー

や研究機関の専門家のご努力で，一部相互理解が進んで

いる。しかしその数は限られ，今後相当な市民対話が必

要。さらにホットスポット的な汚染除去活動，そのため

の効率的な除染技術の選択と本格適用，世界標準として

の食品等安全規制の在り方などにも傾注すべきであり，

風評被害防止を含め，専門家の出番は多々あろう。

全国的には，既存の原子力発電所が次々と停止に追い

込まれている。女川，福島第二は，重大事故を回避でき，

福島第一とは差別化できるが，個々の発電所では，いわ

ゆるストレステストなる安全評価と3．11事故を受けた大

規模なハード・ソフトの安全強化対策を進めている。運

転再開に向け，国の原子力政策や安全基準・規制の見直

し，広域防災計画を含む地元了解など解決すべき課題は

多い。再開が遅延すれば，電力需給ひっ迫のリスクは高

くなり，約３割を担ってきた自前の原子力による電源

を，年間３兆円分の化石燃料を海外から購入し代替する

ことになる。巨額の国家的経済損失は既に発生してい

る。我が国の浮沈に関わる最大の政策的判断が迫ってい

る。

現状１％しかない新エネルギーへの過度の期待は，道

を誤る。風力発電事業は，多くが赤字状態。太陽光発電

も，コスト削減が必須。新エネの実力発揮まで相当の期

間と国民的負担が必要だが，シェア15％程度が限界との

試算もあり，基幹エネルギーにはなりえない。

原油の価格が昨今100ドル�バレルを超えても，円高の

影響もあり価格高騰は回避されているが，ホルムズ海峡

封鎖のリスクもある。世界的に天然資源のひっ迫が進

み，需要が供給を上回るオイルピーク到来を指摘する動

きは，我が国で影を潜めている。しかし世界的にエネル

ギー事情は確実に緊迫の度を増しており，原子力に頼ら

ざるをえない国々は多い。原子力を推進する米，仏，露，

英，中，韓，印などの国々は，3．11事故により影響を受

けたものの，中長期の原子力依存の方向性は変えないと

する状況。我が国も，例外ではないはず。

安全確保を大前提に基幹電源としての原子力，核燃料

サイクルと中間貯蔵による使用済燃料対策とウラン資源

のリサイクル利用は，それぞれの地元の了解と協力で展

開してきた基本政策。軌道修正は必要としても，大きく

ぶれることなく課題解決に向け総力を結集すべきであ

る。原子力の選択肢を放棄し，先の読めない大きな混乱

を全国的に招く事態は避けるべきである。理想と現実を

調和させたエネルギーベストミックスを求める。

我が国は第３世代プラスの軽水炉の設計・建設，第４

世代炉の開発で世界を牽引し，多くの専門家を輩出して

いる。3．11事故を教訓にした安全強化策は，国際公共財

として海外の原子炉プラントにも確実に適用すべきも

の。我が国はこうした観点からも，今後も原子力を推進

する国際的責務がある。

（2012年２月７日 記）

このコーナーは，原子力への思いやそれを取り巻く状況について

さまざまな方に，個人としての意見を自由につづっていただいた

ものです。

視角
Angle
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2011年３月11日の福島第一原子力発電所の事故発生以

来１年近く経過したが（原稿執筆時），いまだ10万人を越

える方々が避難生活を余儀なくされていることに忸怩た

る思いを禁じ得ない。原子力発電所の事故，とりわけ原

子力施設外への放射性物質の規制値を大きく上回る放出

を伴う事故は，原子力発電所の所有者として決して起こ

してはならぬことである。このような事態に至らしめた

ことには，原子力関係者の一人として無念であると申し

上げざるを得ない。

現時点での事故に対する短期的な課題は，溶融・移行

した燃料への安定した冷却の継続，使用済燃料プールに

保管されている使用済燃料の安定した保管方法の確立，

除染，放射性物質の規制値以上の放出の抑制である。こ

れらは，関係者の尽力により速やかに達成されることを

願っている。

一方，長期的な課題は，今後の電力エネルギー源の選

択である。このような大事故を引き起こした原子力発電

はもはや発電方式として採用すべきではなく，即刻全て

の国内の原子力発電所を廃止すべきであるとの意見があ

ることは不思議ではない。しかし，電力エネルギー源の

選択には，我が国の実情に則して多方面から検討する必

要がある。

安定した基幹電源として，コンバインドサイクルを選

択することは，熱効率の面では優位となる。ただし，我

が国でコンバインドサイクルを採用する場合は，燃料の

調達が懸案となる。我が国に大規模な天然ガス田はな

く，西欧諸国に見られるようなガスパイプラインで供給

を受けることもできない。天然ガスは，我が国の場合

LNGタンカーにより産出国より輸送せざるを得ない。

ガスの性質上，備蓄可能量には限界があり，かつ産出国

との外交関係が常に懸案となる。

現時点でも安定した基幹電源である石炭火力は，石炭

の価格の安定性及び熱効率の点で優位である。かつ現時

点では産出国との外交関係も当面憂慮すべき事態ではな

いが，地球温暖化ガスの排出が懸案となる。

これに対して原子力発電は，燃料供給の安定性及び備

蓄可能量では優位となるが，事故発生の場合の影響の大

きさ及び使用済み核燃料の処理が懸案事項である。

我が国の現在での安定した基幹電源は，いずれも一長

一短であり，全ての面で他より優れている電源はないと

言える。

福島第一原子力発電所の事故以降，自然エネルギーの

積極的利用，エネルギーの地産地消の声が上がっている

が，水力発電以外の自然エネルギーは現時点では安定し

た基幹電源としての役割を果たすことはできない。無

論，太陽光発電，風力発電等を安定した基幹電源とすべ

く研究開発は継続すべきであるが，現時点では基幹電源

となり得ないことは認識する必要がある。また，水力発

電は，我が国では現状以上の更なる開発はほとんど不可

能であることも今一度認識する必要がある。

もし，今後原子力発電の代替を求めるならば，現時点

で安定した基幹電源として確立されている方式を選択す

べきであり，現時点では確立されていない方式を選択す

ることは不可能である。

福島第一原子力発電所の事故後，電力供給力の低下に

呼応して電力エネルギーの節約が叫ばれてきた。電力エ

ネルギーを無駄に使用することは避けねばならないが，

必要な電力エネルギーを使用しないことは，節約ではな

いと思う。例えば，節電と称して地下鉄駅構内の案内表

示が消灯された。頻繁にその場所を利用している者には

案内は不要であろうが，初めてその場所を訪れる者に

とっては案内は必要である。節電のため，エレベータや

エスカレータが停止されたが，その被害を真っ先に受け

たのは，車いすの使用者，松葉杖の使用者，及び足の強

くない年配者等々，いわゆる弱者であった。

一般にある物の供給量が低下すると，富の偏在に応じ

て受給量も偏在する。筆者は手元に統計を持ち合わせて

はいないが，装飾用ダイヤモンドは富の所有高に応じて

偏在していると推定する。装飾用ダイヤモンドがなくと

も生活には困らないが，電力エネルギーがない生活は不

可能であり，電力エネルギーが富の所有高に応じて偏在

する事態には決して至らしめてはならない。決して弱者

を生活不能の状態に追いやってはならないのである。

常に安定した基幹電源を有することは，社会の安定し

た運営に不可欠である。現時点で今後の安定した基幹電

源を選択する際，原子力発電をその選択肢から除くこと

は，我が国の実情に則するならば良い決断とは言えない

と考える。 （2012年２月13日 記）

（財）エネルギー総合工学研究所 岡田 英俊

我が国の実情に即した今後の電源の選択を視角
Angle
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昭和二十年八月，私は疎開先の村の学校で新聞配達を

させられていた。七日だったと思う，配ろうとした新聞

の第一面に，大きく「広島に新型爆弾，多大の被害がで

た模様」という記事が目にとびこんできた。その当時の

記事は，どんな被害でも「被害僅少」とでる世の中だった

から，これは相当大きな被害だろうと，小学生の身にも

感じられた。勿論，それは広島の原子爆弾であった。そ

の三日後には長崎，それから一週間後には終戦を迎え

た。あとで知るあの被害，あの惨状，ヒロシマ，ナガサ

キの原爆資料館でみる悲惨な現状は思っても身震いがす

る。

それは，たび重なる東京の大空襲をのがれて郷里大分

に帰る途中のことだった。列車は小田原で敵の艦載機に

機銃掃射を受け，それで乗客の何人かが死んだ。その後

も何度か銃撃を受けながら，列車はようやく二日後の夕

刻，広島駅についた。この先線路が不通ということで次
こ い

の己非駅まで歩いて乗り継ぐことになった。降りた広島

の光景は異様だった。川の多い町の橋は至るところで落

ち，乗客の一団は大きく迂回しながら残った橋を渡らね

ばならなかった。道端には焼けただれた死体がごろごろ

と転がり，川は浮いた死体で，水面が見えなかった。あ

たり一面異臭がただよい，とっぷり日の暮れた焼け跡に

は，燐の燃える青白い光があちこちでボーッと光ってい

た。思えばその日は昭和二十年八月七日，広島に原爆が

投下された翌日であった。

これは私が勤務先の病院で当直をしている時，一緒に

当直をしていた内科の某先生よりきいた話であった。原

爆の悲惨さは，これまでに何度もきいているが，この先

生の淡々とした体験談に，私は，これまでのどんな話よ

りも切実に原爆のこわさを感じたのだった。（拙著「直さ

んのシネマホール」より引用）

原爆のこわさは，世界の常識だ。原爆は人類を破滅さ

せ，地球を破壊する力を持っている。だから，ヒロシ

マ，ナガサキ以来，人間は原子爆弾を使っていない。な

のに，なぜいまだに核兵器を作ろうとする国があるのだ

ろう。使っては絶対にいけない兵器なら，当然，生物兵

器のように戦争での使用禁止の協約を結び，世界中の原

子爆弾を放棄すればよいではないか。それができないの

は，原爆保有国が，廃棄もせずに新興国の核兵器の所有

のみを認めないからだ。保有国もそうでない国も一律に

核兵器を廃棄すれば，核兵器存在疑惑などしないですむ

と思うのだが……。なぜだろう，原爆保有がその国のス

テータスとでも思っているのだろうか。

原爆は兵器だから，使用できないが，それなら原発は

平和利用だから使えるのか。原発は安全と国は口をすっ

ぱくして言っていたのに，あのフクシマは何だろう。こ

れで安全神話は崩れた。こんなことは想定外だったとい

う。想定外のことなど，人類を破滅させる力を持つ原子

力にあってよいものだろうか。すべからく，すべて「想

定内」に収まらないものなど，絶対に使用してはならな

い。今回のフクシマの事故は，人災だ。想定内に収まら

ない原子力の使用は核戦争と同じだ。現に福島原発の周

辺地域の惨状は，無残である。さらに，被曝による健康

障害の心配は将来まで含めて未知数だ。これは，まさに

ヒロシマ，ナガサキの被爆に匹敵するといっても過言で

はない。東電福島の原発事故は戦争だったのである。自

然と人類の戦争だった。そして人類は負けた。原爆も使っ

てはならないが，原発も使ってはならない。これが今回

のフクシマの教訓ではないか。東電は，原発が使えない

から，火力にコストがかかって電気代を値上げするとい

う。冗談ではない，原発神話を生み出すために国はいく

らの地方交付金を使ったか，いくらの企業への助成を

やってきたか。それらをひっくるめれば原発のコストが

安いなどと言っていられるのか。

あらためて言う，人類は人類の危険についてすべて「想

定内」のことしかしてはいけない。それからはじめて社

会に適用するべきだ。社会に適用するためなら，いくら

研究費を使ってもいい。政府はそのためにこそ研究を助

成しなければならない。

（2012年２月５日 記）

溝口 直（みぞぐち・すなお）

1933年大分市生まれ。1958年京都府立医科大学卒。1960年

京都府立医科大学産婦人科教室入局。1972年大分市にて産婦

人科医院開業。

溝口 直

「原子力に思うこと」視角
Angle
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災害論―安全工学への疑問

加藤尚武著，216 p．（2011．10），世界思想社．

（定価1，800円＋税） ISBN 978�4790715412

著者の加藤尚武先生は，わが国の哲学・倫理学の泰斗であ

り，京都大学大学院文学研究科教授を経て，鳥取環境大学の

初代学長を務めた。その間，日本哲学会の委員長も務めてい

る。哲学・倫理学と聞くだけで怖気づくが，加藤先生は，科

学技術，環境，資源，医学などの問題について倫理学的に取

り組まれ，多くの著書を出している。筆者は，本会の企画委

員長の頃に加藤先生を原子力総合シンポジウムにお招きして

環境倫理学のお話しをしていただいたことがある。原子力に

ついても，放射性廃棄物の処分問題に関心を持ち，資源エネ

ルギー庁，原子力委員会，日本学術会議などで審議に参加し

ている。

本書は，東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて，

いくつかの点に関し鋭い疑問を投げかけながら深く議論して

いる。全体は，まえがき，本文10章とあとがき等より成る。

本文の構成は，１．自然の合目的性について，２．原子力発電

のコスト，３．確率論的合理性の吟

味，４．「安全」と「安心」の底にあるも

の，５．過失責任と無過失責任，６．「原

子力ムラ」の存在，７．国家と原子

力，８．情報とコミュニケーション，

９．原子力問題に関する国民的な合意

は可能であるか，10．復興の倫理，で

ある。構成を見て明らかなように，こ

の事故以来，あちこちで論じられていることも多いが，著者

はこの原発の事故によって哲学が挑戦を受けていると認識

し，事故の核心にある「合理性の不合理」を明らかにすること

が，事故に関わる哲学の使命であり，その例として，確率論

的安全評価における Lewis の考え方などを紹介しその問題

点を指摘している。また，哲学にできることはさまざまな専

門領域の間の認識のずれを理解することであるとしている。

その例が４章から８章であり，その上で国民的合意の可能性

について論じている。「原子力ムラ」の存在，国家と原子力の

章など，その中身では耳の痛いことや反論もあろうが，この

際，原子力関係者はじっくりと本書を読み，あらためてこの

事故について考えるのがよいのではないか。それとともに，

加藤先生などと議論を深めることがお互いのためにも有意義

であろう。

（大阪科学技術センター・木村逸郎）

日本原子力学会誌 ATOMOΣ 広告のご案内

一般社団法人 日本原子力学会

「日本原子力学会誌」は，特集・解説・講演等，広く原子力に関わる記事を掲載し，我が国の原子力研究，産業の発展に資す

るべく，努力しております。学会誌は毎月約8,000部が発行されており，電力，メーカー，大学，研究機関を中心とする会員

および賛助会員の原子力関係者はもとより，広く原子力関係機関，市町村，マスコミ等にわたっております。本誌への広告掲

載は，発展の一助になるものと信じておりますので，ぜひ，広告の掲載をお願い申し上げます。

■上記の金額は，１ページあたりのモノクロの料金です。カラーの場合，１ページあたり120，000円追加となります。

また，版下・フィルム製作費は別途申し受けます。

■過去１年以上毎月出稿された機関につきましては10，000円引きとなります。

■連絡先 105�0004東京都港区新橋２�３�７新橋第二中ビル３F，一般社団法人日本原子力学会 学会誌編集担当 富田，野口

TEL 03�3508�1262，FAX 03�3581�6128，E�Mail : hensyu@aesj.or.jp

■詳 細 http : //www.aesj.or.jp/atomos/atomoskoukoku.html

■賛助会員料金（消費税別）

表２ 150，000円 前付 110，000円

表３ 140，000円 後付 100，000円

表４ 190，000円 差し込み 230，000円

※差し込みは本誌に同封となります。

■一般料金（消費税別）

表２ 160，000円 前付 120，000円

表３ 150，000円 後付 110，000円

表４ 200，000円 差し込み 240，000円
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「国際化」は死語になるか？

フリー記者 潮 昭太

2011年３月，「水素爆発」という表現をテレビやラジ

オで聞いて私は一瞬，思考不能状態になった。次に思っ

たのは「水素爆弾」だ。しかし，地震や津波が起こった

うえに，福島第一原子力発電所が水素爆弾化したと

は，あまりに悲惨で信じられない。あるいは，日本海

側の物騒な隣国から，ついに水爆まで飛来したのか。

実に馬鹿げた話だが，私はこの時，英国の日曜紙の

ために大震災を自宅で取材していた。英国人のアジア

特派員がバンコクから来日し，ロイターや共同通信な

どの英語ニュースが取り上げないような話をまとめ

ろ，という注文を出してきた。大震災の仕事がもっと

も多忙で苦痛でもあったという記者は多いであろう。

私が例外であるわけがない。

ドイツの旅客飛行船ヒンデンブルクが1937年に米国

で炎上，この惨事以来，水素がヘリウムに代えられた

という話を思い出したのは何週間も経った時だ。

東日本大震災は東京の外国報道陣にとっても一大事

だった。日本外国特派員協会もそこから眼下に広がる

有楽町も静まりかえり暗かった。数週間が過ぎて，か

なりの数の元東京特派員などが応援のため来日してい

たと判明する。アジア取材の中心が日本から中国に

移って以来，久しぶりの状況だった。

特派員協会の会員数は減少を続け，2011年末現在，

正会員は日本人元特派員を含めて311人，準正会員は

213人，記者ではない準会員が1，526人だ。ちなみに終

身（名誉）会員は40人。これらの数字だけでは分かりに

くいのは，大多数の特派員や契約記者が自宅を拠点と

して活動する現況だ。つまり，これらの記者は政界トッ

プの動きや総選挙などから東京電力・被災地の動きま

で単独で取材しなければならない。米国の２大ニュー

ス週刊誌でさえ今や東京に支局を持っていないし，報

道界の基準に照らしていえば大金持ちだったテレビ局

でも支局を維持しているのは例外的だ。日本で大事件

が起これば，ロンドンから人員を派遣して米国向けに

電波を流せばよいというわけだ。

かつて，1980年代くらいまで日本人は「国際化」を口

にし，その現象を報道する特派員も十分とはいえない

までも，かなり東京にいた。国際化は企業の海外工場

立地，外国人のトップ経営者や大学の９月入学制度検

討などにみられるように21世紀になって進んだ感があ

る。そして，フクシマがヒロシマとナガサキに続いて国

際化したのに対して，海外向け報道の主役であるはず

の特派員は円高の進行が一因で少数になってしまった。

国際化は ITの広がりとともにウェブサイト上での

英語を始めとする外国語使用の増加をもたらした。た

とえば東京電力はロンドンからTepco Digest という

名称で英文広報資料を流している。しかし，面談や電

話取材の重要性は不変である。ウェブサイトでおおま

かな事実はつかめても，記事を仕上げるのにコメント

が欲しくなるという心理は理解してもらえると思う。

本誌「アトモス」の読者のうち，どれだけの人が特派

員や内外の記者に取材を受けられたか，推察さえでき

ない。だが，万一取材を受けられる場合，人力が足り

ない，予算が少ない，専門知識にも乏しいという，国

内全国紙のうちトップ２紙とは雲泥の差がある「ない

ないづくし」の状況下で働いている海外報道陣を助け

てください，とお願いせずにいられない。

記者を助ける広報活動は米国で生まれた。日本は今

やかなりの数の大学が広報部門を設けているが，大学

にせよ会社にせよ全般的に米国に追いつこうという願

いや目標を持っているのかさえ疑わしいと私は思う。

特に大学は教員の個人プレーが許される，窮屈な日本

では珍しい世界だから，先生が終日自宅におられた

り，大学事務方から自宅の電話番号を聞けなければ記

者の接触は絶望的である。

米国風の広報活動で私が知る最良の慣習は，名刺に

自宅の電話番号を印刷することだ。だが，米国企業で

あっても広報が形骸化しているケースも耳にする。逆

に日本の大学でも，研究所の副所長が研究員全員の活

動範囲を掌握して記者に案内する仕組みを持っている

場合もある，と最近知った。

極論するなら，広報活動を含む日本の「国際化」はこ

の新語が生まれた時から死語だったのではなかろう

か。 （2012年１月29日 記）

潮 昭太（うしお・しょうた）

フリー（Nucleonics Week など）記者

1942年３月生まれ。早稲田大学英文

科，オレゴン大学ジャーナリズム学

部卒業。UPI，マグロウヒル社東京

支局記者，北陸大学，法政大学など

を経て現職。

281

日本原子力学会誌, Vol. 54, No. 4（2012） （ 59 ）


